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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1．谷岡学園の建学の理念 
神戸芸術工科大学（以下｢本学｣という。）は、昭和 3（1928）年に設立された学校法人

谷岡学園（以下｢本学園｣という。）の下で昭和 63（1988）年に創設された。本学園の創立

者・初代理事長の谷岡登は、「本学に学ぶ者は須く役立つ人物たらむことを期すべし」と

説き、「世に役立つ人物の養成」を「建学の理念」とした。 
平成 9（1997）年、2 代目理事長（前理事長）の谷岡太郎によって本学園の建学の理念

（精神）を支える「四つの柱」として、「思いやりと礼節」「基礎的実学」「柔軟な思考力」

「楽しい生き方」が示され、その理念を継承している。 
 
2．本学の基本理念 
本学は、平成元（1989）年に｢人間と歴史｣を基盤とした人間の立場から「科学と技術」

「芸術と文化」の融合をテーマに、人間と営みの歴史を基調にした人文・社会・自然にま

たがる諸科学を学び、豊かな教養に裏づけられた芸術的感性と表現技術を磨き、人類の生

活文化を豊かにする「デザイナー、アーティスト、クリエイターの養成」を目的として設

立した。 
神戸市は昭和 48（1973）年に「ファッション都市」の宣言を行い、デザイン系・芸術

系の高等教育機関の開設を希求した。この要請を受けて、理想の大学をめざす谷岡太郎と

初代学長の吉武𣳾𣳾水は、神戸市や地域産業界等との連携協力を得て「神戸芸術工科大学」

を設置した。 
以来、32 年間、本学創設の志を受け継ぎ、大学教育を行っている。 

 
3．本学の使命・目的 
日本における「芸術工学」分野は、昭和 43（1968）年に九州芸術工科大学（現九州大

学芸術工学部）の創設にあたって、大学設置審議会において「芸術工学の基本的なあり方

について」が示され、その後、約半世紀の中で「芸術工学」を課題に関連大学や学部・学

科が開設されてきた。「芸術工学」の発展の契機・本学創設においては、公害の拡大や科

学技術への不信、模造品の氾濫、人口の集中と過疎、都市環境の悪化が背景にあった。資

源エネルギーの浪費と不足、地球温暖化による自然環境の変容、大規模災害の頻発、情報

のグローバル化、国際経済の低迷と経済格差の拡大等、新たな地球社会の課題の顕在化が

あり、これらの社会の問題を解決することを使命とした「芸術工学」の教育学術活動が期

待されてきた。 
 本学の「芸術工学」は、開学当初、環境デザイン、工業（プロダクト、アパレル）デザ

イン、視覚情報デザインで構成され、人間生活に最もふさわしい持続的な生態環境を生み

出すことをめざしてきた。 
次いで、コミュニケーションデザインとしてのまんが、アニメ、CG、映画、写真等の

メディア表現や造形、アートによる表現活動は、人と人との関係を豊かにし、人と自然生

態との関係、人と社会や歴史の理解に基づき、固有な伝統文化との関係を情報文化として

育む重要な使命があり、芸術工学の教育研究を通して理解が進み、新たな時代に対応し得

る人材を輩出してきた。 
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これらデザイン・アート・メディアの実践、教育研究の活動は、既存の専門学域を融合

した連携を通して、時代に生きる人々の課題を克服し、日常生活を豊かにする役割を担っ

ている。 
「芸術工学」の教育研究活動を通して、デザイン・アート・メディアの創造活動への出

会いや、感動を体験する実践教育に重きを置いている。そのたゆまぬ努力によって「芸術

工学」の学びは、最先端の科学技術と芸術文化の融合を可能とし、クリエイティブな表現

活動ができる新たな職能の創出にもつながり、世界や社会に向けて新しい価値を発信して

いる。 
この使命と目的は、「神戸芸術工科大学学則（以下｢学則｣という。）」及び「神戸芸術工

科大学大学院学則（以下｢大学院学則｣という。）」において、学則第 1 条及び大学院学則第

1 条に示している。この大学の使命・目的に照らし、諸科学にまたがる知識と芸術的感性、

豊かな教養を基盤に、基礎的技能を習得し、高度な専門的領域へと展開する教育の実践を

めざしている。 
 

■学則第 1 条 
本学は、人間生活に最も適合する科学技術を発展させるため、人間の立場から総合的

に科学技術を駆使する「芸術工学」の教育研究を通じて、人文、社会、自然の諸科学

にまたがる芸術的感性と豊かな教養を融合し、人々を豊かにする総合的視野をもつ新

たな表現に挑戦するデザイナー、芸術工学の教育研究を通して新たな時代を切り拓く

創造性豊かな研究者や指導的実務を担うクリエイターの養成を教育目的とする。 
 
■大学院学則第 1 条 
現代の状況に即応するデザイン理論の深化により「芸術工学」の学問的確立を図り、

その専門的研究を通して創造性豊かな研究者ないしは指導的実務者の養成及び多様

化したデザイン環境に対応するため、高度な専門的知識・能力・技術を備え総合的視

野をもつデザイナーの養成を目的とする。 
 
4．本学の個性・特色＝「芸術工学」 
 「芸術工学」には、昭和 43（1968）年当初、芸術工学の萌芽期の目標であった「技術

の人間化」を踏まえつつ、刻々と変化する社会現象を明確にとらえ、関係する人々からの

コンセンサスを得ながら、未来社会をかたち作って行く役割がある。そこでは、新しく要

請される社会の変容に反応しながら適正な科学技術と芸術文化の融合をめざし、時代が歩

む方向を予感して創造していく叡智が導き出されることが望まれている。 
 未来社会に向けて位置づけられる「芸術工学」では、科学技術力や造形的表現力に加え、

人間文化とその社会生活への深い洞察力、想像力、社会的倫理観に基づく決断力を必要と

する。気づき、発想し、調査・構想し、企画・設計し、そして表現し、造形制作をする。

次いで販売、使用、評価、修正するなどのプロセスを通して、享受する者の定性評価も取

り込み、総合的に新しい価値を生み出す。 
 住まいとは何か、椅子とは何か、靴とは、まんがとは…というように、それらの「原点」

「祖型」あるいは「典型」を探求することは、「芸術工学」の課題である。さらに、地域



神戸芸術工科大学 

3 

コミュニティや社会の課題に対して、デザイン・アート・メディア等を通じて芸術工学の

理念を具体的に反映させ、解決方法を提示していくことを期待する。 
新たな時代の動きを「芸術工学」の観点から鋭敏に捉え、国内外の大学や他の専門分野

と協働し、地域社会とも連携していく。 
これからは、地域社会を超えて国際社会に貢献できる新しい「芸術工学」の教育研究を

めざし、刻々と変わる地球環境と時代の要請に応えなければならない。本学では、未来の

創造的実践活動をどのように構想するか、「芸術工学」の社会的意義と具体的な創造・実

践の方法を常に問い直し、大学が世に役立つ方途の開発に取り組む役割を意識している。 
 

5．学内外への周知方法 
（1）本学園の建学の理念は、学校法人谷岡学園規程集第 1 編第 1 章「学校法人谷岡学園

寄附行為第 3 条」に具体的に定め、「学園要覧」「谷岡学園ホームページ」に掲載し

公開している。加えて、本学園情報誌「楽人」に掲載すると同時に、本学独自の印

刷物や大学ホームページに掲載し周知に努めている。  
（2）本学の基本理念は、本学の公式広報誌「神戸デザインへ」の日本語版と英語版で明

文化している。 
（3）本学の使命・目的は、学則第 1 条及び大学院学則第 1 条に明文化するとともに、大

学ホームページに掲載し学内外に公開している。 
（4）本学の使命・目的は、学生募集を目的とした「神戸芸術工科大学大学案内」や、学

部学生用の便覧・履修要項「KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE」

及び大学院の履修要項「神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス」に掲載

している。また、専任教員及び非常勤教員には「事務の手引き」に示し周知を図っ

ている。 
（5）本学の基本理念、使命・目的は、入学式、卒業式の式辞において述べるとともに、

父母が組織する「教育後援会」の総会においても説明している。 
（6）全専任教職員には、4 月の教授会において、学長が新年度の活動方針（ビジョン）を

まとめた「神戸芸術工科大学が目指すもの」の周知を通して、本学の基本理念、使

命・目的を示し、これらを達成するための大学院、学部、事務局、情報図書館、芸

術工学研究機構、各研究所等の取り組み、具体的課題と行動指針を説明している。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

和暦 西暦 神戸芸術工科大学の歩み 
昭和 63 年 1988 神戸芸術工科大学設置認可、芸術工学部設置 

平成元年 1989 

神戸芸術工科大学開学 
芸術工学部環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科､工業ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ･ｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ）､
視覚情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科を設置 
環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 1 級建築士受験資格認定 

平成 3 年 1991 神戸総合研究所開設 
平成 4 年 1992 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 2 級建築士､木造建築士試験受験資格認定 

平成 5 年 1993 
大学院芸術工学研究科芸術工学専攻､総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻修士課程開設 
神戸総合研究所を芸術工学研究所に改称 

平成 6 年 1994 工業ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科ｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽをﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽに改称 
平成 7 年 1995 大学院芸術工学研究科芸術工学専攻博士前期･後期課程開設 
平成 9 年 1997 博物館学芸員課程開設 
平成 14 年 2002 工業ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科をﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ学科､ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科に改組 
平成 16 年 2004 ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育研究ｾﾝﾀｰ設置 

平成 17 年 2005 

芸術工学部をﾃﾞｻﾞｲﾝ学部に改称 
環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科を環境･建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科に改称 
視覚情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科をﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ学科に改称 
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ学科に教職課程高一種免（美術･工芸）､中一種免（美術）開設 

平成 18 年 2006 

先端芸術学部設置 
ﾒﾃﾞｨｱ表現学科（写真･CG 専攻､映画専攻､まんが･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ専攻）､造形表現学科（造
形美術専攻､現代ｸﾗﾌﾄ専攻）設置 
造形表現学科（造形美術専攻･現代ｸﾗﾌﾄ専攻）に教職課程高一種免（美術･工芸）､
中一種免（美術）開設 

平成 20 年 2008 
大学院芸術工学研究科総合ｱｰﾄ専攻修士課程設置､芸術工学専攻博士後期課程のみに
改組 
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ設置 

平成 21 年 2009 
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ学科､ﾒﾃﾞｨｱ表現学科（写真･CG 専攻､映画専攻､まんが･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ専攻）
に教職課程高一種免（美術･工芸）､中一種免（美術）開設 
環境･建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科､ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科に教職課程高一種免（工業）開設 

平成 22 年 2010 

ﾒﾃﾞｨｱ表現学科をまんが表現学科､映像表現学科に改組 
造形表現学科をｸﾗﾌﾄ･美術学科に改組 
まんが表現学科､映像表現学科､ｸﾗﾌﾄ･美術学科に教職課程高一種免（美術･工芸）､
中一種免（美術）開設 
ｱｼﾞｱﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所設置 

平成 25 年 2013 
ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育研究ｾﾝﾀｰを基礎教育ｾﾝﾀｰに改称 
ｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ教育研究所設置 

平成 27 年 2015 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部､先端芸術学部を芸術工学部に改組 
環境･建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科を環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科､ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ学科をﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ
学科､ｸﾗﾌﾄ･美術学科をｱｰﾄ･ｸﾗﾌﾄ学科に改称 
大学院芸術工学研究科総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻､総合ｱｰﾄ専攻を総合ｱｰﾄ&ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻修士課
程に改組 

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科､ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科に教職課程高一種免（工業）､ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞ
ｲﾝ学科､ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ学科､まんが表現学科､映像表現学科､ｱｰﾄ･ｸﾗﾌﾄ学科に教職課
程高一種免（美術･工芸）､中一種免（美術）開設 
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平成 28 年 2016 
芸術工学研究機構設置 
学生会館設置 

平成 29 年 2017 
図書館を情報図書館に改称 
芸術工学研究機構において研究所再編 

令和元年 2019 
基礎教育ｾﾝﾀｰを芸術工学教育ｾﾝﾀｰに改称 
CG ｺｰｽをﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｰｼｮﾝｺｰｽに改称 
芸術工学研究機構において研究所再編 

 
2．本学の現況 

・大学名 

 神戸芸術工科大学 
・所在地 

 〒651-2196 神戸市西区学園西町 8-1-1 
・学部・大学院構成 

【芸術工学部】 

環境デザイン学科 
プロダクト・インテリアデザイン学科 
ファッションデザイン学科 
ビジュアルデザイン学科 
まんが表現学科 
映像表現学科 
アート・クラフト学科 

【芸術工学研究科】 
芸術工学専攻 博士後期課程 
総合アート&デザイン専攻 修士課程 

 
・学生数、教員数、職員数（令和 3(2021）年 5 月 1日現在）      （単位：人） 

学部・学科 入学定員 入学者数 収容定員 在籍者数 

芸術工学部 400 356 1,600 1,616 

環境デザイン学科 70 68 280 302 

プロダクト･インテリアデザイン学科 70 47 280 280 

ファッションデザイン学科 50 30 200 143 

ビジュアルデザイン学科 80 71 320 327 

まんが表現学科 45 47 180 181 

映像表現学科 45 51 180 226 

アート・クラフト学科 40 42 160 157 

デザイン学部※ － － － － 

環境・建築デザイン学科※ － － － － 

プロダクトデザイン学科※ － － － － 

ファッションデザイン学科※ － － － － 

ビジュアルデザイン学科※ － － － － 
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先端芸術学部※ － － － 4 

まんが表現学科※ － － － 1 

映像表現学科※ － － － 2 

クラフト・美術学科※ － － － 1 

 ※デザイン学部及び先端芸術学部は、平成 27（2015）年 4 月学生募集停止 
                                 （単位：人） 

研究科・専攻 入学定員 入学者数 収容定員 在籍者数 

芸術工学研究科 33 41 72 86 

芸術工学専攻（博士後期課程） 6 3 18 12 

総合アート&デザイン専攻（修士課程） 27 38 54 74 

 
                                 （単位：人） 

組 織 
専任教員数 

教授 准教授 助教 実習助手 計 

環境デザイン学科 8 4 2 0 14 

プロダクト・インテリアデザイン学科 4 4 1 2 11 

ファッションデザイン学科 4 4 0 3 11 

ビジュアルデザイン学科 5 4 1 4 14 

まんが表現学科 4 3 3 3 13 

映像表現学科 4 3 2 3 12 

アート・クラフト学科 4 4 2 2 12 

芸術工学教育センター 9 2 0 1 12 

芸術工学部 計 42 28 11 18 99 

芸術工学研究科※ 32 24 8 0 64 

大学院 計 32 24 8 0 64 

 ※芸術工学研究科（大学院）については、実習助手を除き学部教員が兼担（実数） 

 
                                 （単位：人） 

種 別 計 

専任職員 41 

嘱託職員・契約職員・専門職員・一般職員 24 

事務補助員・カウンセラー・TA・SA 102 

派遣職員 6 

計  173 

 ※専任職員及び嘱託職員に法人職員含む 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1．使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

（1）1－1の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 
 
（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 
本学の使命・目的は、学則第 1 条及び大学院学則第 1 条に定めている。時代が生む最先

端の科学技術や造形的表現に加え、人間とその社会生活への深い洞察力、想像力及び社会

的倫理観を養い、地域社会や国際社会に貢献できる総合的な教育研究活動を実践するため

の普遍的な方針を示している。（【資料 1-1-1】～【資料 1-1-3】） 
「芸術工学」の使命は、人間にふさわしい生活環境を生み出すことにあり、ビジュアル、

メディア等のコミュニケーションデザインや造形、コンテンポラリーアートによる創造活

動において、自然環境、社会や歴史、そして固有な文化について、深い理解を促し取り組

むことにある。 
本学では「芸術工学」を、グローバルな情報環境の中で最先端の理論とテクノロジーを

駆使し、デザイン・アート・メディアの表現や研究、制作活動を通して、「人間と歴史」

を基盤に、「芸術と文化」と「科学と技術」を融合する学問と位置づけている。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の教育目的は、大学設置基準第 2 条に基づき、学部・学科の教育目的を学則第 2 条

の 3 に定めている。また、大学院においては、大学院設置基準第 1 条の 2 に基づき、研究

科・専攻の教育目的を大学院学則第 2 条の 2 に定めている。（【資料 1-1-4】～【資料 1-1-8】） 

図表 1-1-1 芸術工学は三つの分野の融合をめざす 
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（以下は学則及び大学院学則から教育目的の抜粋） 
■芸術工学部 

「科学と技術」「芸術と文化」「人間と歴史」の学問分野にまたがる「芸術工学」の基礎

知識を学び、人間の生活や環境を機能的で心地よく、さらに美しくするためのデザイン、

並びに時代が求める最先端の芸術についての教育研究を行うことを目的とする。 
大学生としてふさわしい知識や教養を基礎教育科目で、学科を超えた融合的な基本的知

識や基本的表現技術を専門教育科目・芸術工学基礎区分で学ぶ。 
専門分野として、環境デザイン、プロダクトデザイン、ビジュアルデザイン、映像表現、

まんが表現、ファッション、アート・クラフトをおき、時代の発展・変化を背景に生ま

れるデザイン、現代アート及びメディア・アート、さらには、伝統的な文化・芸術から

創生される新しい感性を表現活動の実践から身に付けた高度な表現者・教育者を養成す

る。 
環境デザイン学科 
自然・歴史・社会・経済・文化などの多様な背景を持つ建築・ランドスケープ・都市・

地域環境において新たな時代に呼応できる創造的構想力を持つ空間デザイナーやクリ

エイターを養成する。 
プロダクト・インテリアデザイン学科 
変化する社会のニーズを鋭敏に把握し、使う人々の心身の多様性を理解し、モノやコト、

誰もが心地よく暮らせる空間をデザインできるデザイナーやクリエイターを養成する。 
ファッションデザイン学科 
ファッションを通じて新しいライフスタイルを提案することができるデザイナーを養

成する。 
ビジュアルデザイン学科 
現代の情報社会で必要とされるビジュアルコミュニケーションにおいて必須となるデ

ザインの表現技術と想像的構想力をもつデザイナー、クリエイターを養成する。 
まんが表現学科 
変化していくメディアの中においても、新しい表現形式や発表方法に対応することがで

きる柔軟な思考と発想力のある人を養成する。 
映像表現学科 
映像に関する多様な表現領域に新たな価値を提供する技能や能力を養成する。 
デジタルクリエーションコースでは、デジタルコンテンツ創成に関する論理的思考力、

サイバーフィジカルな環境におけるコミュニケーション能力、メディアテクノロジーを

背景とした芸術的表現力、デザイン思考力及び社会的倫理観をもつクリエイターを養成

する。 
映画コースでは、映画制作、映像表現の基礎と応用について学び、映画・映像世界で活

躍できる能力を養成する。 
アニメーションコースでは、想像力である「アイデア」と、表現力である「テクニック」

を一つとして捉え、芸術として映像作品を創り出し、多くの人が関わる映像制作業界の

中で自らの能力を発揮できるクリエイターを養成する。 
アート・クラフト学科 
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絶えず変化し複雑化する現代社会に対応しうる広い見識と個性的な創造力を有する美

術家や工芸家、あるいは教育者を養成する。 
■大学院芸術工学研究科 

人文、社会及び自然の諸科学にまたがる知識並びに芸術的感性及び豊かな教養を基盤と

して、人間の立場から科学と芸術を総合する高い次元のデザイナーを育成する。建学の

理念及び学生のニーズ並びに社会的需要に基づいて、既存の専門分野の特性を踏まえな

がら総合化し、さまざまなジャンルを横断的に学修することを目的とする。 
芸術工学専攻（博士後期課程） 
「総合アート&デザイン専攻」の上に位置づけられ、「芸術工学」を基盤にして知識創

造社会を多様に支える人材の養成を目指す。あわせてデザインやアートの学術活動を通

して、創造性豊かな研究開発の能力を持つ研究者の養成及び確かな教育能力並びに研究

能力を兼ね備えた高等教育の教員養成を行う。 
総合アート&デザイン専攻（修士課程） 
デザインの制作活動や学術活動を通して、創造性豊かな感性を育む。現代の多様化した

環境とシステムに対応できる高度な専門知識・能力・技術を備え、実践的な構想及び戦

略を計画・立案できる総合的なデザイナーの養成を行う。 
また、IT 及びメディアを駆使した感性豊かな先端的芸術分野並びに伝統に根ざした文

化・芸術分野を背景に、高度なアートの専門知識及び幅広く深い芸術の涵養を図り、卓

越したアートの表現能力・技術を備えた専門職業人（総合的なアーティスト）の養成を

行う。 
 

1-1-③ 個性・特色の明示 

本学の個性・特色は、大学の基本理念を根底にした、幅広い教養と常識に裏づけされた、

芸術的感性と豊かな表現を駆使する「デザイナー」「アーティスト」「クリエイター」、さ

らにはクリエイティブな研究開発能力を持った「実践者」や、豊かな教育能力を兼ね備え

た「研究者」又は「指導者」を養成することにある。 

本学では、時代の要請に応えた「芸術工学」の研究を行うとともに、社会からの評価を

通して新たな教育の価値を見出し、実践する努力を続けている。 

本学は、「科学と技術」「芸術と文化」「人間と歴史」を基盤として、総合的に「発想」

「構想」「計画」し、次いで「表現」「造形」し、そして「実証」するスパイラル構造を考

え方の基本として示し、そのアカデミックアクティビティによって、個性・特色を有し、

教育課程に反映させている。（【資料 1-1-9】・【資料 1-1-10】） 
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図表 1-1-2 芸術工学の実践する研究･制作活動･表現教育などのアカデミックアクティビティ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-1-3 学部・学科、大学院の構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この考え方を実践するための授業科目は、全学対象の「基礎教育科目」と、「芸術工学

基礎科目」及び各学科の「専門教育科目」によって構成されている。本学では、最終的に

は社会に具体的な提言を行うアウトプットである芸術工学表現に必要な知識と技術の習

得及び感性の練磨に重点が置かれている。 

時代の要請とともに発展してきた芸術の新しい分野を拓き、社会との関わりの中で創造

活動を行う学生を育てるために、それぞれの専攻分野固有の知識と技術を確実に学習でき

るだけでなく、分野を超えた学習が行えるようにカリキュラムを編成している。 
大学院修士課程においては、「芸術工学基幹科目」「国際科目」「専門科目」「プロジェク

ト科目」「特別研究」で縦断的、横断的に体系化し、それぞれの課程の教育研究の指導体

制を確立している。 

大学院博士後期課程においては、研究者として自立し研究活動を行うための専門的な基
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礎力を養い、社会の多様な分野で活躍し得る高度な開発、創造能力とその基盤となる学識

を養う。また、学外からの進学者には、「芸術工学特論 A・B」を必修とし、本学の理念と

分野をまたがる縦横な分野の関係を学ぶことができるようにしている。（【資料 1-1-11】・
【資料 1-1-12】） 

 
1-1-④ 変化への対応 

本学は、平成元（1989）年 4 月、神戸市が知的文化の核として大学をはじめとする教

育研究施設と住宅地を一体的に計画・開発した「神戸研究学園都市（近隣 5 大学 1 高等専

門学校）」構想の一環として「神戸芸術工科大学」が構想され設立された。最先端の科学

技術を駆使した芸術表現分野を「芸術工学」の観点から、「環境デザイン学科」「工業デザ

イン学科」「視覚情報デザイン学科」の 3 学科とした。 
平成 5（1993）年には芸術工学のさらなる確立を図るため、大学院芸術工学研究科「芸

術工学専攻」と「総合デザイン専攻」の修士課程 2 専攻を設置した。次いで平成 7（1995）
年には、「芸術工学専攻博士課程（前期・後期）」を開設した。同時に、独自の学問領域を

明確にするため吉武𣳾𣳾水が提唱し、「芸術工学会」が平成 4（1992）年に創設された。 
 平成 18（2006）年には、時代の進展とともに、他の分野においても芸術工学が必要と

される状況が到来し、領域の拡大をめざしてメディア芸術と造形芸術の分野を対象とする

「先端芸術学部」を開設した。「メディア表現学科」「造形表現学科」を設置し、2 学部 6
学科の幅広い「芸術工学」＝「デザイン･アート･メディア」を教育研究する大学となった。 

平成 20（2008）年には、総合化という基本路線は堅持しつつ、アートに関する専門性

をより深めるため、大学院芸術工学研究科修士課程に新たに「総合アート専攻」を開設し

た。 
平成 22（2010）年には、先端芸術学部を 3 学科「まんが表現学科」「映像表現学科」「ク

ラフト・美術学科」に改組し、2 学部 7 学科となった。既存の「メディア表現学科」に含

んでいたまんが分野を、より専門に特化した「まんが表現学科」として独立させた。そし

て、映画、アニメーション、CG の分野を「映像表現学科」に拡充させた。 
 平成 27（2015）年には、社会が要請する人材育成に柔軟に応えるため、未来を担う優

れた学生を受け入れ、質の高い教育を優先課題として、「芸術工学」がめざす固有の教育

内容、教育研究、教育環境等を考究し、芸術工学部 1 学部 7 学科 27 コースの組織体制へ

と改組した。併せて、「芸術工学」の教育目標や、学部・学科とコースの教育内容とその

実態を高校や地域社会に的確に伝える名称とする変更を行った。 
 令和元（2019）年には、現代のメディアテクノロジーの進展に沿った、CG、映画、ア

ニメーション、写真、音楽、ゲームなどの従来のジャンルを超えたコンテンツの可能性を

示すため、映像表現学科の CG コースをデジタルクリエーションコースへと改称し、カリ

キュラム編成を行った。 
学部においては、平成 31（2019）年 4 月に、本学が目指す「芸術工学」そのものの学

びを体系的に、また分かりやすく教育体制に反映させるため、従来の「基礎教育」と「専

門教育」をつなぐ「芸術工学基礎（全学科共通専門基礎区分）」を設定した。 
令和 3 年（2021）年度現在、芸術工学部 1 学部 7 学科 25 コースを体系化している。 
大学院においては、平成 27（2015）年度に改組した芸術工学研究科（修士課程及び博
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士後期課程）のカリキュラムを平成 29（2017）年度に見直し、「芸術工学特論」により科

学とアートが融合するデザインの考え方を学び、芸術工学を構成する 3 分野の講義と演習

による分野別科目、時代が求める課題を捉えるプロジェクトベースの分野融合型科目を学

ぶことで、知的素養、アートとデザインの専門性、そして分野を超えた構想力を高めるた

めの縦断的、横断的、総合的カリキュラムを体系的に編成した。 
芸術工学専攻（博士後期課程）では、個々の研究課題を行うにあたって自らの課題を深

め、いくつかの分析手法を試行し、そこから見出した知見を展開する力を養う上で、必要

な知識を博士後期課程のためのカリキュラムと修士課程と共通のカリキュラムから科目

選択し、また、芸術工学研究機構との連携による、より実践的なプロジェクト科目で研究

活動を支援するカリキュラムを編成とした。 
令和 2（2020）年度より基幹科目では、総合的な「芸術工学特論」と三つの専門分野を

先端的な講師を通じて学ぶ「科学と技術特論」、「人間と社会特論」、「芸術と文化特論」に

より「芸術工学」の象徴的な考え方を修得する。次いで各学域（「環境・空間」、「ひと・

もの・くらし」、「メディア・コミュニケーション」、「アート・クリエイション」）に対応

する専門科目と社会課題や国際的活動を対象とした芸術工学研究連携のプロジェクト科

目により、知的素養、アートとデザインの専門性、そして分野を超えた構想力・実践力を

高めるカリキュラムに改編した。（【資料 1-1-13】） 
 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、開学以来、社会の変化・情勢に柔軟に対応し、地域社会と密着に連携するとと

もに、デザイン・アート・メディアの領域、即ち「芸術工学」という教育研究分野におい

て、世界で評価される大学をめざしている。開学から 30 年が過ぎ、社会や産業構造、ま

たアートやデザインの概念等が変化し、「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン

（平成 30（2018）年 11 月 中央教育審議会答申）」も踏まえ、「芸術工学」の再定義や本

学の使命・目的及び教育目的の検証等が必要である。今後、特別企画室において、教員職

員協働のワーキング等を開設し、検証を行っていく予定である。 
使命・目的及び教育目的の見直しにあたって、「建学の理念」及び三つの基本方針（デ

ィプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー）との関連性に留意

した。個性を伸ばし、特色ある教育研究を実践し、検証する。 
 

1－2．使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 
 
（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

使命・目的及び教育目的の策定は、学長、副学長、情報図書館長、芸術工学研究機構長、

学部長、学科主任、芸術工学教育センター長、大学院研究科長、専攻主任及び事務局長及

び議事によって課室長が加わる「学長懇談会」（非公式）で意見交換が行われ、学内調整の

場として学長判断の参考としている。その後、必要に応じて特別企画室にワーキンググル

ープを設置し、検討を行い、運営協議会、教授会を経て理事会で決定している。 

使命・目的及び教育目的は、学則及び大学院学則に明記し、全学的に教職員から理解と

支持を得ている。また、教職員全員に配付する「KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS 
GUIDE」にも、使命・目的及び教育目的を掲載し共有している。専任教員及び非常勤講

師に配付する「事務の手引き」にも明記し、教職員への周知徹底を図っている。新任教員

着任時には、オリエンテーションや折々で機会を設け、使命・目的の説明を行っている。 

また、理事会、評議員会において学長が役員に毎年度、使命・目的に基づく事業計画を

説明しており、理解と支持を得ている。（【資料 1-2-1】～【資料 1-2-4】） 
 

1-2-② 学内外への周知 

使命・目的及び教育目的は、広く情報発信が行われ、利用しやすい方法を検討しながら、

学内外へ周知している。 
学部生には学則が掲載された「KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE」、大

学院生には大学院学則が掲載された「神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス」

を全員に配付している。（【資料 1-2-5】・【資料 1-2-6】） 
これから入学を希望する高校生や高等学校の進路指導教諭への理解を促すため、大学教

職員が入試説明会やオープンキャンパス等の直接対話する機会において、分かりやすい説

明に努めている。来学者や訪問先には、本学の公式広報誌「神戸デザインへ」を用いて、

教育目的を説明している。大学ホームページにも掲載し、地域社会からの受託研究や学外

共同研究の要望に応えることができるよう社会に向けて公表している。（【資料 1-2-7】・【資

料 1-2-8】） 
教育研究活動等の状況については、大学ホームページに掲載し、広く情報を公開してい

る。大学ポートレートにおいても、大学の基本的な情報が収集できるようにするなど、閲

覧者が情報を入手しやすいよう工夫し公表している。 
 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

使命・目的及び教育目的を達成するために、毎年度「事業計画」を策定している。 
学長、副学長及び事務局長が、学科主任、芸術工学教育センター長、大学院研究科長、

専攻主任及び芸術工学研究機構長と協議を行った後、学長の意思決定を事業計画に反映し

ている。この事業計画案をもって、理事会において役員の審議・承認を経て、年次計画が

正式決定される。年次計画は、理事会での決定を受け、教授会で報告・周知している。 
「事業計画書」（基本領域・経営領域・教育領域・研究領域・運営領域・周辺領域）は、

毎年度策定し、使命・目的の達成に向けた取り組みを行っている。（【資料 1-2-9】） 
事業計画の方針は、全学的な確認と理解を図るため、4 月の教授会において情報の共有

を行っている。学長からは年度の方針について、事務局長からは年度の事業計画及び予算
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計画について、教職員に説明し周知している。全学的な意識の統一によって教育研究活動

を展開している。 
「事業計画」は、上期（4 月から 9 月）の進捗状況を 10 月に、年間の実績は 4 月に法

人本部へ提出し、達成状況を報告している。 
 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

使命・目的及び教育目的は、三つのポリシーの基盤となる方針として反映している。ア

ドミッションポリシーに求める学生像を、カリキュラムポリシーに教育目的を具体的に示

し、ディプロマポリシーに最終目標として使命・目的を反映している。（【資料 1-2-10】） 
大学全体の三つのポリシーを基盤として、各学科・コース、大学院研究科の各専攻にお

いて三つのポリシーを定めている。三つのポリシーによって大学での 4 年間の学修と達成

目標を明確に示し、周知させている。 
 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

教育研究の組織は、生活環境における「芸術工学」について、ビジュアルデザイン、フ

ァッションデザイン、プロダクト・インテリアデザイン及びランドスケープ、環境・建築

から構成される 4 学科を配している。 
まんが、アニメ、CG、映画等のメディア表現によるコミュニケーションデザインや、

造形、アートによる創造的表現活動も「芸術工学」が探求する分野として、3 学科を配し

ている。「芸術工学」の総合的な実現をめざす教育研究組織を網羅し、7 学科構成として

いる。 
芸術工学におけるデザイン、アート、メディアの表現活動を実践する主体である「人間」

「社会」「自然」と、表現活動を意識的に働きかける対象である「生活」「環境」「情報」

の関係を芸術工学ダイアグラムとして構成し、今日のデザインとアートとの芸術工学部の

7 学科と 25 のコースを体系化している。（【資料 1-2-11】） 
 
図表 1-2-1 芸術工学ダイアグラム 
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「芸術工学教育センター」では、幅広い分野からなる教養科目と現代のデザイン、アー

トの現状と方法について学ぶとともに、全学の教員が参加して分野を超えて共有すべき基

礎を修得させる「芸術工学基礎」の区分を設けている。また、学科や研究所と連携したカ

リキュラムを実施している。 
カリキュラム体系の見直しに伴い、「教養教育（基礎教育）」から「専門教育」へと移る

前に「芸術工学基礎」を設定し、各学科の基礎にあたる科目を全学に開放し、幅広い視野

と技術を修得できるようにするとともに、デジタル時代に対応する基礎力を育成している。 
加えて、プロジェクト型科目や単位互換講座科目、国際連携や地域連携などによる取り

組みも行い「分野融合」をめざしている。この「芸術工学基礎」を設定することで、本学

では「基礎・教養」→「基礎力向上と分野融合」→「専門技術と知識の習得」→「指導力

育成と先端分野の開拓」までの一貫した教育を可能としている。 
大学院は、芸術工学研究科を設置し、「芸術工学専攻博士後期課程」「総合アート&デザ

イン専攻修士課程」の 2 専攻で構成している。 
 
図表 1-2-2 令和 3（2021）年度 教育組織図 
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専任教員数は、大学設置基準及び大学院設置基準を満たしている。大学院の専任教員は、

学部と大学院の専門領域の共通性と連携を図るため、学部の専任教員のうちで大学院の教

育研究の資格を満たした教員が大学院を担当している。 
また、「芸術工学研究機構」には、学校教育法第 96 条に則り、本学の特色を生かした研

究所を設置している。 
教育研究組織の運営は、大学運営組織に従って行っている。学長の諮問機関として運営

協議会を置き、学長が学務統括上必要と認めた事項を協議する。また、大学院の教育研究

については、大学院運営委員会において検討し、運営協議会で協議している。最終的には

教授会、大学院教授会において審議または報告される。 
大学全体の教育研究に関わる課題への対応は、運営協議会の下部組織である各種委員会

において検討し、運営協議会で協議する。各種委員会は、各学科、芸術工学教育センター、

大学院から委員を選出しており、委員会等において検討してきた事項について全学的に情

報を共有し、大学教育全体の連携を図っている。教授会及び大学院教授会において、教育

に関する事項を審議し、審議及び運営に関する事項の基本方針は全教職員に報告されてい

る。 
大学運営組織と教育研究組織は、適切な規模、構成を維持しており、大学設置基準第 3

条、第 4 条及び第 5 条を満たしている。（【資料 1-2-12】～【資料 1-2-17】） 
 
図表 1-2-3 令和 3（2021）年度 大学運営組織 
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（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

学長が将来計画の基本方針を示し、「神戸芸術工科大学が目指すもの」としてビジョン

を公表し、その実施に向けて体制を検討し、整備を進める。また、平成 28（2016）年 4
月より副学長を置き、学長ガバナンスの強化と改善のための組織の強化を実施している。

副学長は、平成 28（2016）年度より令和元（2019）年度まで、大学院研究科長を兼ね、

大学院の教育運営改革に関して、学長の権限を分担している。令和 3（2021）年度からは、

芸術工学部長を兼ね、学部の教育運営体制の改革に着手している。 
中長期的な将来計画を推進していくため、事業計画と予算計画のバランスを保ちつつ、

社会のニーズを常に敏感に受け止め、大学の使命・目的に立脚した教育の一層の充実を図

る。 

大学は社会状況の変化に柔軟かつ迅速に対応することが求められている。本学において

も教育研究に関わる全ての組織が連携を図りながら、事業計画の誠実な実施運営を行う。 
令和 4（2022）年に、これまで行ってきた教育課程の改革が、完成する年次を迎えるこ

とから、次の改革を目指すために、令和 5（2023）年に学科改組を構想している。 
 

［基準 1 の自己評価］ 

基本理念と使命・目的及び教育目的に基づき、社会の動向と実情に対応できる実践教育

を積極的に推進している。 

本学では、使命・目的及び教育目的を学則及び大学院学則に具体的に明文化し、学生や

保護者及び教職員に周知し、社会への公表を行っている。 

使命・目的及び教育目的に大学の個性・特色を示し、全学的な理解と支持を得ている。

教育組織の改編には、学長の方針のもとで、学長懇談会、特別企画室及び各種ワーキング

グループ、運営協議会、大学院運営委員会、各種関係委員会等で教職員が検討を重ね、教

授会、大学院教授会において合意を図っている。 
教育目的と教育組織は適切な連動を保ち、必要に応じた対応と教育活動への反映を行っ

ている。 

また、使命・目的及び教育目的を受けて、学部及び大学院における三つのポリシーを定

めている。 

 学部、学科、大学院研究科、附置機関は、使命・目的及び教育目的と整合性が取れ、大

学運営組織が大学の諸活動を適切かつ、効率的に支えている。 
関連する法令については、誠実に遵守し、適切な運営を維持・継続している。 

 以上のことから、基準 1「使命・目的等」の基準を満たしている。 
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基準 2．学生 

2－1．学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持  

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 
 
（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

＜学部＞ 

芸術工学部におけるアドミッションポリシー（入学者受入れの方針）は、教育目的に基

づき、学部を構成している学科ごとに明文化している。平成 30（2018）年度におけるカ

リキュラム改編作業に伴い、三つのポリシーの見直しを全学的に実施した。新たなアドミ

ッションポリシーは、各学科の入学者受入れ方針を「求める学生像」として分かりやすく

表現したもので、大学ホームページや入試ガイドに記載しており、ホームページの閲覧や

資料配布を通じて広く周知を図っている。特に、オープンキャンパスや進学相談会など、

入試説明の際には必ずアドミッションポリシーの頁を開き直接説明し、理解促進に努めて

いる。（【資料 2-1-1】・【資料 2-1-2】） 
 

■各学科のアドミッションポリシーにおける「求める学生像」の抜粋 

環境デザイン学科 

・ 人々が暮らす環境、建築やランドスケープなどについて幅広い分野への興味と好奇心

のある人 

・ 基礎的な知識と学力にもとづき、主体的に学ぶことのできる人 

・ 自ら課題を見いだし、その解決に向けて柔軟に思考できる人 

・ 多くの人とのコミュニケーションを通して、相手の立場に立ちながら自分の考えを構

築し表現できる人 

・ 社会の事象や自然環境への関心をもち、自ら学び未来を切り開く意欲のある人 

・ 基礎学力とともに、得意な分野における特に突出した学力をもつ人 

プロダクト・インテリアデザイン学科 

・ 生活用品、電気製品、家具、雑貨などへの興味と強い関心のある人 

・ 美しさ、楽しさ、心地よさを素直に感受し、自らも創造し伝えたいと思う人 

・ 未来のデザインに活かすために、自然や歴史、文化を尊重できる視野の広い人 

・ 自分や他者の「不満」、「不安」、「不便」を敏感に察知し、解決のために創意工夫する姿 

勢をもつ人 

・ 他者や異文化との出会いを大切にし、社会に貢献することを楽しいと感じられる人 

・ 既成概念にとらわれず、未知の「モノ・コト」に興味を持ち、デザイン提案に挑戦する

意欲のある人 

ファションデザイン学科 
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・ 衣服・テキスタイルやファッションマーケティングに興味や関心のある人 

・ あらゆることに積極的に興味を持ち、感受性に富んだ人物であること 

・ 考えの異なる人々と議論し模索するコミュニケーション力を有していること 

・ 自身の創作目的を追求する姿勢を持つこと。ものづくりにおいて、柔軟な適応力と論理 

的思考力が秀でていること 

・ 情報の解釈と創作活動において、主体性と向上心を兼ね備えていること 

ビジュアルデザイン学科 

・ グラフィック、本、雑誌、Web、イラストや絵本創作への興味や関心のある人 

・ 社会的な事象や自然に対する優れた観察能力をもつ人 

・ 論理的な批評・分析能力と、豊かな感性をもつ人 

・ まわりの人と適切なコミュニケーションをとり、相手の立場になって考え表現ができる

人 

・ 新たな時代を切り開くデザインや表現に挑戦する意欲のある人 

まんが表現学科 

・ まんがに対する関心を持ち、努力を惜しまず一生懸命にまんがを描きたいという意欲、

姿勢をもつ人 

・ まんが制作を通じて、個人や社会に関する自分の考えを発信していきたいという意欲、 

姿勢をもつ人 

・ まんがを読むのが好きで、観賞力や表現力を高め、いずれは創作活動を行いたいという 

意欲、姿勢をもつ人 

映像表現学科 

◇デジタルクリエーションコース 

・ 映像、音楽、CG、アニメーション、ゲームなどのコンテンツ創成分野やエンターテイ

メント分野において、作品の制作やこの分野の研究について積極的な興味がある人 

・ 芸術系、理数系、文科系といったジャンルを問わず、観察力、表現力、論理的思考力、

芸術的な感性力などの中に、特別な興味や能力のある人 

・ 柔軟で多様な発想表現を可能にするための芸術的表現能力をもつ人 

・ 主体的に学修し、学ぶことによって成長しようとする向上心ある人 

・ 考えの異なる人々と議論し模索するコミュニケーション力を有し、共に切磋琢磨する 

意欲をもつ人 

◇映画コース 

・ 映画・映像制作、またシナリオ・小説を書き表すことに興味や関心のある人 

・ 高次のクリエイターを目指そうとする強い意欲、姿勢を持つ人 

・ 柔軟な姿勢で粘り強くコツコツと努力を続け習得しようとする姿勢をもつ人 

・ 映画と映画映像創作を真摯に探求しようとする意欲をもつ人 

・ 考えの異なる人々と議論し模索するコミュニケーション力を有し、共に切磋琢磨する意 

欲をもつ人 

◇アニメーションコース 

・ アニメーションへの強い興味や関心のある人 
・ あらゆることに積極的に興味を持ち、 
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グローバルな視点から物事を思考することができる人 
・ 創造力豊かで柔軟な姿勢をもつ人  
・ 自分の創造力や感性を磨こうとする意志があり、さまざまなことを知識だけでなく自

分の目で判断しようとする意欲をもつ人 
・ 主体的に学修し、学ぶことによって成長しようとする向上心がある人  
・ 考えの異なる人々と議論し模索するコミュニケーション力を有し、共に切磋琢磨する意

欲をもつ人 
アート・クラフト学科 

・ 絵画、フィギュア、彫刻、ガラス、陶芸、ジュエリー、メタルワーク、また美術教育に 
興味や関心のある人  

・ 自然と人間社会、かたちや色彩への観察力をもつ人 
・ 柔軟で多様な発想力を持つ人 
・ 論理的に分析する思考力と人間の感性を理解しコミュニケーションができる人 
・ 芸術的な表現力、言語力や理解力をもつ人 

 

＜大学院＞ 

各専攻が求める学生像及びアドミッションポリシーを定め、募集要項に明記している。

（【資料 2-1-3】） 

■芸術工学研究科のアドミッションポリシーから「求める学生像」の抜粋 
デザインやアートの専門的研究と理論の深化を通して創造性豊かな研究者を育て、ま

た、現代の多様化した環境とシステムに対応できる知識・能力・技術を備えた実践的

な戦略を立てられる総合的なデザイナー・アーティストの養成をめざしています。大

学院修士課程および博士後期課程では、以下のような目的を持って、意欲的に取り組

む人を求めています。 
芸術工学専攻（博士後期課程） 
・「芸術工学」を基盤にして知識基盤社会を多様に支える人 
・デザインやアートの学術活動を通して、創造性豊かな研究開発に意欲のある人 
・確かな教育能力並びに研究能力を兼ね備えた高等教育の教員をめざす人 
総合アート＆デザイン専攻（修士課程） 
・デザインやアートの制作活動や学術活動を通して、創造性豊かな感性を備える人 
・現代の多様化した環境とシステムに対応するための高度な専門知識・能力・技術に高

い関心を持ち、それらを身につけたいと求めている人 
・実践的な構想及び戦略を計画・立案できる総合的なデザイナーをめざす人 
・高度なアートの専門知識および卓越した表現能力・技術を備えた総合的なアーティス

トをめざす人 
 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

＜学部の入試制度と選抜方法＞ 

入試制度については、図表 2-1-1 のとおり、アドミッションポリシーに基づき多様な入

学生の受入れが可能な制度を設けている。入学者の選抜は、大学設置基準第 2 条の 2 及び
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入学者選抜実施要項に基づき、公正かつ適切に行っている。入試制度は、入試結果や高等

学校からの要望を踏まえて、専任教員と事務職員で構成する広報・入試運営委員会におい

て次年度の計画案を作成し、学長が運営協議会で諮問、教授会で意見聴取、理事会に上申

（承認）している。 
面接を課している入試では、各学科のアドミッションポリシーに基づいた質問や本人の

就学意欲の確認及び本学への理解並びに作品制作に対しての取り組み姿勢等を確認してい

る。 
鉛筆デッサンなどの実技試験及び学力試験を課す入試においては、アドミッションポリ

シーに基づいた試験問題の作成を行っている。 
入試問題については、「神戸芸術工科大学広報・入試運営委員会規程」第 4 条に基づき、

入試問題作成委員を学長が委嘱し、大学独自に作成している。 
入試の実施運営は、広報・入試運営委員会において、当日の実施に向けた協議及び調整

を行っている。入試の当日は、入試本部を設け、全ての情報を一元的に集約・管理し、厳

正かつ円滑な実施運営を行うとともに、不測の事態発生時に迅速な対応がとれる体制を整

えている。 
入試の採点は、入試の当日に各学科の教員が行い、以降の採点処理チェック、合否判定

資料の作成等を事務職員が担当することで、明確な役割分担のもと、適正かつ厳正に取り

扱う体制となっている。 
入試の判定については、学長、副学長、学科主任、広報・入試運営委員長、事務局長に

よる事前調整会議を経て、教授会において審議し、合否を決定している。また、その際、

入学手続き者数の報告を合わせて行い、適正な入学者数の管理に努めている。 
入試時における奨学金及び授業料減免制度を設けており、図表 2-1-2 のとおりである。

（【資料 2-1-4】～【資料 2-1-7】） 
 
図表 2-1-1 入試制度一覧（令和 3（2021）年度） 

入試区分 入試概要 

総合型選抜入学試験 
（体験型／面談型） 

高等学校の現役生及び既卒生を対象として実施。 
受験生の意欲や熱意、そして適性や個性を様々な角度から評価する入試。 
※体験型は、体験プログラムを通して評価し、面談型は、予め用意した作品や資料

などを評価して選考 
総合型選抜 
資格推薦入学試験 
Ⅰ期／Ⅱ期 

高等学校等の現役生及び既卒生（卒業後 1 年以内）を対象として実施。 
各学科が指定する個別資格・個別コンテストを一つ以上の取得がある者が対象。 
※個別資格・個別コンテスト及び面接+調査書による総合選考 

学校推薦型選抜 
指定校推薦入学試験 

過去の入学実績（志願実績等）や本学と同じ教育課程を設置している高等学校等に

対し、本学が指定校として選定した高等学校等のうち、調査書の評定平均値が本学

指定以上で、学校長から推薦された現役生及び既卒生（卒業後 1 年以内）を対象と

して実施。 
※書類審査及び面接による総合選考 

学校推薦型選抜 
系列校推薦入学試験 

本学の系列高等学校に在籍し、調査書の評定平均値が本学指定以上で学校長から推

薦された現役生を対象として実施。 
※書類審査及び面接による総合選考 



神戸芸術工科大学 

22 

総合型選抜 
公募推薦入学試験 
Ⅰ期／Ⅱ期 

高等学校等の現役生及び既卒生を対象として実施。 
※鉛筆デッサンに代表される表現力試験、高等学校の段階での基礎的な学習能力を

測る基礎学力試験、受験生のものづくりに対する姿勢等を評価する持参作品・資

料・自己 PR 書や面接など、学科毎に選考基準を定めて選考 
一般選抜入学試験 
Ⅰ期／Ⅱ期 

高等学校等の現役生及び既卒生を対象として実施。 
※選考方法については、公募推薦入学試験と同様 

一般選抜大学入学共通 
テスト利用型入学試験 
Ⅰ期／Ⅱ期／Ⅲ期 

大学入学共通テストの教科・科目のうち、3 教科 3 科目以上選択し、最高得点の 1
教科 1 科目で選考。 

留学生入学試験 
外国籍を有し、外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者を対象とし

て実施。 
※書類審査、表現力試験（持参作品）及び面接による総合選考 

帰国生入学試験 
日本国籍を有する者、あるいは日本に永住する外国人で、本学が定める出願資格に

該当する者を対象として実施。 
※書類審査、表現力試験（持参作品）及び面接による総合選考 

社会人入学試験 

満 24 歳以上の者で高等学校を卒業した者、高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学

資格検定）に合格した者、通常課程における 12 年の学校教育を修了した者を対象に

実施。 
※書類審査、表現力試験（持参作品）及び面接による総合選考 

編入学・転入学試験 
Ⅰ期／Ⅱ期 

短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程を卒業した者または卒業見込みの者

で、入学後高い向学心に加え、専門分野の理解をさらに高め、各分野において活躍

できる人材になりうる学生を対象として実施。 
※書類審査、表現力試験（持参作品）及び面接による総合選考 

※選考方法について、留学生／帰国生／社会人入試、編・転入学試験以外の全入学試験において、

調査書を点数化している。 
 

図表 2-1-2 入試時における奨学金及び授業料減免制度（令和 3（2021）年度） 
制度 種別 金額 基準 

新入生特待生 給付 初年度の年間授業料

1/2 相当額 

総合型選抜公募推薦入学試験 I 期、一般選抜入学試

験 I 期、一般選抜大学入学共通テスト利用型入学試

験 I 期／II 期／III 期の合格者のうち成績優秀者。 

ジュニアマイスター 
ゴールド特待生 

給付 初年度の年間授業料

相当額 

総合型選抜資格推薦入学試験 I 期／II 期の合格者の

うち、全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター

顕彰制度において、ジュニアマイスターゴールドの

認定者。 

ジュニアマイスター 
シルバー特待生 給付 初年度の年間授業料

1/2 相当額 

総合型選抜資格推薦入学試験 I 期／II 期の合格者の

うち、全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター

顕彰制度において、ジュニアマイスターシルバーの

認定者。 

ジュニアマイスター 
ブロンズ特待生 給付 初年度の年間授業料

1/4 相当額 

総合型選抜資格推薦入学試験 I 期／II 期の合格者の

うち、全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター

顕彰制度において、ジュニアマイスターブロンズの

認定者。 

指定資格等取得 
特待生 給付 初年度の年間授業料 

1/4 相当額 

総合型選抜資格推薦入学試験 I 期／II 期の合格者の

うち、各学科が指定する資格・級及びコンテスト等

の種別・賞位を 2 区分以上取得した者。 
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スカラシップ試験 
奨学生 給付 初年度の年間授業料 

1/2 相当額 

総合型選抜入学試験（体験型／面談型）、学校推薦型

選抜指定校推薦入学試験、総合型選抜公募推薦入学

試験 I 期／II 期の入学手続き完了者で、スカラシッ

プ試験での成績上位者。 
※新入生特待生認定者は対象外 

系列高等学校 
入学金免除 免除 入学金相当額 本学園の設置校からの入学者が対象。 

系列高等学校 
新入生特待生 給付 初年度の年間授業料

1/4 相当額 

系列高等学校の入学者で調査書評定平均値 4.0 以上

の者が対象。 
ただし、大阪商業大学高等学校デザイン美術コース

は、調査書評定平均値が 3.6 以上、かつ、芸術系科

目の評定平均値 4.0 以上が対象。 
系列高等学校 
スカラシップ試験 
奨学金 

給付 初年度の年間授業料

1/4 相当額 
系列高等学校新入生特待生者で、スカラシップ試験

での成績で基準点以上の得点を取得した者が対象。 

特別連携校特待生 給付 入学金相当額 本学が指定する特別連携校からの入学者が対象。 

 

大学院の入学試験は、一般入学試験、社会人入学試験、留学生入学試験を令和 2（2020）
年度までは年 3 回、令和 3 年（2021）年度からは年 2 回実施している。大学院担当教員が

試験監督と面接審査を担当している。 
入試問題（学力試験）は、大学独自に作成し、入試の採点は教員が行っている。アドミ

ッションポリシーに沿った学生の選抜を行い、大学院にふさわしい学生を受け入れている。 
修士課程では、ポートフォリオや制作した作品に対するプレゼンテーション及び論文に

関する質疑応答を行い、研究計画書に記載されたテーマについて、研究や作品制作の能力

を当該学域の専門教員が評価し、専攻主任と四つの学域（環境・空間／ひと・もの・くら

し・／メディア・コミュニケーション／アート・クリエイション）の教員による面接によ

り、総合的に判定している。また、これまで指導を受けてきた 2 人の教員等からの評価書

（推薦書）の提出を求めている。 
博士後期課程では、論文及びポートフォリオや制作した作品に対するプレゼンテーショ

ンに関する質疑応答により、研究業績と人物の資質を当該学域の専門教員が評価している。

また、研究計画の内容により 3 年間で論文を仕上げることができる能力を評価している。

学力試験は英語の記述式筆記試験を課して実施している。専攻主任及び四つの学域（環境・

空間／ひと・もの・くらし・／メディア・コミュニケーション／アート・クリエイション）

の代表者による面接審査の評価により、総合的な判定をしている。 
また、修士課程の社会人入学者には、入学当初に修業年限 2 年を 3 年以上とすることが

できる長期履修制度を設け、2 年間の学費を修業年限に按分して納付することとしている。

大学院入学時における新入生特待生制度（授業料給付制度）は、対象を学内進学者とし、

修士課程では入試の得点及び学部の GPA の得点の合計得点上位者 5 人以内、博士後期課

程では入試の成績上位者 1 人を入学試験成績優秀特待生として初年度の授業料半額を給付

している。（【資料 2-1-8】・【資料 2-1-9】） 
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図表 2-1-3 令和 4（2022）年度修士課程選抜方法（一般入学試験、社会人入学試験、 
      留学生入学試験） 

審査内容 
書類審査（研究計画書） 
ポートフォリオ及び作品又は論文審査 
【作品の場合】本人がデザイン又は制作したテーマが異なる 3 点以上の作品（持参できない場合はパネル）

と、これまでの活動実績を示すポートフォリオ 
【論文の場合】本人が作成した 1 本以上の論文及びその内容を示すパネルと、これまでの活動実績を示す

ポートフォリオ 1 点（その他、作品の提出も可） 
面接審査 
 

図表 2-1-4 令和 4（2022）年度博士後期課程選抜方法（一般入学試験、社会人入学試験、 
      留学生入学試験） 

審査内容 
書類審査（研究計画書） 
ポートフォリオ及び作品又は論文審査 
【作品の場合】本人がデザイン又は制作したテーマが異なる 3 点以上の作品（持参できない場合はパネル）

とこれまでの活動実績を示すポートフォリオ 
【論文の場合】本人が作成した 1 本以上の論文及びその内容を示すパネルと、これまでの活動実績を示す

ポートフォリオ 1 点（その他、作品の提出も可） 
学力試験（英語記述式試験） 
面接審査 
 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

＜学部の入学者数の安定的確保＞ 
 本学は、大学設置基準第 18 条に基づき、学則第 2 条第 3 項に入学定員に対する学生受

入れ数を定めている。入学定員に対する学生受入れ数の推移は図表 2-1-5 のとおりである。 
過去 4 年間の学科ごとの入学者の推移を見ると、令和 3 年度の入学者は大学全体で定員

を下回る結果となった。また、ファッションデザイン学科の入学者数が長らく定員を下回

っており、抜本的な見直しが必要な状況にあると認識している。また、アート・クラフト

学科においても、長らく定員を下回っていたが、令和 3（2021）年度は 42 人（定員充足

率 105％）、令和 2（2020）年度は 53 人（定員充足率 133％）の入学者を確保し、令和 3
（2021）年度に大学全体で定員を下回る中、定員を確保できており、改善傾向にあると捉

えている。 
学科ごとの入学者数は年度によって増減があるが、大学全体では、定員 400 人に対し、

令和 3（2021）年度 356 人（定員充足率 89％）、令和 2（2020）年度 464 人（定員充足率

116％）、令和元（2019）年度 439 人（定員充足率 110％）、平成 30（2018）年度 391 人

（定員充足率 98％）であり、大学全体で概ね入学者数を確保しており、適切な学生受入れ

数を維持している。 
収容定員に対する在籍者数の比率は、図表 2-1-6 のとおりであり、教育環境確保の観点か

らも概ね適正に維持している。 
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図表 2-1-5 入学定員に対する学生受入れ数の推移 

学

部 
学科 

平成 30 年度 
(2018) 

令和元年度 
(2019) 

令和 2 年度 
(2020) 

令和 3 年度 
(2021) 

入学 
定員 

入学 
者数 比率 入学 

定員 
入学 
者数 比率 入学 

定員 
入学 
者数 比率 入学 

定員 
入学 
者数 比率 

芸
術
工
学
部 

環境デザイン学科 70 72 1.03 70 93 1.33 70 74 1.06 70 68 0.97 

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 70 68 0.97 70 77 1.10 70 82 1.17 70 47 0.67 

ファッションデザイン学科 50 41 0.82 50 39 0.78 50 44 0.88 50 30 0.60 

ビジュアルデザイン学科 80 91 1.14 80 77 0.96 80 90 1.13 80 71 0.89 

まんが表現学科 45 35 0.78 45 48 1.07 45 53 1.18 45 47 1.04 

映像表現学科 45 55 1.22 45 67 1.49 45 68 1.51 45 51 1.13 

アート・クラフト学科 40 29 0.73 45 38 0.95 40 53 1.33 40 42 1.05 

大学合計 400 391 0.98 400 439 1.10 400 464 1.16 400 356 0.89 

 

図表 2-1-6 収容定員に対する在籍者数の比率 （令和 3（2021）年 5 月 1 日現在） 

学

部 学科 令和 3（2021）年度 
収容定員 在籍者数 比率 

芸
術
工
学
部 

環境デザイン学科 280 302 1.08 

プロダクト・インテリアデザイン学科 280 280 1.00 

ファッションデザイン学科 200 143 0.72 

ビジュアルデザイン学科 320 327 1.02 

まんが表現学科 180 182 1.01 

映像表現学科 180 228 1.27 

アート･クラフト学科 160 158 0.99 

大学合計 1,600 1,620 1.01 

※旧デザイン学部、先端芸術学部の在籍者を含む。 

 

大学院では、大学院設置基準第 10 条に基づき、収容定員・入学定員を定め、学生数の

管理を行っている。 
収容定員に対する在籍者数の比率は、図表 2-1-7 のとおりであり、教育環境確保の観点

からも適正に維持している。 
 

図表 2-1-7 大学院 入学定員・収容定員・在籍者数（令和 3（2021）年 5 月 1 日現在） 

専  攻 入学 
定員 

入学 
者数 

入学者/ 
定員比率 

収容 
定員 

在籍 
者数 

在籍者／ 
定員比率 

芸術工学専攻（博士後期課程） 6 3 0.50 18 12 0.67 

総合アート&デザイン専攻（修士課程） 27 38 1.40 54 74 1.37 

研究科 合計 33 41 1.24 72 86 1.19 

 

大学院の入学定員に対する学生受入れ数は、大学院設置基準第 10 条に基づき、大学院

学則第 2 条第 4 項に定めている。大学院担当教員は、教育・研究環境の確保の点から、博
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士後期課程において丸合（研究指導教員）21 人、合（研究指導補助教員）4 人、修士課程

において丸合 61 人、合 3 人の体制のもと研究指導及び講義を行っている。 
 
（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

受験生や保護者、高等学校及び高校教員等へは、引き続き印刷物や大学ホームページ、

オープンキャンパスや各種相談会等において、アドミッションポリシーのさらなる周知・

理解に努めていく。 
広報活動について、教育連携実施高等学校や美術・デザイン系の分野を持つ高等学校、

本学への入学者が多い高等学校の進路担当教員・美術教員との情報共有を図るとともに高

等学校側のニーズ把握に努め、入試制度等の改善を図っていく。 
受験生・保護者へは、オープンキャンパスやデッサン実技講習、高大連携等を通して、

本学が実践している専門教育の特色・特長及び将来の就職や専門的な職業について丁寧に

説明し、本学への理解度向上に努めていく。 
コロナ禍の影響を受け、直接大学に足を運ぶことが難しい方や、遠方の受験生のために、

少しでも本学を知ってもらえる機会を創出するため、各学科の授業紹介や学びの特徴、学

生生活支援・奨学金制度、就職支援の取組み、入試制度についてなど、各種動画を作成し

大学ホームページ上で配信するほか、オンラインツールを利用した個別相談の充実を図る。

また、多くの高校生が情報の共有や発信として利用している SNS（ソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス）を活用し、大学認知に向けた情報発信を強化していく。 
学生受入れ数の維持に関しては、学部全体では入学定員を充足しているものの、令和 3

（2021）年度入学者が大学全体で定員を下回った事を受け、次年度入試における志願者確

保に向け各種進学相談会や校内説明会などの入試広報の強化を図っている。加えて、恒常

的に入学定員を下回っている学科へは、抜本的な方策立案が急務であり、社会経済及び業

界の状況、競合他学の情勢などを踏まえ、令和 5（2023）年の学科改組の中で対応策を策

定していく。 
令和 3（2021）年度の入学者選抜からその方法が大きく変更され、「学力の 3 要素」を

多面的に評価することのできる入試制度及び試験科目を設定したが、入試の実施結果を踏

まえ、新たな入試制度において、アドミッションポリシーの周知方法が適切であったか、

また、受験生にはどう伝わったのか、入試制度及び科目設定は「学力の 3 要素」の評価に

適した内容になっているか、本学が求める学生を確保できているか、などを検証し、その

結果は今後の学科改組における入試制度策定に反映していく。 
大学院の学内外の広報活動については、大学ホームページ（オリジナルサイト含む）の

英語版、中国語版を充実させ、研究活動等の情報提供を積極的に行う。留学生入学試験に

おいては、各入試区分の合否判定基準を明確にしつつ、入学定員の適切な管理を行う。 
修士課程については、施設などの整備状況を勘案し、入学定員増の検討を行う。 

 

2－2．学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）2－2 の自己判定 
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基準項目 2－2 を満たしている。 
 
（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

教育目的の達成と大学の適正な運営を行うため教務委員会、芸術工学基礎運営委員会や

学生委員会等の各種委員会を設置している。各種委員会の委員長には教員、副委員長には

職員を委嘱する教職員協働体制を整備し、それぞれの立場からより良い学修支援内容を検

討し、実施している。各委員会で審議される事案は、運営協議会及び教授会に報告し、大

学全体の議事に諮り、情報を共有し、判断が分かれる案件については、最終的には学長が

決定する仕組みとなっている。 
 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

＜障がい学生への配慮＞ 

学生生活・国際交流課では、障害者差別解消法に基づき、障がいを持つ学生が他の学生

と同等の教育機会を得ることができるよう、障がい学生支援に関するガイドライン並びに

「神戸芸術工科大学障がい学生支援委員会規程」を整備し、適切な支援を図っている。そ

の例として、障がい等により授業において配慮が必要な学生は、授業担当の教員に対し配

慮を依頼することができる。配慮希望者には、臨床心理士の資格を持つカウンセラー及び

事務局担当職員が面談を行い、希望する配慮の内容を確認のうえ、支援プランを作成する。

カウンセラー及び担当職員は、当該支援プランに基づき所属学科・専攻の教員と協議を行

い、障がい学生支援委員会での審議・承認を経て、配慮を希望する履修科目の担当教員に

対し配慮願を出している。配慮を受けた学生には、学期の終わり頃に評価面談を行い、配

慮が効果的に実施されたか、困った事はなかったか、についてフォローアップを行い、次

期配慮内容のための参考資料及び検討資料としている。 

施設は、原則としてバリアフリーとし、車いす等を利用する学生には、大学施設・設備

に支障がないか事前に確認のうえ、要望に対応している。 

障がい学生の支援体制については、障害者差別解消法施行（平成 28（2016）年）に先

立ち、平成 27（2015）年度より全学支援体制の再構築を行い、平成 31（2019）年度には

障がい学生支援委員会を設置し、心身に障がいを抱える学生に対する合理的配慮や、積極

的支援にかかる理解促進に向けた取り組みを強化した。（【資料 2-2-1】・【資料 2-2-2】） 
 

＜オフィスアワー制度＞ 
専任教員は、日常から授業時間外の相談や課題の制作等の個別対応を行っている。また、

全学的に、専任教員が研究室等で待機し、質問や相談を受け付ける「オフィスアワー」を

設定している。非常勤講師については、授業実施後の時間をオフィスアワーとし、対応し

ている。なお、令和 2（2020）年度からメールによる質問や相談の方法を採用し、より充

実した体制となっている。（【資料 2-2-3】） 
 

＜TA・SA の適切な活用＞ 
実習・演習の授業には、実習助手及び TA（Teaching Assistant）として大学院生を配
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置している。大学院生が配置できない場合は、SA（Student Assistant）として学部 3 年

生以上の学生を配置している。実習助手は、担当教員の指示により実習科目における教育

補助の役割を担っている。TA は、教員を補助し、授業準備、機器の整備及び学生への技

術上の助言を行っている。SA は、教員の指示により、実習・演習の準備及び実施に関す

る補助業務を行っている。（【資料 2-2-4】～【資料 2-2-7】） 
 
＜中途退学者、休学者及び留年者等の対応＞ 

学生の中途退学・休学の申し出には、所属学科の担当教員が面談を行い、その結果をも

って届出書類を受理している。教員は面談により、理由を聴取すると共に以後の修学に向

けて助言や指導を行っている。学生生活･国際交流課は、その相談窓口となって各学生の状

況を把握し、教務課や教員と連携した指導ができるよう情報をプロファイル化している。 
令和 2（2020）年度の中途退学者の理由は、修学意欲の低下 9.8%、進路変更 39.0%、

経済的理由 35.4%、健康上の理由 7.3%、家庭事情 3.6％、その他 4.9%となっている。一

時的に休学することによって修学及び卒業の可能性が見受けられる場合には、その選択肢

を提示するなど適切なアドバイスを行い、経済的な事情がある場合は奨学金等のサポート

を検討し、状況を勘案し、学内の給付型奨学金による支援等を実施している。 
修学支援新制度を受ける学生で警告判定の対象となった者については、学業不振の改善

のため学科教員による履修指導を行っている。 
また、日本学生支援機構の奨学金貸与を受けている学生で成績の状況が思わしくない者

には、4 月～5 月に職員が面談を通して成績不振の理由を確認すると共に、今後の履修計

画や単位修得に関する助言や奨学金の継続受給に向けた指導を行い、学生の経済的問題に

起因する中途退学や留年の抑止に努めている。 
学生の不当行為に関しては、学則及び「神戸芸術工科大学学生の懲戒手続きに関する内

規」に則り、処分及び指導を行っている。停学者には定期的な面談により内省を促してい

る。（【資料 2-2-8】～【資料 2-2-12】） 
 

＜履修、成績不振等学生への対応＞ 
年度当初の教務委員会において、履修登録状況や単位修得状況が思わしくない学生の指

導に係る方針・基準等を検討し、全学的に共有し、学生指導等の対応を行っている。学生

指導は、年 2 回の履修登録及び成績発表の時に対象学生に通知を行い、個別面談等を実施

している。特に成績不振者の基準を明確にし、学科と情報を共有することで、成績不振者

の早期把握とタイムリーな面談と指導につなげている。また職員には、学生対応のマニュ

アルを共有し、学生への指導対応を安定させるとともに、学生支援システム「KDU ポー

タル」の学生個人ページで対応情報等を確認できるようにし、関係する職員間の情報共有

も行っている。（【資料 2-2-13】・【資料 2-2-14】） 
 

＜コンピュータラボラトリー対応＞ 
コンピュータラボラトリーでは、教務課の職員が情報機器の利用における管理を行って

いる。コンピュータラボラトリーには、コンピュータの操作サポートを担う SA を配置し

ている。 
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＜保護者への対応＞ 
年 2 回、保護者宛に成績通知書とともに、学内情報の公開を通して教育・研究への理解

向上を促進させるため、保護者向け情報誌「KDUi」を送付している。また、保護者が大

学に相談をしやすい環境を作っている。 
また、毎年保護者を対象とした「教育懇談会」を実施し、学科の指導教員等による個別

面談を行っている。個別面談にて学生と保護者の双方をサポートすることにより、学業を

中心とした大学生活全般の支援を行っている。 
令和 2（2020）年度は、個別面談の形態として対面、オンライン、電話と 3 種の選択肢

を設け、新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮しつつ各家庭の要望に応じた相談の場

を提供できるよう全教職員で取り組みを行い、多くの保護者から満足度の高い評価を得て

いる。（【資料 2-2-15】・【資料 2-2-16】） 
 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

授業は、担当教員と授業支援者である実習助手、TA・SA の協働により行っている。よ

り学生に補助・指導ができるよう FD 活動の強化や、TA・SA を対象に講習等を行うなど、

教授方法の能力・力量の向上策を講じる。 
学生の学修支援を行う際には、学生支援システム「KDU ポータル」を活用し、学生対

応履歴等を記録しているが、現在は職員間の情報共有に留まっているものを、より一層の

教職協働を進めるために活用方法の体制の強化を行う予定である。 

大学院においては、既存の専門領域を超えたコラボレーションやイノベーションを通し

て、新しい教育手法の開発を活性化させる。 
大学院については、適性かつきめ細かい研究指導や教育を行うため、一定の研究業績に

より若手教員でも研究指導に参加できるように資格基準を見直し、審査に合格した場合に、

博士後期課程では准教授以上を、修士課程では助教以上を、教育担当ができるようにした。

また、研究指導を可能にした。 
博士の学位の審査においては、丸合の教員（教授）が主査と副査（3 人）を務め、必要

に応じて外部の専門家 1 人を加えることを基本としている。 
学部、大学院ともに、今後はさらに多種多様な学生の入学が予想されるため、個別の状

況に応じた細やかな支援を効果的に効率よく行っていくために、教務課、学生生活・国際

交流課、保健室、学生相談室及び教員が連携していく。特に障がいのある学生等への対応

について、FD・SD 研究会、また、外部団体が実施する研修会等に参加する等、教職員の

スキルアップに努める。学生が社会で自立するため、学生自身が主体的に自己分析を行い、

その内容を自分から発信し対処する方法を体得させる。 
中途退学者数の増加を防止し、修学に必要な支援を行うため、今後も引き続き退学理由

や動向の分析を行う。 
 

2－3．キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 
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（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

キャリア教育支援として、基礎教育カリキュラムの学修基礎区分に「キャリアデザイン

A」（1 年次・2 単位）、「キャリアデザイン B」（2 年次・2 単位）、「インターンシップ A／

B」（1～4 年次・1 単位）を取り入れ、低学年時からキャリア教育を展開している。3 年次

から「就職ガイダンス」を適宜実施し、1 年次から 3 年次まで途切れることなく体系的に

キャリア教育を展開している。 
さらにキャリア教育を充実させるために、令和 3（2021）年度から 3 年次前期に「キャ

リアデザイン C」（2 単位）を新たに開講することにした。就職活動の流れを学習し、具

体的な採用選考（応募書類、筆記試験、面接等）の中身を理解することと合わせて、就職

活動本番に向けて自身の目標を達成するための計画を立てることも授業の到達目標とし

ている。3 年次の 3 月から本格的に始まる就職活動に向けて、キャリアセンター室が行う

「就職ガイダンス」と連携しながら、コロナ禍にあって厳しさを増す就職活動環境におい

て、社会的・職業的自立に関する指導体制の強化を図っている。 
本学のキャリア支援の強みとして、小規模大学のメリットを生かして、3 年次と 4 年次

に学生全員を対象とした進路面談をキャリアセンター室が行っている。学生を納得のいく

キャリア選択に導くために、一人ひとりに合わせたサポートを行っている。 
卒業生を講師として招聘する「卒業生リレー講座」や、就職実績のある企業やクリエイ

ティブな職種で求人依頼のある企業を学内に積極的に誘致し、「業界・企業研究セミナー」、

「学内企業説明会」のキャリアサポートプログラムを展開している。実施の方法も、コロ

ナ禍にあった状況に応じて対応した。感染対策を講じて行う「対面」方式と「オンライン」

方式を併用し、学生の安全を第一に、安心して参加でき効果的に行えるように今後も継続

していく。 
併せて、キャリア教育支援は、全学的に学生の就職や進路支援を行う部署である「キャ

リアセンター室」並びに学生のキャリアサポートを推進すべく学部の各学科、大学院、芸

術工学教育センターの教員で構成する「キャリアサポート委員会」を設置し、キャリアセ

ンター室員も出席し、キャリアセンター室とキャリアサポート委員会が密に連携を図って

いる。教職員が一体となって学生の就職・進学に対する相談・助言体制を整備し適切に運

営している。（【資料 2-3-1】～【資料 2-3-4】） 
 

【キャリア教育／就職ガイダンス／キャリアサポートプログラム】 
1 年次 大学入門セミナー 

＜前期＞ 
大学や大学生活に適応し、不安を解消する。大学で必要な最低限の学

習スキル、著作権や法律など、社会的な知識・スキルを獲得する。 
キャリアデザイン A 
＜後期＞ 

「自分を深く知る」ことと「社会参加への接近」をテーマに自己理解

と社会に出る基礎を深める。これからの大学生活をより有意義なもの

にし、また、将来の目標を明確にすることで、実社会に主体的に参画

していくための動機付けを行う。人とのコミュニケーションを通して、

社会人として求められる能力の気づきや上達する方法を学ぶ。 
インターンシップ 実際の仕事を通して専門知識を高め、一層の学習意欲と就職に対する

意識を喚起し、実社会において必要とされる高い職業意識、自立心と

責任感を育成する。 
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2 年次 キャリアデザイン B 
＜後期＞ 

組織や地域社会の中で、多様な人々と仕事をする上で必要となる基礎

的な能力＝「社会人基礎力」の向上を図るとともに、自己理解を深め

ることを目的とする。卒業生やインターンシップ経験者の講話から気

づきを得る。 
インターンシップ 実際の仕事を通して専門知識を高め、一層の学習意欲と就職に対する

意識を喚起し、実社会において必要とされる高い職業意識、自立心と

責任感を育成する。 
3 年次 キャリアデザイン C 

＜前期＞ 
就職活動の流れを学習し、具体的な採用選考（応募書類、筆記試験、

面接等）について学ぶ。働く事について考え、自身の目標を達成する

為の計画を立てられるようになる力をつける。 
就職ガイダンス 
 

（1）オリエンテーション 
（2）ナビサイト説明会 
（3）ポートフォリオガイダンス／写真講座 
（4）筆記試験対策講座 
（5）証明写真撮影会 
（6）自己 PR 講座 
（7）志望動機作成講座 

（8）面接対策講座 
インターンシップ 実際の仕事を通して専門知識を高め、一層の学習意欲と就職に対する

意識を喚起し、実社会において必要とされる高い職業意識、自立心と

責任感を育成する。 
進路面談 3 年生全員を対象に進路面談を実施。キャリアハンドブックを配布し、

卒業後の進路について確認を行い、適切な助言・アドバイスを行う。 
卒業生リレー講座 キャリア教育の一環として社会で活躍する卒業生を講師として招き、

これまでの経験や現在の活動状況などを語ってもらうことで在校生

が、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、

自分らしい生き方を将来実現するための力を高めることを目的とす

る。 
業界・企業研究セミナー 学内に就職実績のある企業などを誘致し、各業界や企業についての理

解を深める機会を提供する。専門性の高い職種を希望する学生が多い

ためミスマッチをなくすことも目的とする。 
4 年次 進路面談 4 年生全員を対象に進路面談を実施。就職活動等の進捗状況の確認を行

い、適切な助言アドバイスを行う。 
個別相談 履歴書・エントリーシートの添削、面接練習などキャリアセンタース

タッフが随時対応を行う。 
キャリアカウンセラー キャリアカウンセラーを配置し、50 分間の個人面談を事前予約制にて

実施。 
学内企業説明会 求人依頼企業を学内に誘致し、合同（個別）説明会を実施。 
進路調査 卒業後の進路が決まった学生には随時、進路決定届の提出を求めてい

るが、毎年度 3 回（10/1 現在、卒業時、4/30 現在）の進路調査、並び

に随時電話連絡を行い、学生の状況把握を行っている。 
 
【キャリアセンター室】 
キャリアセンター室の事務分掌は以下の通りである。 
（1）進路指導 
（2）求人企業の開拓及び就職紹介 
（3）就職ガイダンスの実施 
（4）求人情報の収集及び整理 
（5）求人票受付及び就職状況の調査 
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（6）就職関連の統計調査及び報告 
（7）キャリア教育の企画及び立案 
（8）資格講座の企画、立案及び運営 
（9）卒業生のキャリア支援 
 
【キャリアサポート委員会】 
キャリアサポート委員会の審議事項は以下の通りである。 
（1）就職支援についての企画、立案及びガイダンスに関する事項 
（2）就職先の開拓、連絡に関する事項 
（3）就職についての相談、指導、助言に関する事項 
（4）就職（内定）状況及び追跡調査に関する事項 
（5）その他委員会が学生のキャリア支援に必要と認める事項 
 

【インターンシップ】 
＜単位認定要件＞ 
各研修（事前・マナー・事後）に参加し、同一機関で 5 日以上かつ 30 時間以上の実習

を行い、教育上有益であると認められた場合、単位を認定する。 
 
・過去 3 年間の単位認定者数 

年度 
単位 

認定者数 
主な派遣企業 

平成 30（2018）年度 49 横尾忠則現代美術館、㈱ティーハウス建築設計事務所、㈱遠藤剛生建

築設計事務所、㈱デジタル・フロンティア、㈱大田出版 他 

令和元（2019）年度 48 日本建設㈱、交友印刷㈱、㈱ネクストページ、㈱畑友洋建築設計事務

所、㈱村上工務店、社会福祉法人すいせい 他 

令和 2（2020）年度 19 ㈱村上工務店、安部秀司建築設計事務所、㈱ティーハウス建築設計事

務所、㈱遠藤剛生建築設計事務所、六甲山観光㈱ 他 

 

【資格取得・スキルアップ講座】 
キャリアセンター室が、各種資格取得講座及びスキルアップ講座の企画・実施を行い、

専門職に必要な資格取得、就職に向けたサポートを行っている。令和 2（2020）年度の開

講講座は以下の通りである。（【資料 2-3-5】） 
＜資格取得講座＞ 
（1）カラーコーディネーター検定 スタンダード対策講座 
（2）TOEIC 対策ベーシック講座 
（3）2 級建築士対策講座 
＜スキルアップ講座＞ 
（1）PC 講座（Excel・Word） 
（2）英会話講座 
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【コロナ禍における就職活動支援】 
令和 2（2020）年度卒業者の就職活動は、コロナ禍にあり、緊急事態宣言下でのスター

トとなった。会社説明会の中止や、企業の新卒採用活動そのものがストップし、学生は多

くの不安を抱えながらの就職活動開始となった。本学でも 6 月までは遠隔授業のみとなり、

教職員もテレワークが推奨され、これまで行ってきた就職活動支援が行えない状況になっ

た。このような状況下で、キャリアセンター室として、学生の不安や悩みを解消するよう

に努め、キャリアセンター室員から 4 年生全員に電話連絡で現況確認を行い、学生の状況

に応じた助言、アドバイスを行った。また電話連絡だけでなく、メール、オンラインを活

用し、履歴書添削や面接練習、企業説明会などを行い、コロナ禍における就職活動環境の

変化にも柔軟に対応し就職活動の支援を行った。 
コロナ禍で学生の卒業後の進路に不安を感じている保護者を対象とした、「オンライン

就活ガイダンス」の実施や電話相談に応じるなど、保護者とも連携し、就職活動支援を行

った。 
 

【障がいのある学生の就職支援】 
日本学生支援機構が行う「障がいのある学生の就学支援に関する実態調査」の報告にも

あるように、本学においても障がいのある学生が年々増加している。 
障がいを持つ学生の支援は、障がいの特性、本人及び保護者の障がいに対する理解、受

容などにより一律に行うことができないことから、障がいを持つ学生の特性に応じた支援

を行っている。そのために、部署間連携（キャリアセンター室／教務課／学生生活・国際

交流課［心理カウンセラー、看護師含む］）により、情報の共有、支援の連携を行ってい

る。具体的には、心理面で不安のある学生は、心理カウンセラーとの面談を通じて就職活

動を行えるまで回復すれば、キャリアセンター担当者が引き継ぎ、就職活動支援を行うな

ど連携をしている。 
外部機関とのインターンシップや、就職マッチング会への参加などにおいて連携を図っ

ている。兵庫県が主催する「障がい学生巡回相談事業」にも学生が参加し、就労移行支援

事業所の相談員から専門的なアドバイス（障害者手帳取得のメリット、デメリット、年金

などの福祉関係等）を受け、障害者手帳の申請、取得を行った事例もある。卒業後の進路

として就職だけでなく、就労移行支援事業所へのスムーズな移行もキャリアセンター室と

しての重要な役割である。 
 
【卒業後の評価（就職先の評価、卒業生の評価）】 
 キャリアセンター室において、「卒業生アンケート」（卒業後 1 年目及び 3 年目の卒業者

を対象に実施）並びに「企業アンケート」（令和 2（2020）年 3 月卒業者の就職企業を対

象に実施）を行っている。卒業生アンケートは、現況確認と在学時の満足度等の調査を目

的に、企業アンケートは、新卒採用で重視することや、就職した学生が社会からどのよう

に評価され、何を期待されているかを調査するこことを目的に行っている。アンケート結

果は、キャリアセンター室で集計し、キャリアサポート委員会並びに教授会で報告を行い、

全教職員で結果を共有し、教育活動の改善に反映させている。 
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（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

令和 2（2020）年 3 月卒業者が就職した企業を対象に行ったアンケート結果から、新卒

採用にあたり企業が最も重視するのは「コミュニケーション能力」と「人物」であった。

卒業生の評価においては、「自ら学ぶ姿勢がある」「自ら進んで取り組むことができる」「責

任感がある」の項目が高評価であった。このことから、新卒採用においては、専門の知識

やスキルよりも、将来性や社会人としての基本的な能力が重視されていることを改めて認

識する結果となった。 
「学生時代に身に付けておいて欲しい能力・資質」や「学生時代に経験しておいて欲し

いこと」の自由記述においても、課外活動やアルバイト、仲間との交流、旅行や美術鑑賞

で感性を磨くなど、学外での積極的な活動が求められている。 
これらの結果を学生にフィードバックし、就業意欲の向上を促すために、低学年時から

のキャリア意識の啓蒙が重要となってくる。1 年次（後期）開講の「キャリアデザイン A
（社会人の基本的習慣を身につける）」、2 年次（後期）開講の「キャリアデザイン B（社

会人基礎力の向上を図る）」と授業内容等について、キャリアセンター室と担当教員が連

携を図る。 
令和 3（2021）年度から 3 年次（前期）に、就職活動の流れを理解し、就職活動の実践

（応募書類、筆記試験、面接、情報収集等）を学ぶ「キャリアデザイン C」を開講し、1
年次から 3 年次まで体系立てた一連の流れの中で、自分自身のことを理解し、自分らしい

働き方を考えるきっかけを与え、社会的・職業的な自立を目指し、卒業後の希望進路実現

に向けた一連の学生支援プロセスを確立させた。 
コロナ禍にあって、「売り手市場（就職希望者が優位な状況）」から「買い手市場（採用

企業が優位な状況）」への新卒採用の環境変化が起こり、企業も業界によっては大きく影響

を受けた。就職活動の選考プロセスにおいても企業説明会や面接においてオンラインを活

用する事があたり前になった。そのような変化にも学生が柔軟に対応出来るようにするた

めに、オンラインでの就職支援（面談・セミナーの開催等）を積極的に行っている。 
コロナ収束後もオンラインの活用は無くならない事を予測し、この 1 年で積み重ねてき

た経験も生かし、今後の就職活動支援のあり方や企業との連携・関係性の構築方法につい

て検討している状況にある。 
 

2－4．学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 
 
（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

学生生活に関する支援は、学生生活・国際交流課が所管である。運営組織として、学生

委員会を設置し、各学科教員と学生生活・国際交流課長によって構成する。学生委員会で

は、学生生活の諸活動に関する事項等について、月 1 回の審議、検討、報告を行っている。

奨学金推薦に係る選考、賞罰、厚生補導、保健管理及び課外活動等、学生生活に係る議案
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を諮り、必要に応じ各委員が学科に持ち帰り問題提起を行う。各学科で集約された意見は、

学生委員会にフィードバックされ、協議を重ねている。また、学科において生じた検討事

項についても学生委員会で審議及び報告を行う。重要な事項については、運営協議会及び

教授会で審議・報告を行うなど、教職員協働で学生生活支援の向上を図っている。 
学生の大学生活や教育活動に対する安全・安心の確保について、正課授業、課外、学外

及び通学途上の事故・災害に備え、大学の全額負担により全学生が「学生教育研究災害傷

害保険」に加入している。（【資料 2-4-1】・【資料 2-4-2】） 
 

＜経済的支援＞ 
奨学金については、大学独自の給付奨学金制度を導入しており、経済的困窮者に対する

「神戸芸術工科大学給付奨学金」（採用枠年間 5 人）、留学生向け「神戸芸術工科大学私費

外国人留学生奨学金」を整備し、学生への経済的支援による修学環境の安定と修学意欲の

向上を期待している。 
保護者組織である「教育後援会」からも「神戸芸術工科大学教育後援会奨学金」（採用枠

前期 12 人、後期 12 人）、「神戸芸術工科大学教育後援会私費外国人留学生奨学金」（採用

枠年間 8 人）の給付支援を行っている。 
学費納入に関しては、申請者に学費納入の猶予期間を設ける延納制度や各学期の学費納

入を計 4 回に分けて行う分割納入制度がある。日本学生支援機構の修学支援新制度にかか

る授業料減免対象者については、3 ヶ月の納入猶予を行っている。また、本学園と提携し

ている銀行から教育ローンを借りた場合には、在学中の返済利子を給付する奨学融資制度

を設けている。 
国内外の大災害に際しては、家族の安否確認を行うと同時に、緊急的に学費減免を講じ

る特別措置等、経済的側面からの修学支援を行っている。その他に、経済的支援の一助と

して、コンピュータラボラトリー及び情報図書館で学生を SA として採用している。（【資

料 2-4-3】～【資料 2-4-7】） 
 

＜教育活動表彰＞ 
・谷岡奨学金 

勉学に熱意があり、文化・芸術、スポーツ、社会活動等の分野において、本学園又は各

設置学校の名を著しく高め、更に当該分野の将来の活躍が期待できる者又は団体に対し、

その活動を助成する奨学金を給付している。（【資料 2-4-8】） 
 
＜課外活動への支援＞ 

学生生活・国際交流課では、学生自治組織である「学生フォーラム」の執行部及び各課

外活動団体の代表者と月例で定例会を実施し、学生の課外活動のサポートや学生行事への

助言、補助を行っている。また、学生フォーラム執行部、学長、副学長、学生委員長、事

務局長、学生生活・国際交流課長との学長懇談会を開催している。学長懇談会では、学生

からの要望書をもとに要望についての可否を検討し、対応の結果を学長名で報告すること

で意思の疎通を図っている。対応の結果については、学生フォーラム執行部の掲示板を用

いて全学生に周知している。 
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学生フォーラム執行部が担当する学生行事について、企画から予算執行まで学生生活・

国際交流課がサポートし、必要に応じて学生委員会にて審議、検討、報告を行い、教授会

を通じて各学科に協力要請を行うなど、学生自治活動の運営を支援している。 
学生団体の活動の一つとして、各クラブ・サークルの部長または主将クラスの学生が参

加するリーダーズキャンプを毎年開催している。リーダーズキャンプでは、リーダーとし

ての自覚を持つための研修を行うとともに、学生フォーラムや課外活動に参加する社会的

意義を伝えている。参加学生は、課外活動に関する課題をグループディスカッションし、

情報共有や提言を行っており、団体相互のつながりの強化にもつながっている。 
学生フォーラムは、月に 1 回程度昼休みを利用して、各クラブ・サークル員約 100 人が

参加し、大学構内の美化清掃を行う「クリーンキャンペーン」を実施している。さらに、

「芸愛祭」を毎年 1 回開催し、構内美化だけでなく大学周辺地域や不法駐輪の撤去、防災

訓練を実施するなど、学生フォーラムと教職員協働で行事の運営に携わっている。大学構

内の美化清掃や学生フォーラムの課外活動には、設備等の補助を行っている。 
学生生活・国際交流課では、「教育後援会」と協力し、クラブ・サークル活動、リーダー

ズキャンプ、大学祭・芸愛祭、創作活動による個人展やグループ展に対し、活動支援や経

済的補助を行っている。（【資料 2-4-9】～【資料 2-4-11】） 
 
＜健康相談、心的支援、生活相談等への支援＞ 
学生に対する健康相談、心的支援については、毎年 4 月のオリエンテーション時に全学

生を対象に健康診断を実施し、医師の内科検診において問題があると判断された学生に対

しては、保健室で内容を把握し、問題解決に努めている。また、入学時に提出される学生

カードにおいて心身の問題について申告のあった学生についても保健室で把握し、問題解

決に努めている。また、心の問題を抱える学生には、学生相談室の臨床心理士資格を有す

るカウンセラーと連携しながら対応にあたっている。 
FD・SD 研究会においては「本学における多様な学生の理解と対応（平成 29（2017）

年度実施）」や「発達障害学生支援（平成 30（2018）年度実施）」、「教育におけるユニバ

ーサルデザイン（令和元（2019）年度実施）」をテーマに研究会を 3 回実施し、学生の適

切な対応と取り組みについて理解を深めた。遠方より入学し下宿する 1 年生を対象に、オ

リエンテーション時に「一人暮らしオリエンテーション」を実施している。交友関係を築

くきっかけとなる交流の場を提供すると共に、所轄警察と連携して防犯意識の啓蒙を目的

とした防犯教室を実施し、一人暮らしにおけるマナーやルールの遵守等についての説明も

行っている。オリエンテーションには、保護者の参加も可能としており、一人暮らしへの

不安を払拭している。 
保健室では、学生が気軽に利用できる環境づくりと学生同士の交流の場を目的とした「フ

レンドシップアワー」を開催し、問題を抱える学生を把握している。学生相談室では、カ

ウンセラーが毎週月曜日から金曜日の 10 時～16 時まで常駐しており、精神的に問題や不

安を抱える学生への助言や支援を行っている。学生生活を送るうえでサポートが必要な障

がい学生については、学生相談室、保健室及び学生生活・国際交流課による面談を通して

相談を受け、サポートを行っている。 
その他、安心で楽しい学生生活を過ごすための情報ツールとして、「KOBE DESIGN 
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UNIVERSITY CAMPUS GUIDE」を作成し、学生に配付している。保護者には、9 月と

3 月の年 2 回、大学情報誌「KDUi」を発行し、大学生活の様々な情報を発信している。（【資

料 2-4-12】～【資料 2-4-14】） 
 

図表 2-4-1 一人暮らしオリエンテーション・フレンドシップアワーの実績（過去 5 年間） 
 平成 28 年度 

（2016） 
平成 29 年度 
（2017） 

平成 30 年度 
（2018） 

令和元年度 
（2019） 

令和 2 年度 
（2020） 

一人暮らしオリエンテーション 

（新入生対象） 
95 人 95 人 104 人 67 人 新型コロナウイル

スの影響により、

開催せず フレンドシップアワー 

（全学年対象） 
32 人 29 人 47 人 開催なし 

 
＜留学生への支援＞ 

留学生への支援として、月定例で実施する「留学生事務連絡会」では、学年暦の確認や

各種奨学金の案内、交流事業の紹介等を行うと共に、留学生の健康状態の観察や疑問・悩

みの相談に応じるなど、留学生一人ひとりの状況に応じたサポートを行っている。より手

厚いサポートを希望する留学生には、先輩学生を「チューター」として配置し、授業や学

生生活面のアドバイス等の学生生活全般をサポートしている。また、チューターは、留学

生と共に「ウェルカミングプログラム」や日帰りバス研修、クリスマスパーティ等に参加

し、友好と親善を深め、学生レベルでの国際交流を促進している。 
経済的支援では、留学生向けの独自奨学金の実施、外部団体の各種奨学金に関する情報

提供等、留学生が安心して学業に励むことができるよう支援体制を整えている。さらに、

留学生を対象とした「防犯・防災教室」を毎年 1 回開催し、令和元（2019）年度には、事

務局職員による防災研修を行い、災害等から身を守るために必要な知識や情報が得られる

機会を設けた。 
「ホームステイ」や「ホームビジット」として、留学生の受け入れの募集を行い、地域

住民に協力を得ている。毎年 6 月頃に、登録された受け入れ協力の家庭を招き、「ウェル

カミングプログラム」を開催するなど、留学生と地域住民との交流促進を図っている。そ

の他にも学内イベントの開催、ビザ手続きの補助等、留学生が満足した学生生活を過ごせ

る工夫や取り組みを行っている。 
その他、令和元（2019）年度より大学近隣の県営住宅 7 部屋を借り上げ、留学生に対し、

安価で良質な住環境の提供を行っている。（【資料 2-4-15】～【資料 2-4-17】） 
 

図表 2-4-2 ホームステイ・ホームビジット登録数と（イベント）内容（過去 4 年間） 

 平成 29 年度 
（2017） 

平成 30 年度 
（2018） 

令和元年度 
（2019） 

令和 2 年度 
（2020） 

登録家庭数 3 件 36 件 36 件 36 件 
ウェルカミング 
プログラム実施月 

7 月 6 月 6 月 
新型コロナウ

イルスの影響

により、開催

せず 

ウェルカミング 
プログラム内容 

からくり人形見学・制作 
ランチパーティ 

おきあがりこぼし 
講義・制作 
ランチパーティ 

オリジナルけん玉制作 
ランチパーティ 

参加人数 64 人 68 人 46 人 
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（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

経済的支援に関しては、令和 2（2020）年度から実施となった日本学生支援機構による

修学支援新制度を活用し、年度末の学力の適格認定における廃止措置により経済支援が途

切れることのないよう、年間を通して修学状況の調査を行い、学力不振等に応じて面談・

指導を行っていく。また、経済的困窮者を対象とした本学独自の給付奨学金や保護者組織

による奨学金制度についても、より幅広く活用できるよう対象者枠の見直しを行う。 
課外活動の支援に関しては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため定めた新たな

ルールを遵守しつつ、学生自治活動をはじめ、クラブ・サークル等の各種団体の活動活性

化に向け、企画の計画、準備、運営のサポートを行っていく。 
問題を抱える学生に対しては、教員及び関連部署と連携のうえ、個別に細やかな対応を

行い、必要に応じて学生相談室へとつなげていく。 
留学生への支援として、令和元（2019）年度までは私費外国人留学生授業料軽減制度に

よって、令和 2（2020）年度からは私費外国人留学生給付奨学金によって、経済的負担の

軽減を図っている。また、チューター採用者へのサポートとアドバイスを行い、留学生の

学生生活支援へとつなげていく。 
教員と職員間で学生に関する情報の共有を図り、学生生活支援の向上を図るべく連携し

て取り組んでいく。 
 

2－5．学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理  

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用  

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性  

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理  

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 
 
（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

本学の立地は、神戸の中心地からのアクセスが良く、多くの緑と大学等の教育研究施設

に囲まれた環境に位置している。校地面積は 11 万 4,139 ㎡であり、大学設置基準上必要

な校地面積 16,000 ㎡を十分満たしている。 
グラウンド、テニスコート（3 面）、体育館を校舎と同一の敷地内に有している。これ

らの環境は、授業以外に課外活動、サークル活動等において有効に活用されている。校舎

は、20 棟で構成されており、学部及び研究科の講義室、実習室、工房、情報図書館、講

堂、食堂、体育施設、事務局等、大学の全施設を 1 キャンパス内に備えている。校舎面積

は 33,120 ㎡であり、大学設置基準上必要な校舎面積を上回っている。 
キャンパスは、教育理念に基づき初代学長の吉武𣳾𣳾水が構想したもので、芸術工学教育

センターと専門教育を行う各学科棟が、向かい合うよう連続性のある配置になっている。

既存の緑を残し、傾斜を生かしたものとなっている。 
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図表 2-5-1 校地・校舎面積の大学設置基準との比較 
 校地面積 校舎面積 

神戸芸術工科大学 114,138.7m2 33,120.3 m2 

大学設置基準上の必要面積 16,000.0 m2 20,495.0 m2 

 

図表 2-5-2 施設の概要 
建物名 面積 主要施設 

A 棟 
（本館） 

2,162.54 m2 
ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ室､教務課､学生生活・国際交流課､広報入試課､ 
事業推進課､事務局長室､応接室､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ､会議室､理事長室､

学長室､副学長室､秘書室 
A 棟附属棟 40.26 m2 守衛室 

B 棟 
（情報図書館） 

2,030.97 m2 
図書館､館長室､AV 室､映写室､情報図書館事務室、 
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ 

C 棟 
（厚生館） 

1,102.31 m2 食堂､購買部､ｸﾗﾌﾞ・ｻｰｸﾙ室 

D 棟 
（講堂・ｷﾞｬﾗﾘｰ） 

1,903.46 m2 

ｷﾞｬﾗﾘｰ､ｶﾌｪ､講堂､通訳室､映写室 
・講堂：500 人収容。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽﾗｲﾄﾞ映写機､大型ｽｸﾘｰﾝや本格

的な音響調整機能（ﾐｷｻｰ）や照明調整機能を持ち､授業や大学

関連行事､公開講座やｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等に利用している 
E 棟 

（体育館） 
1,811.09 m2 体育室､小体育室 

F 棟 
（学生会館） 

569.30 m2 
ｸﾗﾌﾞ・ｻｰｸﾙ室､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 
ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄﾗｳﾝｼﾞ､学生ﾌｫｰﾗﾑ室､教育後援会室、KDU-Net 室、 
保健室､学生相談室（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ）､ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑ 

1 号棟 
芸術工学教育センター 

4,059.30 m2 

講義室､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾙｰﾑ､CG・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｲｼｮﾝｽﾀｼﾞｵ､ｽﾀｼﾞｵ､ｷﾞｬﾗﾘｰ、

非常勤講師室、ｱﾆﾒｽﾀｼﾞｵ､ﾃﾞｯｻﾝ・造形・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ､特任教

授室､教職指導室､映写調整室､通訳室､博物館学芸員資料室､研

究室､事務室 
・ｷﾞｬﾗﾘｰ：学生や教職員の発表展示に使用する多目的ｽﾍﾟｰｽとし

て､各種催し物の会場及び展示ｽﾍﾟｰｽとして利用している 

・ﾃﾞｯｻﾝ・造形・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ：平成 26（2014）年度、1 号棟

に連続した配置で増設したｽﾍﾟｰｽ 

2 号棟 
コンピュータラボラトリー 

627.59m2 

第 1 実習室､第 2 実習室､CPU 室､事務室 
・高度なデザイン教育の実践のため、各学科の特色に合わせた

専門的なｿﾌﾄｳｪｱ、周辺機器、ﾌﾟﾘﾝﾀ等を完備 
棟内設置 PC 等：学生 PC 用 128 台、教員用 2 台、大判出力用

PC2 台、B0 版ｶﾗｰｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ 3 台他 
〔開館時間〕月曜日～金曜日 9：00～20：45 

土曜日       9：00～19：45 

3 号棟 
クリエイティブセンター 

1,397.69 m2 

ｱｰﾄ・ｸﾗﾌﾄｽﾀｼﾞｵ､ﾃﾞｻﾞｲﾝ・造形・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｰｽ､技術員室､ 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｲｼｮﾝｽﾀｼﾞｵⅠ～Ⅳ､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ､機材室､教室､ 
共同ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 
・ｱﾄﾘｴｽﾍﾟｰｽであるﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰと､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑを備えた新しい制

作工房として機能している 
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4 号棟 
大学院 

1,606.17 m2 
事務室､専攻主任室､ｽﾀｼﾞｵ､論文資料閲覧室・準備室、修士課程

共同研究室､博士後期課程共同研究室､ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗﾎﾞ､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾀｼﾞｵ、

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ､研究室 

5 号棟 
環境デザイン学科 

2,570.47 m2 

講義室､作品資料室､ｽﾀｼﾞｵ､作品展示ﾙｰﾑ、ﾜｰｷﾝｸﾞﾙｰﾑ､ﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰ､

ｺﾋﾟｰ室､研究室､ｾﾞﾐ室､会議室､事務室 
・2 年次から 1 人 1 台使える製図台､構造の強度を計測できる 
実験設備､CAD 室を完備している。各施設は実習や課題だけ

でなく､自主制作でも使用することができる 

6 号棟 
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 
ファッションデザイン学科 

3,867.56 m2 

講義室､ｽﾀｼﾞｵ､ﾛｯｶｰ室､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾙｰﾑ､ｽﾀｼﾞｵ､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ準備室､ 
助手室､研究室､ｽﾀｼﾞｵ､撮影室､ｺﾋﾟｰ室､事務室､PID 資料閲覧室､

3D ﾌﾟﾘﾝﾀ+CAD 室 
・ﾌｧｯｼｮﾝｽﾀｼﾞｵ､ﾃｷｽﾀｲﾙｽﾀｼﾞｵには､ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝや工業用のｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ

編み機､工業用ﾐｼﾝ等の高性能な専門機材を備えている 

7 号棟 
ビジュアルデザイン学科 

2,499.32 m2 
講義室､準備室､vd salon､ｽﾀｼﾞｵ､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾙｰﾑ､多目的室､ｾﾞﾐ室､

助手室、作品資料室､研究室､事務室 

8 号棟 
まんが表現学科 
映像表現学科 
ｱｰﾄ・ｸﾗﾌﾄ学科 

2,295.97 m2 

ｽﾀｼﾞｵ､編集室､ｺﾝﾄﾛｰﾙ室､図書・大学院生室､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ､写真室､

研究室､助手室､非常勤講師室､会議室､事務室 
・学生が使用する写真ｽﾀｼﾞｵ､CG ｽﾀｼﾞｵ､映画撮影ｽﾀｼﾞｵ､編集 
ﾌﾞｰｽ､ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ室､まんが・ｱﾆﾒｽﾀｼﾞｵ､まんが・雑誌資料室､ 
大小さまざまな制作ｽﾀｼﾞｵや造形映像実習室を配置している 

91 号棟 
ラボラトリー 

888.87m2 
織機実習室､ﾆｯﾄ機実習室､染色室､多目的演習室､製版室､暗室､

捺染実習室､準備室 

92 号棟 
ラボラトリー 

1,152.59 m2 

金工実習室､木工実習室､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ室､暗室､ﾐｼﾝ室､ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ､

乾燥室､塗装室､実習室 
・木工室…木材を素早く加工することができる大型のﾄﾞｲﾂ製の

「ｽﾗｲﾄﾞ丸鋸盤」をはじめ「自動鉋盤」､「ｺﾝﾀｰﾏｼﾝ」など充実

した設備と専門機材が揃う 
・金工室…「ｼｬｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ」や「ﾌﾗｲｽ盤」など金属を加工したり

切削するために欠かせない機材が揃う。ｲﾒｰｼﾞ通りのﾃﾞｻﾞｲﾝを

形にするための､精密な加工ができる 
・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ室…木工・金工だけでなく､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸをさまざまな形状

に成形するための「真空成形機」やﾚｰｻﾞｰ加工機が完備され､

自由度の高いﾃﾞｻﾞｲﾝを実現できる機器を設置している 

93 号棟 
ラボラトリー 

1,009.26m2 

ｾﾞﾐ室､ｽﾀｼﾞｵ､実習講義室､ｱｼﾞｱﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 
・主にﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ学科の学生が使用する工房 
大小制作ｽﾀｼﾞｵ､立体・空間構成作品を制作するための各種設

備と広いｽﾍﾟｰｽを備えている 

94 号棟 
ラボラトリー 

598.86m2 

木工室､ｽﾀｼﾞｵ､ﾃﾞｰﾀ解析室､ｾﾞﾐ室､女子ｼｬﾜｰ室､男子ｼｬﾜｰ室 
・主に環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科の学生が使用する工房 
模型制作の設備をはじめ､CAD 室､構造体の強度や性能を 
計測する実験設備が揃っている 

95 号棟 
大学院工房 

264.88m2 ｽﾀｼﾞｵ､暗室､予備室 

96 号棟 
ラボラトリー 

661.81m2 

ｸﾗﾌﾄ実習室 
・主にｱｰﾄ･ｸﾗﾌﾄ学科のｸﾗﾌﾄ領域の学生が使用する工房 
陶芸・ｶﾞﾗｽ・ｼﾞｭｴﾘ-＆ﾒﾀﾙが、相互に刺激しあった作品制作が

できるよう、三つの工房を緩やかに 1 部屋に配している 
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施設設備等の維持管理については、事業推進課が担当し、専門業者へ業務委託している。

電気設備、空調設備、消防設備、エレベーター・エスカレーター等の保守については法令

を遵守して、有資格者による法定点検、定期点検を実施している。日常的な清掃業務や警

備業務については、要員が常駐する体制を敷いている。 
学生の施設利用時間は、原則平日（通常授業開講日）9 時～18 時、土曜日 9 時～17 時

としている。届出による延長使用は、原則 21 時までとしているが、教員の立会いの場合

は、最長 23 時まで施設を開放している。また、研究のための夜間及び休日の施設利用や

学生の時間外利用については、事前申請により利用を認めている。 
■谷岡学園梅田サテライトオフィス「CURIO-CITY（キュリオ‐シティ）」 

グランフロント大阪タワーA（南館）16 階に位置する谷岡学園梅田サテライトオフィ

スは、講義室 2 室、フリースペース・アクティブ学習フロア、ミーティングブース 2
ブースを配し、教育研究成果の展示発表や特別講義、各種説明会、相談会等に活用し

ている。 
■株式会社神戸デザインクリエイティブとアニタス神戸  

株式会社神戸デザインクリエイティブは、平成 22（2010）年 2 月に本学園の出資会

社として設立した。株式会社神戸デザインクリエイティブは、デザイン、アート、メ

ディアに関する企画・運営・制作等の事業を行っており、アニメーション事業部とし

てスタジオを開設している。東京に一極集中しているアニメ産業を関西で活性化させ、

雇用創出に貢献し、西日本のアニメ文化・産業の拠点となることをめざしている。 
（【資料 2-5-1】～【資料 2-5-3】） 
 
＜施設・設備の安全性（耐震など）の確保＞ 
施設に関する規程として「神戸芸術工科大学施設管理規程」「神戸芸術工科大学施設管

理運営に関する取扱要領」「神戸芸術工科大学施設設備使用に関する取扱要領」を定め、

教職員と学生共に遵守し、安全を確保している。 
施設の耐震については、キャンパス内の全ての建物が平成元（1989）年 3 月以降の竣

工であり、建築基準法の新耐震基準に適合している。アスベストについても全建物問題が

ないことを確認している。 
安全対策については、正門に警備員が駐在し、24 時間体制で巡回や車輌誘導を行って

いる。また、各施設には機械警備を導入し、センサーが異常を感知した場合、施設での異

常を知らせる情報が警備会社の基地局に届き、警備員が急行する体制を整備している。 
防火防災に関しては、「神戸芸術工科大学消防計画」を定め、組織体制の整備、安全対

策及び防火・防災教育等を実施している。 
各ラボラトリーにおいては、運用ルールを定めて安全性の確保、快適な作業、共同作業

のマナー等に留意した運営を行っている。ラボラトリーにおいて制作作業を指導する職員

は、特殊技能の有資格者を常駐する体制を取り、学生を適切に指導している。特に 92 号

棟ラボラトリーは、丸鋸盤、カンナ盤などを設置しているため、「木材加工用機械作業主

任者」の資格を有した教職員 4 人が管理・指導している。（【資料 2-5-4】～【資料 2-5-7】） 
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2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

キャンパス環境整備運営委員会は、教育上必要な情報機器や製作機材の計画的な導入を

行っている。コンピュータラボラトリーは、教務課の職員が情報機器の管理を行っている。

また、コンピュータの操作サポートを担う SA を常時配置している。 
 大学院では、研究指導担当教員と相談をし、学生の研究内容に適した活動場所（95 号

棟大学院工房）を提供している。また大学院生には、4 号棟 3・4 階に修士課程、5 階に博

士後期課程の学生の共同研究室を設置し、研究制作を行うための個人スペースの確保とそ

れぞれの専門分野に合った機器の提供及び学会発表の交通費等を研究指導費で行ってい

る。 
情報図書館は、大学設置基準第 38 条に基づき、教育研究上必要な図書、学術雑誌、資

料等を収集し、提供している。施設は地上 2 階建て、総床面積は 2,031 ㎡、蔵書数は 14
万 7,758 冊（和書 12 万 5,043 冊、洋書 22,715 冊）、定期刊行物 1,125 種（和書 849 種、

洋書 276 種）、視聴覚資料 14,884 種を所蔵している。契約データベース 3 種類を準備し、

雑誌記事・学術論文等の情報を閲覧できるサービス等を提供している。 
情報図書館の運営については、情報図書館長を委員長とし、設置各学科及び大学院の教

員で構成される情報図書館委員会を設置し、収書方針や利用促進に係る情報発信を含めた

運営全般について検討を行っている。 
令和 2（2020）年度「学術情報基盤実態調査（文部科学省）」の結果では、情報図書館

は、同規模の私立大学（単科大学 220 大学）の図書館における蔵書数、閲覧室や視聴覚ス

ペース等のサービススペース面積において、ともに平均値を上回っており、適切な規模を

保有している。（【資料 2-5-8】～【資料 2-5-10】） 
 

図表 2-5-3 令和 2（2020）年度 学術情報基盤実態調査（文部科学省）調査結果との比較 
 全所蔵数（冊） サービススペース（㎡） 
神戸芸術工科大学情報図書館 147,644 1,550 
私立大学（単科大学）1 大学平均 100,486 806 

 
図書貸出を含む各種の手続きは、「図書館システム（富士通 iLiswave-J）」により館内カ

ウンターにおいてワンストップで対応している。情報図書館ホームページから、蔵書検索

を始め、貸出予約、貸出延長、選書リクエスト、新着資料案内、Twitter での情報発信と

併せ、館外から情報収集や手続きが可能な環境を提供している。また、情報図書館ホーム

ページの蔵書検索エンジンは、他大学の図書館や公共図書館の蔵書を横断検索する機能を

併せ持ち、大学図書館間の相互利用制度による他館の資料閲覧、複写、借用のサービスを

より活用しやすくしている。 
情報図書館の職員は、事務室長（兼任）以下、専任職員 2 人、特別職員 4 人の計 6 人が

運営及び利用者サービスの業務にあたり、うち 4 人は図書館司書資格を有している。 
情報図書館の施設及び設備については、通常の資料閲覧スペースに加え、視聴覚資料の

利用のための AV ブース（ブース数 20、24 席）、約 50 人を収容する AV ホール、グループ

での学習に対応するグループスタディルーム 2 室を保有し、多様な資料の活用やディスカ

ッション、プレゼンテーション型の授業の実施にも対応できる環境を備えている。 
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情報図書館の開館時間は、月曜日～金曜日 9：00～19：00、土曜日 9：00～17：00 で行

い、通常授業時間帯（1 時限目～5 時限目）に対応している。 
情報図書館では、基礎教育に対応する教養書、作品制作のための技術書・理論書に加え、

人や自然が生み出す「かたち」や「色彩」「質感」「陰影」「構図」等の文字では表わせない

情報も学修において重要な資料と位置づけている。デザイン・アート分野の作品集、写真

集や、特殊な造本がなされた書籍の購入、国内の美術館等を通じた展覧会図録の譲受等、

積極的な収集を図っている。さらに著名グラフィックデザイナーの手によるポスターの現

物や古典映像作品の 16mm フィルム等、作品そのものも蔵している。これらは授業で使用

されるほか、不定期に開催する情報図書館独自のイベントや資料展示企画を実施し、学生

の利用に供している。 
 

図表 2-5-4 入館者数実績（過去 5 年間） 

 

令和 2（2020）年度においては、大学の新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴うキ

ャンパスへの入構禁止・情報図書館の休館（4 月 3 日～5 月 31 日）や前期中の開館時間の

短縮、密を避けるための閲覧席削減（199 席⇒66 席）を実施した。授業のオンライン化等

の影響もあり入館利用者数は大幅に減少したが、自宅学習の支援のため在学生向けに実施

した図書の郵送貸出サービスについては、特にキャンパス入構禁止期間において活発に利

用された。 
令和 3（2021）年 5 月 1 日時点で、依然として感染拡大防止措置を取りながらではある

が、在学生向けのサービス及び開館時間は平常通りの運営を行っている。 
 

図表 2-5-5 図書郵送貸出サービス利用実績 
 実施時期 利用人数 図書貸出冊数 

第 1 回 令和 2（2020）年 5 月～6 月 53 人 170 冊 

第 2 回 令和 2（2020）年 8 月～9 月 1 人 5 冊 

第 3 回 令和 3（2021）年 1 月～3 月 4 人 12 冊 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性  

キャンパスのバリアフリー化については、身障者用トイレやリフト、エレベーター・エ

スカレーターやスロープ、身障者専用の駐車場を整備している。（【資料 2-5-11】） 
車椅子に乗ったまま授業を受けられるよう、対象者がいる教室には、専用の机を用意し

ている。 
兵庫県の福祉のまちづくり条例に沿ったユニバーサルデザインに配慮した施設設備を

整え、利便性の向上に努めている。 
 

 平成 28 年度 
（2016） 

平成 29 年度 
（2017） 

平成 30 年度 
（2018） 

令和元年度 
(2019） 

令和 2 年度 
(2020） 

入館者総数 33,313 人 29,832 人 27,499 人 28,353 人  9,918 人 

うち在学生入館者数 29,819 人 26,726 人 24,346 人 25,147 人 8,997 人 
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2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

授業を行う学生数は、教育効果を十分に上げられるよう、授業方法、担当教員数、施設・

設備、前年度の受講者数、在籍・入学予定者数、その他の教育上の諸条件を考慮して人数

設定をしている。また、1 クラスの規模は、学科・学年ごとによるクラス設定を基本にし

ている。学年の人数が 40 人を超える場合は、授業運営等によっては 2 クラス設定を行う。

演習・実習は作業スペース、コンピュータ実習は台数による制限から、1 授業あたりの適

切な受講者数を維持するとともに、可能な限り複数クラスを開講することで、学生の学修

環境を確保している。 
必修科目である「基礎英語Ⅰ」と「日本語表現Ⅰ」は、入学前にプレイスメントテスト

を実施し、能力別クラス編成を行っている。 
さらに、「基礎教育科目」及び「芸術工学基礎」に設定している語学及び演習・実習科

目は、履修登録前の事前抽選（予備登録）により、語学は 20～30 人、実習科目は 20～40
人（授業により異なる）程度を上限とする調整を行っている。コンピュータ科目を中心に

教員 2 人を配置している。 
専門科目の場合は、1 科目概ね 20 人を超える場合は複数クラスあるいは複数教員によ

る開講とし、卒業研究（ゼミ）は学生の希望により指導教員を決定する。また、特定の教

員へ過度に集中しないよう、本人と面談のうえ調整を行っている。（【資料 2-5-12】・【資料

2-5-13】） 
 
（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

校地、校舎は、大学設置基準に示された基準を上回って整備しており、教学運営に支障

のないよう管理、運用している。 
年々コンピュータやネットワークを活用する授業が拡大している。また遠隔授業の実施

に伴う自習室（Wi-Fi 含む）の利用も増加の一途であり、令和 2（2020）年夏に学内ネッ

トワーク環境の整備を実施したが、今後も引き続き教育研究活動に支障をきたすことなく、

教育環境を整えるため、中期計画に基づき計画的に実施する。 
教育用施設・設備の整備・運用を図ることを目的とし、平成 27（2015）年 4 月より全

学的観点から検討を行う組織として、教育施設設備整備委員会を発足した。平成 31（2019）
年 4 月には、全学科まとめて中長期的な整備計画を立て、さらには事業推進課が担当する

施設関係とも連携して効果的に整備することを目的とし、教育施設設備整備委員会とキャ

ンパス展示環境運営委員会を統合し、キャンパス環境整備運営委員会を発足した。 
施設・設備については、学生の満足度の向上を図るため、キャンパス施設の環境整備、

既存施設のリニューアル及び省エネ対策の検討を進め、計画的に改善する。 
開学から 32 年が経ち、各施設・設備の維持管理の面で、補修・更新が必要になる。日

常の細かな修繕のほか、各棟空調機器の更新やオーバーホール、各所のシーリングや外壁

をはじめとする防水工事等、大きな補修・更新が必要となる。教育研究活動に支障をきた

さないよう中期計画に基づき計画的に実施する。 
情報図書館においては、電子書籍の積極的な導入やオンラインデータベースの拡充によ

り、自宅等、学外における学習支援手段の拡大を図る。 
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2－6．学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 
 
（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学生生活に関する実情を理解するために、定期的に学生生活に係る実態調査を実施し、

学生の生活、健康、修学、課外活動、キャンパス、福利厚生等の学生生活全般について意

見・要望の情報収集を行っている。学生生活の実態を把握し、その問題点や課題の抽出を

行い、大学環境の改善や多様なニーズへの対応等、学生生活向上のための支援のあり方を

検討するための資料として活用している。本調査の分析結果については、学生委員会及び

教授会で報告し、大学ホームページにおいて学内外に向けて広く公開している。アンケー

ト結果を踏まえ、問題点を改善し、大学全般の改善計画に対応できるように取組んでいる。

（【資料 2-6-1】） 
 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学生満足度調査では、健康相談、カウンセリングの支援体制、奨学金等経済面での支援

に係る満足度、さらに自由記述欄を設けて、学生の要望の把握に努めている。 
改善策の一つとして、教育後援会の補助を受け、学生食堂におけるメニューの減額サー

ビスを実施し、学生の食生活に係る健康維持増進に向けた支援を実施している。 
経済的に困窮している学生のために教育後援会に働きかけを行い、教育後援会奨学金の

採用枠を増員し、学生の経済的負担の軽減を図っている。 
 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

上述の学生満足度調査では、学修環境面における満足度について調査を行い、学生から

の意見の汲み上げ、満足度の向上に努めている。 
学生からの要望を受け、平成 28（2016）年度に新築した学生会館は、課外活動団体の

新たな活動場所となるほか、学生が自由に利用できるスペースとして、リラクゼーション

ルーム、マルチスペースを設け、保健室や学生相談室（カウセリングルーム）を併設し、

学生が気軽に利用できる健康相談や心的支援の拠点として活用されている。 
学生の住環境の整備としては、平成 29（2017）年度より大学近隣のマンション一棟を

借り上げ、本学学生専用マンションとして全 48 室を提供している。また、留学生への福

利厚生の一環として、令和元（2019）年度より大学近隣の県営住宅 7 部屋を借り上げ、安

価で良質な住環境の提供を行っている。 
学生フォーラム執行部でも独自に学生アンケートを実施し、学生の意見を集約している。
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集約結果は要望・意見書としてまとめられ、毎年 12 月に開催している「学生団体と学長

との懇談会」おいて、副学長、学生委員長、事務局長及び学生生活・国際交流課長同席の

もと、学生代表として学生フォーラム執行部から学長に意見書が提出される。これを受け

て、学生委員会や学内関係各部署は、協議を行い、実質的な検討を行っている。回答の内

容は、学生フォーラム掲示板から全学生へ周知・公表される仕組みとなっており、学生か

らの要望を汲み上げ、満足度の向上に努めている。（【資料 2-6-2】） 
大学院では、各学年終了時に「大学院学生生活調査」を実施し、大学院生の学修環境等

の改善のための集計と分析を行っている。入学前後の大学院に対する印象、多様な学生と

共に学ぶ授業環境、教育・研究に対する支援の満足度、研究・制作環境、施設・設備利用

状況、事務窓口の対応、研究・サポート体制などの評価項目を設定し、集計結果は大学院

生にフィードバックを行い、大学院運営の改善に努めている。 
これらの集計結果については、大学院運営委員会で分析し、大学院教授会にて報告を行

い、大学院担当教員に共有して授業及び研究指導に活用している。（【資料 2-6-3】） 
 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

令和元（2019）年度学生満足度調査においては、学生専用のポータルサイトのアンケー

トツールを利用して調査を実施し、学生意見の聴取や要望の把握を行ったが、回収率が

23.5％と低い結果に終わった。このため、今後実施方法や期間等を見直し、調査を継続し

て実施していく。また、直ちに改善に至らない要望についても、懸案事項として検討を継

続し、大学全般の改善計画に取り組んでいくと共に、結果についての学生へのフィードバ

ックの方法を検討する。 
「大学院学生生活調査」を継続的に実施することにより、制作環境、施設・設備利用状

況への意見や要望を把握し、大学院運営の改善等を行う。また、留学生の学生数増加に伴

い、学生生活・国際交流課との連携により、大学院生の学生生活全般の状況把握に努める。

留学生に対しては日本語によるコミュニケーション能力の向上を図る。 
 
［基準 2 の自己評価］ 

学部及び大学院の募集においては、アドミッションポリシーを明確に定め、周知・公表

している。入試においては、受験者自身が選択し受験できるよう多様な入試区分と試験科

目を設定している。入学者は安定的に適正数を確保している。収容定員に対する在籍者数

の比率は、適正を維持している。 
学修の支援については、教職協働の体制を整備するとともに、オフィスアワー制度や、

TA・SA の配置、成績不振等学生への対応等を行っている。教育設備の更新、大学院生へ

の学会参加費や論文発表費及び研究資料等の研究活動費の補助、留学、国際大学交流等の

教育環境の充実を図っている。 
就職・進路については、キャリア教育科目を授業に取り入れ、ガイダンス、各種資格取

得講座及びスキルアップ講座等により、進路や就職に対する意識啓発や職業スキルの修得

を図っている。インターンシップについては、キャリアセンター室が受入れ先の開拓を行

い、実習生へのマナー研修、研修中の企業訪問等を実施し、双方の相互理解が進むよう、

またミスマッチの回避に努めたサポートを行っている。この結果、令和 2（2020）年 3 月
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卒業者の就職率は 84.2%となっている。 
学生支援については、学生満足度調査や学生生活実態調査、学生団体と学長との懇談会

等から、学生の意見・要望を収集し、改善できる体制と組織を整備している。 
除籍・退学者の抑止を図るため、教員と事務局が連携して対応する体制が整備され、機

能している。 
学生生活の様々な支援を必要とする学生に対し、個別に配慮できる体制を整備している。

またグローバル化に対応できる学生の育成を図り、海外留学のサポートや単位認定等の支

援を行っている。 
教育環境は、専門教育に適した施設設備を備えている。キャンパス環境整備運営委員会

において中期計画を立て、設備環境の更新・導入を行っていく。各種ラボラトリーにおい

ては、技術的な安全指導にも配慮し、有資格者の専門職員が常駐するなど、学生への指導

及び設備の適切な運用を行っている。 
以上のことから、基準 2「学生」の基準を満たしている。 
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基準 3．教育課程 

3－1．単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 
 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

＜学部＞ 

本学では、平成 31（2019）年 4 月に、三つのポリシーを学部全体と学科ごとに策定し直

すとともに、三つのポリシーの一貫性を持たせた。 
学部のディプロマポリシーを、『「科学と技術」「芸術と文化」「人間と歴史」の学問分野

にまたがる「芸術工学」の基礎知識を身につけ、豊かなコミュニュケーション能力と確か

な表現技術の修得、感性の練磨に努め、常に時代の要請に鋭敏に反応し、社会との関わり

の中で持続的に創造的な活動ができるデザイナー、アーティスト、クリエイターの養成を

教育目標としたカリキュラムにおいて、所定の単位を修めた者に、学士（芸術工学）の学

位を授与する。』と定めている。 
なお、このディプロマポリシーは、「KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE」、

大学ホームページで公開している。また、新入生には初年次教育科目「大学入門セミナー」

において周知している。（【資料 3-1-1】・【資料 3-1-2】） 
 

＜大学院＞ 

大学院のディプロマポリシーは、『現代の状況に即応するデザイン理論の深化により「芸

術工学」の学問的確立を図り、その専門的研究を通して創造性豊かな研究者ないしは指導

的実務者を養成します。あわせて、多様化したデザイン環境に対応するため、高度な専門

的知識・能力・技術を備え総合的視野をもつデザイナーを養成することを、教育・研究目

標としています。それらを実現するためのカリキュラムを編成し、所定の単位を修めると

ともに修士研究または博士論文の審査に合格した学生に対して、修了を認定し学位を授与

します。』と定めている。 
ディプロマポリシーは、「神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス」及び大学

ホームページに公開している。また、大学院生には各年度始めに開催するオリエンテーシ

ョンにおいて周知している。（【資料 3-1-3】） 
 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

＜学部＞ 

ディプロマポリシーを達成するため、卒業要件区分を大きく「基礎教育」「芸術工学基礎
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（専門教育／全学科共通）」「専門教育」の三つに分け、それぞれに必要な授業科目を設定

している。単位の授与については学則に定めており、シラバスに基づきレポート、実習課

題、試験により行う。評価は、「S・A・B・C・D・E・N」の 7 段階をもって表示し、S・
A・B・C を合格、N を認定としている。 
進級については、4 年次における卒業研究の着手に必要な単位数を「KOBE DESIGN 

UNIVERSITY CAMPUS GUIDE」に明示するとともに、入学時のオリエンテーションに

て学科・コースごとの「履修モデル」をとおして周知している。 
なお、卒業要件単位数は図表 3-1-1、卒業研究着手条件は図表 3-1-2、成績評価の評語・

GP 値等は図表 3-1-3 のとおりである。（【資料 3-1-4】～【資料 3-1-6】） 
 

図表 3-1-1 卒業要件単位数表（令和 3（2021）年度入学生用） 

 
図表 3-1-2 卒業研究（4 年・必修）着手条件（令和 3（2021）年度入学生用） 
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図表 3-1-3 成績評価の評語・GP 値等 

 

 

＜大学院＞ 

博士後期課程及び修士課程の修了要件については、大学院学則第 37 条に明記している。

修了に必要な単位を大学院学則第 30 条において修士課程 30 単位以上、博士後期課程 18
単位以上とし、修業年限を大学院学則第 9 条に定めている。各授業における単位認定は、

筆記試験又はその他の方法によって学期末に行い、成績評価は、「A・B・C・D・N」の 5
段階をもって表示し、A・B・C を合格、N を認定としている。これらの単位認定基準に

ついては、大学院学則第 32 条及び第 33 条に定めている。 
修了要件を満たした者は、博士及び修士学位審議委員会での論文又は作品の審査の結果

が合格した者を、大学院学則第 38 条に基づき大学院教授会を経て、学長が認定する。学

位については、「神戸芸術工科大学大学院学位規程」及び「神戸芸術工科大学大学院芸術

工学研究科における学位論文に係る評価基準及び審査体制」に学位の要件及び審査等を定

めている。また、優れた研究業績を上げた者については、審査により履修期間の短縮の修

了を可能としている。 
これらの修了認定基準、単位認定基準及び学位規程については、「神戸芸術工科大学大

学院芸術工学研究科シラバス」及び大学ホームページに公開している。また、大学院生に

は各学期始めに開催するオリエンテーションにおいて周知させている。（【資料 3-1-7】～

【資料 3-1-10】） 
 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

＜学部＞ 
各授業科目の成績評価方法については、シラバスに明記されており、「シラバス作成の

手引き」を通じて、客観的に、厳格に評価するよう要請している。その成績評価基準に基

づき、各教員が単位付与を行っている。（【資料 3-1-11】） 
複数クラスが開講される授業科目、選択必修科目等については、学期毎に成績評価分布

図等を教務委員会において報告し、成績評価基準が平準化されるよう学科や科目担当教員

間等で確認をしている。 
卒業要件を満たした者については、学則第 39 条に基づき教授会を経て、学長が卒業を

認定し、第 40 条に基づき学士（芸術工学）の学位を授与している。 
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＜大学院＞ 
各授業科目の成績評価方法については、シラバスに明記されており、「シラバス作成の

手引き」を通じて、客観的に、厳格に評価するよう要請している。その成績評価基準に基

づき、各教員が単位付与を行っている。 
学位論文については、「学位論文に係る評価基準及び審査体制」として定め、大学ホー

ムページで公表している。 
学位論文の審査については、学位論文に関連する専門分野の教員を主査と副査として、

修士の学位論文審査の場合は当該論文に関連する専門分野の教員 2 人以上、博士の学位論

文審査の場合は当該論文に関連する領域の教員 3 人以上で組織する専門委員会を設けて

いる。専門委員会では、学位論文の審査のほか、口述又は筆記試験による最終試験を行う。

「神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス」に明示し、計画的な指導と評価を行

っている。（【資料 3-1-12】～【資料 3-1-14】） 
 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

＜学部＞ 
ディプロマポリシーと単位認定、卒業・修了認定は、適正に実施している。 
ディプロマポリシーは、学修成果の目標となるべきものであるため、今後もより一層の

周知を図る。平成 31（2019）年 4 月に行ったカリキュラム改革の検証を随時行い、一層

実質化できるよう改善を重ねる必要がある。また、成績評価基準について、一層の明確化

のための仕組みの導入（例：ルーブリック評価）について検討する。 
また、本学には学生の学修への取り組みの意欲が低下した場合においても、その後の意

欲を後押しできるよう、2 年次、3 年次への進級要件を設けていないため、学期途中にお

ける進捗状況の把握、学生指導等を一層取り組む体制について検討を行う。 
 
＜大学院＞ 

大学院における修士論文の審査は、従来は主査と学位論文に関連する専門分野の教員 2
人以上の副査で審査した後、修士学位審議委員会による審査を経て、大学院教授会におい

て判定を行っていたが、より厳正に審査するため平成 28（2016）年後期より副査を教員 3
人以上とした。 

博士論文の審査については、主査と学位論文に関連する専門分野の教員 3 人以上の副査

で審査した後、博士課程担当教員（丸合）による博士学位審議委員会による審査を経て、

大学院教授会において判定を行っている。なお課程博士の学位を申請について、予備審査

の要件となる査読付き論文の扱いについて見直しを行った。 
修士課程では、「特別研究」において 1 年次の 10 月に全員が中間発表を行い、大学院担

当教員全員で研究内容の評価を行っている。2 年次では、6 月と 11 月に発表会を行い、研

究内容の評価を行っている。修士課程における学位論文（作品）の申請及び受理後、修了

認定に係る学位審査の発表会（最終試験）を実施している。大学院生数の増加に伴い、研

究分野や領域（学域）が多岐に渡ることから、発表方法や審査基準及び教員の指導及び助

言体制の見直しを行う。 
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3－2．教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 
 
（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

＜学部＞ 
上述（3-1-①）のとおり、平成 31（2019）年 4 月に、三つのポリシーを学部全体と学

科ごとに策定し直すとともに、三つのポリシーの一貫性を持たせた。 
学部のカリキュラムポリシーを、『「科学と技術」「芸術と文化」「人間と歴史」の学問分

野にまたがる「芸術工学」の基礎知識を学び、人間の生活や環境を機能的で心地よく、さ

らに美しくするためのデザイン、並びに時代が求める最先端の芸術についての教育研究を

行うことを目的とする。大学生としてふさわしい知識や教養を基礎教育科目で、学科を超

えた融合的な基本的知識や基本的表現技術を専門教育科目・芸術工学基礎科目で学ぶ。専

門分野として、環境デザイン、プロダクトデザイン、ビジュアルデザイン、映像表現、ま

んが表現、ファッション、アート・クラフトをおき、時代の発展・変化を背景に生まれる

デザイン、現代アート及びメディア・アート、さらには、伝統的な文化・芸術から創生さ

れる新しい感性を表現活動の実践から身に付けた高度な表現者・教育者を養成する。』と

定めている。 
なお、この内容は「KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE」、大学ホーム

ページで公開している。また、新入生には各学科のオリエンテーションにおいて周知させ

ている。（【資料 3-2-1】・【資料 3-2-2】） 
 

＜大学院＞ 
カリキュラムポリシーは、『『芸術工学』の基盤となる深い専門知識と豊かな芸術的感性

を持つ総合的なデザイナーやアーティストの育成、さらには高度な研究開発能力を持つ研

究者や、確かな教育能力を兼ね備えた教育者の養成を目指します。時代や社会が求める多

様な「科学と技術」の活用を、人間の立場から総合的に「発想」し、「構成」「計画」し、

「表現」「造形」するカリキュラムを編成し、「芸術と文化」「人間と歴史」「科学と技術」

の諸科学と合わせて総合的に研究指導を行います。』と定めている。 
また、カリキュラムポリシーは、大学院生に配付する「神戸芸術工科大学大学院芸術工

学研究科シラバス」及び大学ホームページで公開している。また、大学院生には年度始め

に開催するオリエンテーションにおいてカリキュラム編成と合わせて説明し、周知させて

いる。（【資料 3-2-3】） 
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3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

＜学部＞ 
本学のカリキュラムポリシーは、ディプロマポリシーに示された能力・資質を、4 年間

の学びを通じて学生が修得できるよう策定している。 
具体的には、大学生としてふさわしい知識や教養を「基礎教育科目」、芸術工学の基礎知

識、学科を超えた融合的な基本的知識や基本的表現技術の「芸術工学基礎」と、各学科に

合わせた特色ある授業科目の「専門教育科目」によって教育課程を編成している。これら

の科目群に設定された科目を体系的に履修することによって、ディプロマポリシーに挙げ

られた能力が身につくようになっている。 
 

＜大学院＞ 
大学院のカリキュラムポリシーは、ディプロマポリシーに示された能力・資質を、2 年

間（修士課程）並びに 3 年間（博士後期課程）の学びを通じて大学院生が修得できるよう

策定している。 
具体的には、多様化する現代社会において、より実践的な構想及び戦略計画・立案でき

る総合的なデザイナーやアーティストの養成、研究者として自立し研究活動を行うための

高度な研究能力とその基礎となる豊かな学識を養うための教育課程を編成している。 
 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

＜学部＞ 

平成 31（2019）年 4 月に行ったカリキュラム改革時に、カリキュラムポリシーに基づ

いて教育課程を学科、コースごとに体系的に編成している。またカリキュラムフロー図や

履修モデルにより、教職員はもとより、学生が卒業までの教育を体系的に捉え、履修計画・

履修指導を容易に行えるように工夫している。 
語学科目や実習科目に一部履修条件を設定し、段階的な学修を奨励する仕組みを運用し

ている。 
シラバスは、学生が授業を通じて身につけられる能力等を具体的に記載するとともに、

授業計画を始め、授業時間外学修、フィードバックの方法、具体的な評価方法等を明示し

ている。 
また、学生が各年次において適切に授業科目を履修するため、履修登録は前期と後期に

行い、履修単位数の上限を各学期 25 単位に設定する「CAP 制度（履修単位数の制限）」を

運用している。（【資料 3-2-4】～【資料 3-2-6】） 
 
＜大学院＞ 

科目区分として「芸術工学基幹科目」「国際科目」、「専門科目」の四つの学域（環境・空

間、ひと・もの・くらし、メディア・コミュニケーション、アート・クリエイション）、「プ

ロジェクト科目」及び「特別研究」の五つの科目区分で履修が体系化されている。（【資料

3-2-7】） 
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3-2-④ 教養教育の実施 

＜学部＞ 
教養教育（基礎教育）を適正に実施するため、「芸術工学教育センター」を設置し、「教

務委員会」と連携して授業科目の検討を行っている。 
「基礎教育科目」区分では、大学生としてふさわしい教養と、社会で活躍するために必

要な基本的知識を身につけることができるさまざまな教養的科目を、「学修基礎」「芸術・

デザイン」「歴史・文化・社会」「科学・身体」「外国語」の五つに区分し設置している。 
また芸術工学の基礎知識、自分の専門を追求するにあたっての視野を広げ、横断的な構

想力を養い、現代社会において創造的に活動するための特に基礎的な表現技術を学ぶため、

全学科専門教育科目に「芸術工学基礎」区分を設置している。これらの区分それぞれに必

要最小限の修得単位数を設定することで、基礎教養が偏りなく身につくようになっている。 
なお必修である「日本語表現Ⅰ」「基礎英語」は、入学前にプレイスメントテストを実施

し、能力別クラス編成を行うことで、適切な授業を受講できるようになっている。（【資料

3-2-8】） 
 
＜大学院＞ 

芸術工学の理論性に注目したアカデミックなプレゼンテーションスキルを身につけ、英

語による論理的なディスカッションができる力を養う「イングリッシュプレゼンテーショ

ンⅠ・Ⅱ」を選択必修科目（修士課程）として設けている。 
また、留学生増加に伴い、多様な文章や映像による「話し言葉・書き言葉」の習得、表

現するための文法・語彙知識の獲得、高度な考察の基盤となる文化社会への理解の育成を

行う「ジャパニーズコミュニケーションⅠ・Ⅱ」の授業を留学生限定で実施している。（【資

料 3-2-9】） 
 
3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

＜学部＞ 

教員の教授法については、学生が行う授業アンケートや学生の授業の到達目標（成績）、

学修行動調査、学修成果に関する調査等の成果を踏まえて、各学科・コースにおいて検討、

調整を行っている。これらの調査・アンケートは、教務委員会の案件として実施している。

またアクティブ・ラーニングの一層の推進のため、アクティブ・ラーニングの重要性につ

いて共有するとともに、「シラバス作成の手引き」にも記載している。また教授方法の工夫・

開発を狙い、各学科における特色ある教授方法等を情報共有し合う FD・SD 研究会を実施

している。（【資料 3-2-10】～【資料 3-2-13】） 
 

＜大学院＞ 
博士後期課程の「特別研究 E・F」及び修士課程の「特別研究 A・B・C・D」の科目に

おいて、各指導教員（主査）のみならず各大学院生の研究分野や領域（学域）に沿った副

指導教員（副査）を複数人設定し、研究指導及び助言を行っている。 
特別研究の成果及び進捗状況については、レジュメ要旨としてまとめ、発表会を実施し、

他領域の大学院担当教員からの助言等を大学院生にフィードバックして評価を行い、博士
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論文及び修士論文（作品）の学位申請につながる指導及び助言体制を築いている。（【資料

3-2-14】） 
 
（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

＜学部＞ 

令和元（2019）年度に実施したカリキュラム改革の検証を随時行い、必要に応じてカリ

キュラムの再編を行う。 

授業アンケートをはじめとする各種アンケートの実施方法、項目等について精査し、学

生の負担軽減を図るとともに、教育内容の質的保証を検証し、評価を可視化できる設問を

取り入れる等の見直しを図る。 

CAP 制度の上限値（半期 25 単位）については、一層の単位制度の実質化に向け、授業

アンケートをはじめとする各種アンケートにおいて調査した学生の学修時間等のデータ等

をもとに再検討を行う。 
 
＜大学院＞ 

平成 29（2017）年度に見直したカリキュラムにより、大学院の教育体系が整備された

が、この検証を行い、必要に応じてカリキュラムの再編を行う。 

大学院生の研究体制や指導体制を随時確認し、修士論文（作品）並びに博士論文審査に

係る発表会や審査方法の再検証を行う。 
 
3－3．学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 
 
（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法を含む、本学における教育研究活

動等の総合的な状況について、「神戸芸術工科大学大学評価委員会」における、自己点検・

評価を毎年実施することにより運用を行っている。そのうち、学修成果の点検・評価の主

な項目は、以下のとおりである。（【資料 3-3-1】） 
・シラバスの点検 
・GPA 状況の確認（学部） 
・授業アンケートの実施 
・学修行動調査、学修成果に関する調査の実施（学部） 
・学生生活調査（大学院） 
・卒業・修了制作展における評価 
各アンケート、調査は、各学期末、1 年次・3 年次終了時、卒業時と、各段階の状況を
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把握し、分析し、改善・点検につなげている。これらの調査結果から導き出された課題等

は、関係する委員会や FD・SD 研究会におけるテーマとし、各学科・コースで確認を行っ

ている。 
なお、令和 2（2020）年度はコロナ禍により、当初計画していた令和 2（2020）年度シ

ラバスどおりの授業運営方法から遠隔授業への大幅な変更を余儀なくされたため、各学期

末に授業代表教員が「授業実施報告書」を作成、特に遠隔授業における工夫、課題等につ

いて点検を行った。（【資料 3-3-2】～【資料 3-3-10】） 
キャリアセンター室において、卒業後の進路が決定した学生には「進路決定届」の提出

を求め、卒業年次に 3 回（10/1 現在、卒業時点、4/30 現在）卒業後の進路調査を行って

いる。卒業後は、1 年目及び 3 年目の全卒業者を対象に、「卒業生アンケート」を行い、

現在の状況や、卒業後に大学での学びが生かされているか等の項目で学修成果の点検を行

っている。また、卒業者の就職先企業を対象に「卒業生就職先アンケート」を行い、「採

用にあたって重視すること」「卒業生が身に付けている能力」等の項目で学修成果の評価

を行っている。（【資料 3-3-11】・【資料 3-3-12】） 
 
3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

学修内容・方法及び学修成果の点検・評価結果のフィードバックのための主な具体的取

り組みは、次のとおりである。 
■シラバスの点検 
全ての授業は、ディプロマポリシーまたカリキュラムポリシーに示された能力・資質を、

学部 4 年間あるいは大学院 2 年間または 3 年間の学びを通じて学生が修得できるよう策定

しており、それらの具体的な学修方法及び評価は、シラバスに示されている。令和元（2019）
年度に実施したカリキュラム改革において、特別企画室において、本学の全科目シラバス

を点検し、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーとの整合性を確認したが、以降も

年一回、学科等部門ごとに点検する体制も整えている。 
また学部では、学生が身につけることが期待される知識・技能・態度と授業科目との関

係を示したカリキュラムフロー図を作成しており、シラバスと併せてカリキュラムフロー

図を点検している。 
 
■GPA 状況の確認（学部） 

各学期で、学修成果を図る指標の一つとして学年学科別の GPA 等を集計し、教務委員

会を通じて情報を共有し、教育改善に努めている。 
 
■授業アンケートの実施 
前期末と後期末の計 2 回、全ての授業について実施し、その結果に対して教員による「フ

ィードバック報告」の提出を必須としている。その内容は、教授会で報告し全学的に情報

を共有するとともに、授業担当者は、改善案等を検討し、次回授業実施時に改善を行って

いる。なおこの内容は、学生と教職員を対象に、情報図書館及び大学ホームページ（学内

アクセス限定）にて公開するとともに、情報図書館に配架し閲覧できるようにしている。 
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■学修行動調査、学修成果に関する調査の実施（学部） 
「学修行動調査」は、1 年次及び 3 年次終了時に、学修時間、基礎教養、専門分野、ま

た文章作成能力、プレゼンテーション能力等についての成長度合い、学びの成果、大学が

実施する教育に対する評価等を設問としている。「学修成果に関する調査」は、卒業時に、

基礎教育、専門分野の知識・技術、情報の取捨選択・分析やその応用力、課題解決力、自

身が学修した成果等を設問としている。それぞれの集計結果は教授会で報告し全学的に情

報を共有するとともに、学科等ごとに、改善案等を検討し、カリキュラム見直し時や次回

授業実施時に改善を行っている。なお、この内容は大学ホームページで公開している。 
 

■学生生活調査（大学院） 

大学院では、「大学院学生生活調査」を各学年終了時に実施し、大学院生の学修環境等の

改善のための集計と分析を行っている。入学前後の大学院に対する印象、多様な学生と共

に学ぶ授業環境、教育・研究に対する満足度、研究・制作環境、施設・設備利用状況、事

務窓口の対応、研究・サポート体制などの評価項目を設定し、集計結果を大学院生にフィ

ードバックを行い、大学院運営の改善に努めている。 

 

■卒業・修了制作展における評価 

卒業・修了時に、学修成果の集大成である「卒業研究」「修士研究」による作品及び論文

を公開・発表する「卒業制作展」を学外施設（美術館）等で開催している。卒業制作展に

は、保護者や高等学校教員、高校生の他、企業からの見学を受け、意見交換や学修状況の

指標を得ており、教育の達成状況を点検・評価する機会となっている。 

 
■卒業生アンケート」、卒業生就職先アンケート 

キャリアセンター室では、「卒業生アンケート」「卒業生就職先アンケート」の結果を集

計し、キャリアサポート委員会並びに教授会で報告を行い、全教職員で結果を共有し、教

育内容・方法及び学修の改善にフィードバックしている。 
 
（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

各部門において、多様な調査の実施・分析・公表を行っているが、それぞれの調査の経

年比較分析や有機的な活用、さらに大学として総合的かつ俯瞰的な分析やその活用が不十

分なため、今後具体的な目標を立て、運用を行う体制を整えていく。さらにアセスメント・

ポリシーの整備を早急に進める。 

また、新型コロナウイルス感染症対応により実施した遠隔授業（オンデマンド、リアル

タイム）について検証し、対面授業とは異なる意義や可能性について検討を行う。 

「卒業生アンケート」結果から、大学での学修が実社会で役立っていること、役立って

いないこと、「卒業生就職先アンケート」から企業が求める能力、卒業生の評価を、大学と

して総合的かつ俯瞰的に分析して活用させていく。 

 
［基準 3 の自己評価］ 

教育課程全体において、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーに示された能力・
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資質を、4 年間の学びを通じて学生が修得できるよう策定している。 
学修成果の点検・評価方法の確立とその運用、教育内容・方法及び学修指導等の改善へ

向けての学修成果の点検・評価結果のフィードバックにおいて、授業アンケートをはじめ

とする各種調査の実施及び分析等を行い、学内で共有し、教育改善に努めている。またそ

れらの結果は、FD・SD 活動に生かすとともに、大学ホームページ等を通じて社会へ公表

している。 
以上のことから、基準 3「教育課程」の基準を満たしている。 
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基準 4．教員・職員  

4－1．教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 
 
（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

学長は、本学園の理事を兼ねており、最高意思決定機関である理事会での審議を経て決

定された本学園の運営方針に基づいて、大学の事業計画を策定している。 
毎年度 4 月の教授会において、学長が新年度の活動方針（ビジョン）をまとめた「神戸

芸術工科大学が目指すもの」を全教職員に配付し、大学院、学部、事務局、情報図書館、

芸術工学研究機構、各研究所等の取り組み、具体的課題と行動指針を説明することにより、

全学的な意識の統一を図っている。教育研究活動や業務執行において、学長のリーダーシ

ップを支えるものとなっている。 
また、事務局長からは、当年度の事業計画及び予算等の説明を行い、教職員に対して目

標を明確に伝えている。 
学長のリーダーシップを支える仕組みとしては、学長の補佐体制として副学長を置いて

いる。また、特別企画室を設置し、学長・副学長・事務局長、学長指名による教職員が構

成員となり、必要に応じて外部有識者の意見を聴きながら、大学の運営に関する事項、大

学の将来に関する中長期的な計画の立案及び人事計画の見直しなどを検討している。（【資

料 4-1-1】・【資料 4-1-2】） 
 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

本学の事務の組織及び分掌については、「学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規程」

に定めている。法人本部は、本学園が設置する学校の事務統括並びに調整を行う。大学に

は大学運営のための事務処理を行う大学事務局を置いている。 
本学園においては、秘書室、理事長直轄の組織として監査室及び高校企画室、法人本部

（総務課・人事課・財務課）を置き、本学事務局に、事業推進課、教務課、学生生活・国

際交流課、キャリアセンター室、広報入試課、情報図書館事務室を置き、それぞれの業務

に必要な人員を配置している。（【資料 4-1-3】） 
月 1 回、課室長会議を開催し、現状の課題を各課室長が共有し、解決を行っている。 
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図表 4-1-1 令和 3（2021）年度 業務執行管理体制 

 
「学校法人谷岡学園事務決裁規程」に則り、事業規模により理事長の事務決裁の権限の

一部を法人本部長、大学事務局長に委譲するなど適切な権限委譲を行い、事務処理の円滑

化を図り、業務遂行における責任体制の確立を図っている。（【資料 4-1-4】） 
本学は、教育研究組織を円滑に機能させるため、また使命・目的の実現に向け、学長の

諮問機関である運営協議会をはじめ、教授会、大学院教授会、各種委員会、学科会議を置

いている。各種委員会、学科会議で諮られた事項は、運営協議会及び教授会で審議・報告

している。 
学長は、学則第 6 条第 1 項、大学院学則第 5 条第 1 項、神戸芸術工科大学教授会規程第

2 条第 1 項、神戸芸術工科大学大学院教授会規程第 2 条第 1 項において、学長が決定を行

うにあたり、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項を明記してい

る。 
一方、運営協議会、教授会で諮られた事項は、各種委員会、学科会議で連絡・周知する

こととなっている。各種委員会は、各学科、芸術工学教育センター、大学院から委員を選

出し、各々の会議が使命・目的の実現に向けて効果的に連動している。（【資料 4-1-5】～

【資料 4-1-8】） 
 
【運営協議会】 

運営協議会は、学長、副学長、学部長、芸術工学教育センター長、学科主任、大学院研



神戸芸術工科大学 

61 

究科長、専攻主任、事務局長等をもって組織し、次の事項を協議する。 
（1）学長が学務統括上必要と認めた事項 
（2）教授会・大学院教授会の審議事項及び各種委員会の審議事項にかかわらず、学長が

学務統括上特に必要と認めた事項 
（3）各種委員会の委員（職制の委員及び別に定めがある場合を除く。）の候補者選任に関

する事項 
 

【教授会】 
 教授会は、学長、専任の教授をもって組織し、次の事項について審議し、学長に意見を

述べるものとする。 
（1）学生の入学及び卒業に関する事項 
（2）教育課程に関する事項 
（3）学位の授与に関する事項 
（4）学長が必要とし、諮問する事項 

ア 学則その他関連規程 
イ 教員の資格審査及び人事 
ウ 学生の賞罰 
エ 学生の転科及び復学 

 
【大学院教授会】 
 大学院教授会は、学長及び研究科担当の専任の教授をもって組織し、次の事項を審議し、

学長に意見を述べるものとする。 
（1）学生の入学及び課程修了の認定に関する事項 
（2）研究科における教育課程に関する事項 
（3）学位の授与に関する事項 
（4）学長が必要とし、諮問する事項 

ア 大学院学則その他関連規程 
イ 教員の資格審査及び人事 
ウ 学生の賞罰 
エ 学生の復学 

 
【教務委員会】 

教務委員会は、専任教員のうちから学長が委嘱した委員、事務局長、教務課長等をもっ

て構成し、次の事項を審議する。 
（1）教育課程に関する事項 
（2）履修方法に関する事項 
（3）単位認定に関する事項 
（4）成績評価に関する事項 
（5）その他教務に関する必要な事項 
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4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

大学が教育目的を達成するため、職員を教務担当、学生生活・国際交流担当、進路・就

職担当、広報・入試担当、施設管理担当、研究支援担当などに分け、職員を適切に配置す

ることにより、管理運営の機能性を発揮する体制を敷いている。 

また、前述の運営協議会、教授会及び運営協議会の下部組織である各種委員会では、教

員と職員が協働で参画・運営しており、情報共有を図っている。 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の意思決定の仕組みや学長のリーダーシップの発揮については、円滑に機能してい

る。今後は、特別企画室の機能を十分に活用し、必要に応じて体制の見直しを協議し、迅

速な対応を行う。 
 
4－2．教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 
 
（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

専任教員の採用・昇任については、大学設置基準第 14 条から第 17 条における教員の資

格に基づき、「神戸芸術工科大学教員選考規程」「神戸芸術工科大学教員選考規程運営細則」

を定め運用している。教育課程を適切に運営するために必要な教員を配置するよう、専任

教員の配置及び採用計画案を学長、副学長、学部長、学科主任及び事務局長が策定してい

る。（【資料 4-2-1】・【資料 4-2-2】） 
 採用については、研究者人材データベース（JREC-IN）等を利用して原則として公募

制により行っている。 
採用及び昇任の審査は、各学科による書類選考及び副学長を含む面接を行った後、学長

及び事務局長（必要に応じて教務課長）が面接を行い、厳正に候補者を選定している。 
学長は、候補者を選定した後、教授会（人事）又は大学院の場合は大学院教授会（人事）

に付議する。学長は、候補者の資格審査を行うために委員を選任し、教員資格審査委員会

において審議を行い、審議の経過及び結果を教授会（人事）又は大学院教授会（人事）に

報告している。 
教授会（人事）又は大学院教授会（人事）は、教員資格審査委員会からの報告に基づき、

資格審査及び適任者であることの議決を行った後、学長が候補者を上申し、理事長が決定

している。 
 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 
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＜FD（Faculty Development）・SD（Staff Development）＞ 
教員の教育研究活動の向上のための FD 活動については、FD・SD 委員会を設置し、全

教職員に活動の趣旨を理解・浸透させ、全教職員で取り組んでいる。「授業の内容及び方

法の改善を図るための」FD と、「教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るための」

SD に分類しているが、本委員会では全教職員を対象として研究・研修を計画している。

このことにより全教職員が大学の全体を概観することができ、その結果個々の学生の状況

をより良く理解することにつながり、適切な授業内容と学修支援の向上に努め、FD・SD
の目的を達成している。なお、主に職員を対象とした SD 活動は法人本部を中心に別途実

施している。 
 FD・SD 研究会は、全教職員を対象とするため、原則「教授会」と一体の開催日時とし

て、年間 4 回の研究会を実施している。 
令和 2（2020）年度においては、特に新型コロナウイルス対策として遠隔授業を中心と

した各学科の実施状況・方法論について全学的に情報共有することで、遠隔授業実施の工

夫につなげた。（【資料 4-2-3】） 
 
図表 4-2-1 FD・SD 研究会の主な内容（過去 3 年間） 

開催月 テーマ 

平成 30 年度 2018 

7 月 「芸術工学」について 
10 月 発達障害学生支援について（外部講師） 

11 月 2020 年度大学入試制度改革の変更点とそのポイント等について 

2 月 2019 年度開始の本学新カリキュラム、3 ポリシー等について 

令和元年度 2019 

7 月 
・大学内教育情報の共有について（学修成果他） 
・修学支援制度の理解 
・2019 年度開始新カリキュラムの実施の再理解、課題確認等 

10 月 
・教育におけるユニバーサルデザインにいて 
・大学内教育情報の共有について 
・高等教育施策（2040 年度に向けたグランドデザイン）について 

11 月 
・シラバス作成・成績評価に関する課題の確認について 
・2020 年度シラバス作成要領の変更点の理解等について 
・厳格な成績評価について 

中止 大学の危機管理を考える～ハラスメントについて～（仮題）（外部講師） 

令和 2 年度 2020 
9 月 各学科における前期授業実施状況（特にオンラインの工夫）について全学的な

情報共有 
2 月 ハラスメントのない大学づくり（外部講師） 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

教育課程を適正に運営するために必要な教員については、教育研究水準の維持・向上を

図るため優れた人材を中長期的な計画に基づき採用を進める。 
専任教員の採用及び昇任にあたっては、「神戸芸術工科大学教員選考規程」「神戸芸術工

科大学教員選考規程運営細則」に基づき、採用基準や労働条件をより明確に提示している。 
大学院担当教員については、修士課程及び博士後期課程の丸合（研究指導教員）・合（研

究指導補助教員）教員等の資格基準を明確にするため、担当教員の資格審査に係る規程を

整備した。 
FD・SD 活動については、新型コロナウイルス感染症により図らずしも採用することと
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なった遠隔授業の内容及び方法の改善を図るための検証や技術等の向上を図る研修等を

実施する。 

 
4－3．職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 
 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

■職員の能力と資質開発 

本学園では、少子化や大学間競争の激化等、学園を取り巻く環境の変化に対応するため

に、目標管理制度、職能資格制度、人事評価制度、能力開発制度及び賃金制度を中心とす

る専任事務職員対象の人事制度を導入し、人事運営上の方針を明確化している。また、社

会情勢の変化や職務の多様化により、本学園職員の就業形態も、契約職員、パート職員等、

多様化が進んだことから、専任職員以外の人事制度について、平成 22（2010）年度から

運用を開始している。 
職員の能力と資質開発については、能力開発制度において定めており、その中心は OJT

（On-the-Job Training）と教育訓練である。教育訓練においては、職務遂行能力の向上並

びに必要性の再認識を目的として、管理職、指導職、一般職等の階層別研修を、定期的に

外部から講師を招聘して実施している。 
資質の向上及び生涯学習の一環としてより高い教養の修得を図ることを目的として、本

学の講義の聴講研修を実施しており、その取扱いについては、「事務職員の神戸芸術工科大

学講義聴講研修取扱い規程」に定めている。 
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図表 4-3-1 人事革新イメージフレームワーク 

 
また、本学園としての職員の能力開発に係る取組みは、職員通信教育講座の受講、大学

SD フォーラムへの参加などである。大学 SD フォーラムとは、外部機関が実施している

研修セミナー群を指し、個人が費用を負担することなく参加できるものであり能力開発の

一端を担っている。平成 25（2013）年度より受講対象者を明確にし、各種講座・フォー

ラムと職員に求められる能力要素との関連性をより分かりやすく周知するよう検討準備を

行い、より積極的に受講しやすい環境を整えた。なお、専任職員の能力開発制度を含む人

事制度全般について、より効果的な仕組みの構築について検討を進めている。（【資料 4-3-1】
～【資料 4-3-4】） 

 
図表 4-3-2 職員の能力開発に係る各種取組み実績者数（本学園主催） （人） 

 講義聴講研修 教職員大学院進学 職員通信教育講座 大学 SDフォーラム 
平成 27（2015）年度 4 0 20 52 
平成 28（2016）年度 2 0 13 42 
平成 29（2017）年度 5 1 9 55 
平成 30（2018）年度 5 1 4 52 
令和元（2019）年度 2 0 4 55 
令和 2（2020）年度 2 0 9 56 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

専任職員においては、より公平で納得性のある処遇を行うべく、職員人事制度（目標管

理制度、職能資格制度、人事評価制度、能力開発制度及び賃金制度）の改善を行っている。

目標管理制度は能力開発のウエイトを高めて充実化を図っていく。また、実施内容の振り
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返りと研修企画の組織的検証による階層別職員研修の計画的実施の継続、外部団体による

研修会・講習等への積極的参加の推奨、及び通信教育等の支援制度拡充を推進していく。 
 
4－4．研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

（1）4－4 の自己判定 

基準項目 4－4 を満たしている。 
 
（2）4－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 
本学では、研究環境整備の一環として、「神戸芸術工科大学教員個人研究費規程」を整備

し、専任教員の個人研究活動を助成するほか、「神戸芸術工科大学芸術工学研究機構規程」

において同研究機構に設置する研究所の研究活動に要する研究費、学術研究の向上・進展

に資する活動を奨励する研究助成費、その他、研究機構長が特に必要と認めた事業（研究

も含む）の遂行に充当するための特別経費を定めており、これらを毎年度恒常的に計上し

ている。このうち研究所研究については、各研究所長より機構長に前年度の 1 月末日まで

に研究所研究計画書を提出することとし、芸術工学研究機構運営委員会において、計画内

容について審議を行っている。 
また、研究助成費は、教授会において学内公募周知を行い、「神戸芸術工科大学研究助成

規程」において定める応募並びに選考を経て、2 月末までに採択課題を決定している。研

究助成費については、令和元（2019）年度より「創作活動」の区分を追加し、作品制作を

課題とする研究も募集の対象とすることにより、教員の専門分野を問わず幅広く応募でき

るよう機会拡充を図った。 
芸術工学研究機構においては、これらの過程を踏まえ、翌年度の具体的な研究計画を策

定するとともに、年度末に芸術工学研究機構運営委員会を開催し、研究機構としての翌年

度研究計画を決定している。 
また、企業・自治体等からの相談や依頼に応じて行う研究として、受託研究及び共同研

究の受入れ体制を整えている。それぞれ「神戸芸術工科大学受託研究取扱規程」「神戸芸術

工科大学学外共同研究取扱規程」において、社会的ニーズに対し、大学及び教員が持つノ

ウハウや知見を生かした研究を展開することを目的とし、外部資金の受入れを伴う研究と

して運用を行っている。 
多種多様な研究形態に対してそれぞれ規程を整備し、研究者が自らの専門分野や知見に

合わせて柔軟に取り組むことができるよう、幅広く研究機会を提供している。（【資料4-4-1】
～【資料 4-4-10】） 
 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

本学では、文部科学大臣決定による「研究活動における不正行為への対応等に関するガ

イドライン」（平成 26 年 8 月 26 日）の施行並びに「研究機関における公的研究費の管理・
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監査のガイドライン（実施基準）」（平成 26 年 2 月 18 日改正）を踏まえ、研究機関として

適正かつ厳粛に取り扱う方針を定め、「神戸芸術工科大学教育研究活動における不正使用及

び不正行為防止に関する規程」を整備し、平成 27（2015）年度より開始、研究倫理の啓

発を図っている。 
研究活動における不正行為の防止、研究費の不正使用の防止について全体を統括し、運

営・管理に関わる最高管理責任者は学長である。最高管理責任者である学長を補佐し、教

育研究費及び研究活動の運営・管理について全体を統括する責任と権限を持つ統括責任者

は、事務局長である。 
不正を抑止する環境整備を図り、教職員を対象に、研修会及び説明会を実施する研究倫

理教育責任者は、公的教育研究費運営・管理委員長である。それぞれの責任体制を明確化

し、教育研究活動に係る不正行為の防止対策を推進している。 
なお本学では、公的研究費のみならず、学内予算における教育・研究費においても、「神

戸芸術工科大学教育研究活動における不正使用及び不正行為防止に関する規程」を適用し

ている。事務局において、「神戸芸術工科大学における教育研究費の使用に関する執行基準」

を作成し、教育・研究費の具体的な使途や取扱手続を示している。 
適正執行に関する意識を確立させるため、学内の教育研究費に携わる全教職員から誓約

書を徴するとともに、平成 27（2015）年度以降、公的教育研究費運営・管理委員会にお

いて、コンプライアンス教育及び研究倫理教育を実施し、対象者全員に受講を義務付けて

いる。 
また、本学では、人を対象とする研究について、倫理的配慮のもと適正に実施されるこ

とを図るため「神戸芸術工科大学研究倫理審査に関する規程」を整備しており、計画の内

容について事前に審査を行うこととしている。研究者は予め「研究倫理審査申請書」を学

内に設置する研究倫理委員会の委員長に提出し、承認を得ることとしている。委員会にお

いては、「研究の対象となる個人の人権擁護への対応」「研究の対象となる個人に理解を求

め研究協力の同意を得る方法」「研究によって生ずる危険と不快に対する配慮」「その他倫

理的配慮が必要な生物などへの配慮」について、これらが適切になされるかに留意して審

査し、その結果を学長に報告する。学長は審査結果をもとに研究計画の実施について承認

の可否を決定することとしている。（【資料 4-4-11】～【資料 4-4-24】） 
過年度における研究倫理審査の実績（件数）は以下のとおりである。 
 平成 29（2017）年度 申請 3 件 うち承認 3 件 

平成 30（2018）年度 申請 2 件 うち承認 2 件 
令和元（2019）年度 申請 3 件 うち承認 3 件 
令和 2（2020）年度 申請なし 

 
4-4-③ 研究活動への資源の配分 

本学では、施設・設備の整備計画や運用管理、情報機器・ネットワークの整備管理等に

ついては、「キャンパス環境整備運営委員会」において検討を行っている。同委員会は、教

育用の施設・設備の整備・運用に関する審議を行っているが、学内の施設設備については、

正課授業はもとより、教員の研究や学生の課題制作、学生の課外活動（自主制作活動を含

む）においても有効に活用するものとしている。「神戸芸術工科大学大学施設管理規程」「神
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戸芸術工科大学施設管理運営に関する取扱要領」「神戸芸術工科大学施設設備使用に関する

取扱要領」において、管理・運営基準並びに使用方法を定め、大学の施設及び設備（機材

等）の有効活用を図っている。（【資料 4-4-25】～【資料 4-4-28】） 
研究活動の人的な支援策としては、競争的資金による採択課題並びに外部資金による研

究課題の補助業務に従事する人材として、リサーチ・アシスタントの制度を設けている。

リサーチ・アシスタントは、本学大学院博士後期課程に在籍する学生のうち、所定の資格

を満たす者を対象とし、業務経験を通じて若手研究者としての研究遂行能力の育成を目指

すことを目的としながら、本学の研究支援体制の充実を図るための制度としている（「神戸

芸術工科大学リサーチ・アシスタント取扱要領」）。リサーチ・アシスタントではない学生

にも研究補助業務への従事を認めており、「神戸芸術工科大学教育研究費の使用に関する執

行基準」において、ルールや雇用手続について定めている。個人研究費等、競争的資金に

該当しない研究費による研究活動においても、必要に応じて学生及び学外の研究協力者の

支援を得て遂行することができるよう、手続きを定めている。（【資料 4-4-29】・【資料

4-4-30】） 
学内予算による研究費の金額及び配分の方法については、基準項目 4-4-①のとおり、「神

戸芸術工科大学個人研究費規程」「神戸芸術工科大学芸術工学研究機構規程」「神戸芸術工

科大学研究助成規程」において定めている。なお、受託研究と共同研究においては、受入

金額から所定の間接経費（通常は直接経費の 10%を設定）を差し引いた残りの額を、研究

者担当者が使用する研究費として配分（予算措置）している。 
以上のとおり、研究活動に不可欠となる資源（ヒト・モノ・カネ）について、本学では

規程等で使用手続や配分方法を明文化することにより、研究者が計画的かつ安心して取り

組むことができるよう、ルールの明確化と運用性の向上に努めている。 
 

（3）4－4 の改善・向上方策（将来計画） 

研究支援のあり方として、本学では、学部及び学科構成の特性に合わせた様々な研究制

度の構築を図り、規程及び執行基準を明文化している。研究者（教員）の関心を一層高め

るため、今後さらに運用面において以下の改善が必要であることを確認している。 
（1）「神戸芸術工科大学教育研究費の使用に関する執行基準」記載内容の見直し・改訂と

周知徹底 
（2）研究報告の充実及び円滑化 
 
（1）現在使用している執行基準は平成 29（2017）年に改訂したものであり、4 年を経過

している。その間、特に「研究費の使途」（主に使用できないもの）について、可能な限り

新しい事例を交えた説明が必要であること、また、事務職員の人事異動等に伴い、当執行

基準の認識が薄れてきていることから、持続的な理解浸透が必要である。特に競争的資金

による研究費執行と、学内予算の場合の相違点・共通点を分かりやすく表記する必要があ

る。「神戸芸術工科大学教育研究費の使用に関する執行基準」の冊子を教職員とも着任時に

配付しており、教員には、オリエンテーションの際に簡単な説明を行っている。それだけ

では不十分であり、別途説明会を開催するなど、理解浸透に向けた取り組みを行う予定で

ある。 
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（2）科学研究費補助金等の競争的資金における研究課題のほか、研究所研究課題、研究

助成課題、受託研究課題等、学内予算措置による研究課題についても研究報告を義務付け

ている。研究完了後、速やかに報告書を提出することとしているが、実際には遅延も認め

られる。現在のところ、報告書記載内容（レベル）に問題はないが、研究成果が第三者に

とってより分かりやすく伝わるよう様式を工夫するなど、充実化の改善を検討するととも

に、今後は研究報告計画も研究計画書の必須項目とし、報告書提出の円滑化を促す。 
 

［基準 4 の自己評価］ 

教員の配置は、大学設置基準を満たしている。また、採用・昇任等については、規程に

基づき中立性・公平性・透明性を担保して運営している。教員の業績評価については、「神

戸芸術工科大学専任教員業績評価に関する規程」及び「神戸芸術工科大学専任教員業績評

価に関する規程施行細則」に基づき行っている。教員の教育研究能力の開発については、

研究の助成や海外への派遣等制度等を整備し、教員の資質・能力の開発の機会を整備して

いる。 
本学学長は本学園の理事を務め、本学事務局長は評議員に選任されている。従って管理

部門と大学における教学部門は常に適切な連携を取りながら運営している。 
本学の事務組織及び業務分掌については、「学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規

程」に定め教員組織と密接に連携し、教育研究活動の質的向上に努めている。 
職員の人事管理については、学園全体としての中長期的な人事戦略に基づいて実施して

おり、適正な人材配置となっている。また目標管理制度、職能資格制度、人事評価制度、

能力開発制度及び賃金制度を中心とする人事制度は、円滑に運用している。 
職員の資質向上については、階層別職員研修によって職能資格制度と対応した能力の開

発に成果を上げている。さらに、本学が開講する講義科目の聴講、本学大学院へ入学した

場合の修学支援、職員通信教育講座、SD フォーラム等を通して、職員がより高い教養と

専門的知識を得る機会を提供している。 
本学における研究支援のあり方として、様々な研究制度を構築し、研究者（教員）が自

らの専門分野や知見、またその時々の状況において柔軟に選択し、かつ計画的に取り組む

ことができるよう図っている。例えば、学内公募による研究助成制度においては、論文の

執筆による研究活動に加え、制作物を成果とする創作活動、書籍や雑誌の刊行を支援する

出版助成など、幅広い種目を設定している。また、自らの専門分野に特化した研究分担者

として参画することも可能である。これらのことから①研究助成課題へ積極的に取り組ん

でいる研究者、②受託研究実績が豊富な研究者、③芸術工学研究機構設置の研究所におけ

る計画的研究課題に重点的に取り組むなど、それぞれの特性に合わせた多様な研究活動が

見られ、研究活動の機会提供面において効果が確認されている。今後は運用面におけるル

ールの再整備と研究報告の円滑化に向けた取り組みを行っていく。 
 以上のことから、基準 4「教員・職員」の基準を満たしている。 
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基準 5．経営・管理と財務 

5－1．経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1 の自己判定 

基準項目 5－1 を満たしている。 
 
（2）5－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

■組織倫理と法令遵守 

組織の倫理・規律を確立する規程として、「学校法人谷岡学園神戸芸術工科大学就業規則」

において服務の基本原則を定め、教職員は就業規則に基づき業務を遂行するとともに、学

園全体の CS（顧客満足）理念及び行動指針に沿って、本学園に関わる全てのステークホ

ルダーの満足を実現できるように取り組んでいる。就業規則については、関係法令改正へ

の対応及び教職員健康管理体制の明確化を目的として、社会変化に即応したものとすべく、

平成 29（2017）年に改正した。 
経営の規律と誠実性の維持については、学校教育法、私立学校法、大学設置基準、大学

院設置基準、私立学校振興助成法、学校法人会計基準等の関係法令を遵守し、質の保証を

担保するために適宜対応を行っている。また、関係機関への認可申請、届出、報告等につ

いては、法令遵守のもと遅滞なく行っている。なお、令和 2（2020）年度から施行された

私立学校法改正についても適正に対応している。 
法令に基づき対応すべき案件については、規程改正や学園情報誌に掲載するなど速やか

に開示し周知を図っている。 
経営の規律としての組織倫理、危機管理に関する規程の認識の共有化を図るため、諸規

程等は教職員が Web 上で容易に確認できる。 

また、経営管理体制及びコンプライアンス体制の確立と強化のため、公正かつ独立した

立場で、経営諸活動の遂行状況を検証・評価する監査室を本学園に設置している。（【資料

5-1-1】～【資料 5-1-3】） 
 

■財務情報の公表 

財務情報の公表については、私立学校法第 47 条第 2 項に基づき、「資金収支計算書」「事

業活動収支計算書」「貸借対照表」の財務 3 表に加え、財産目録及び事業報告書、監事の

監査報告書を各キャンパスへ備え置き、利害関係者への閲覧に供するとともに、学園ホー

ムページ上で公表している。また、学園広報誌「楽人」に財務 3 表を公表している。本学

は、大学ホームページの「情報公開」内に学園ホームページ「学校法人谷岡学園事業報告・

財務状況」とリンク設定による情報共有を図り、財務情報を適切に公表している。（【資料

5-1-4】～【資料 5-1-7】） 
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5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本学園の建学の理念及び「建学の理念を支える四つの柱」を本学園の使命・目的を端的

に表現した言葉であると認識し、教職員が基本とすべき活動指針として、使命・目的の実

現に向けて継続的な努力を行っている。 
 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

本学園の業務に関し、法令や諸規程に違反する行為を教職員等が発見した場合、公益通

報者保護法に基づく公益通報制度がある。監査室と外部の弁護士を通報の受付・相談窓口

として、法令に定める教職員等以外に、学生及び保護者からの通報も受け付け、教職員と

同様に通報したことを理由として不利益にならないよう配慮している。 
ハラスメントの防止については、本学園の取組みとして「学校法人谷岡学園セクシュア

ル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止に関する規程」を制定し、ハラスメント

行為の防止及び相談窓口の設置、事案発生時の対応等について適切に管理運営している。

また、定期的な研修会開催、啓発活動等の準備を進めている。 
さらに、本学の取組みとして、キャンパスハラスメント防止のために、ハラスメント防

止委員会を設置している。ハラスメント（ストーカー行為を含む）等を未然に防止すると

ともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応するため「神

戸芸術工科大学ハラスメント防止委員会規程」及び「神戸芸術工科大学ハラスメント調査

委員会規程」を整備している。 
ハラスメント防止委員会では、教職員を対象にした研修会を実施し、意識の共有と定着

を目的とした取り組みを行っている。令和 2（2020）年度においては、FD・SD 研究会に

おいて外部講師を招き、「ハラスメントのない大学づくり」をテーマとして研修会を実施

し、コロナ禍のオンライン指導で発生しがちなハラスメントなども含め、ハラスメントに

対する意識の向上を図った。また、新年度オリエンテーション時に学生及び教職員に向け

てリーフレット「NO！HARASSMENT」（ハラスメントの説明、学内外の相談窓口や連

絡先を記載）を配付し、具体的な事例紹介や対応窓口を案内し、キャンパスハラスメント

の防止に努めている。 
労働安全衛生環境については、産業医との連携を強化し、その管理体制構築に向けた準

備を進めている。 
個人情報の取扱いに関しては、本学園規程として「学校法人谷岡学園個人情報取扱規程」

を制定している。本学では、さらに「神戸芸術工科大学個人情報保護に関するガイドライ

ン」「神戸芸術工科大学個人情報保護規程」「神戸芸術工科大学個人情報適正管理規程」を

制定し、個人情報の保護及び漏えい防止に努めている。また、「神戸芸術工科大学個人情

報保護委員会」を設け、個人情報保護に関する事項を審議し、適切に取り扱う体制を構築

している。 

危機管理については、「学校法人谷岡学園緊急事案処理対策本部設置規程」「学校法人谷

岡学園緊急事案処理対策本部設置マニュアル」「緊急事案発生時における対応マニュアル」

を「危機管理マニュアル（神戸芸術工科大学用）」として整備している。また、「神戸芸術

工科大学消防計画」を定めている。地震、風水害、火災等の天災地変や教職員の情報漏え

い、ハラスメント、刑事事件等の事案には、法人本部と連携を図りながら対策本部を設置



神戸芸術工科大学 

72 

する。法人本部には危機管理担当を配置している。 
平成 29（2017）年には、教職員等と大学の間で生ずる可能性がある利益相反について、

基本的な考え方及び対応策をまとめた「利益相反ポリシー」を制定し、運用している。 
以下に法令の遵守のもと教育研究活動の適正な環境維持に取り組む、大学の安全な運営

管理及び人権へ配慮するための体制の構築、学内諸規程、各指針、ガイドラインの整備状

況を示す。 
 

図表 5-1-1 諸規程、各指針、ガイドライン等の整備状況 

学校法人谷岡学園公益通報に関する

規程 

法令若しくは学内諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行

為が現に生じ、又はまさに生じようとしている場合に、早期発見

及び是正を図るために必要な体制を整備している。 

プライバシーポリシー 資料請求等の個人情報について、学校法人理事長を責任者として

プライバシーポリシーに即した管理・運営を定めている。 
学校法人谷岡学園個人情報取扱規程 本学園における個人情報の適正な取り扱いについて定めている。 
神戸芸術工科大学個人情報保護 
委員会規程 

個人情報保護に関する事項を審議及び適切な取り扱いについて、

個人情報保護委員会を設置。 

神戸芸術工科大学個人情報保護に関

するガイドライン 

保有する個人情報の保護が個人の人格の尊重及びプライバシーの

侵害を防止するうえで、極めて重要な事項であるとの認識のもと、

個人情報保護に関するガイドラインを定め、個人情報の適切な利

用と保護に努めている。 

神戸芸術工科大学個人情報保護規程 個人情報の取得、管理、利用の方法等個人情報の適切な取扱いに

ついて必要な事項を定めている。 

神戸芸術工科大学個人情報適正管理

規程 

職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）及び業務取扱要領に基づ

き、無料職業紹介業務で知り得た求職者等の個人情報の適正管理

を定めている。 

危機管理マニュアル 
（神戸芸術工科大学用） 

学校法人谷岡学園緊急事案処理対策本部設置規程、学校法人谷岡

学園緊急事案処理対策本部設置マニュアル及び緊急事案発生時に

おける対応マニュアルをまとめ危機管理マニュアルとして整備し

ている。 

神戸芸術工科大学消防計画 火災・震災・その他の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害

の極限防止について定めている。 
神戸芸術工科大学情報システム運用

基本規程 
情報システムの運用及び管理について、情報の保護と活用及び適

切な情報セキュリティ対策に関する事項を定めている。 
神戸芸術工科大学情報システム運用

及び管理に関する取扱基準 
情報システムの適切な運用及び管理について、必要な事項を定め

ている。 
神戸芸術工科大学情報システム利用

に関する取扱基準 
情報セキュリティの確保と円滑な情報システムの利用に関する事

項を定めている。 
神戸芸術工科大学情報システム非常

時行動計画に関する取扱基準 
情報システムの運用において非常事態が発生した場合の非常時行

動計画を定めている。 

学校法人谷岡学園セクシュアル･ハラ

スメント及びパワー･ハラスメント防

止に関する規程 

職場におけるセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメ

ントを防止するために、教職員が遵守すべき事項並びに性的な言

動や権力を過剰行使する問題に関する雇用管理上の措置等を定め

ている。 

利益相反ポリシー 
産官学連携活動等を行う過程において、教職員等と大学の間で生

ずる可能性がある利益相反について、基本的な考え方及び対応策

をまとめている。 

 

事故や事件を未然に防止するための取り組みとして、新入生オリエンテーションにおい

て所轄の警察署による防犯意識向上のための講習会や、自転車・単車で通学する学生を対
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象とした年 2 回の交通安全講習会を実施している。 
教職員の福利厚生として、全教職員を対象に定期健康診断を実施している。任意項目を

含め 18 検査項目を実施し、日常の健康管理及び生活習慣病の予防に努めている。また、

月 2 回、産業医に相談できる環境を提供している。 
平成 28（2016）年度には、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の施行に伴い、法

人本部人事課と安全衛生委員会が連携してストレスチェックを導入した。各自のメンタル

面の健康管理に役立てるだけでなく、職場のストレス状況を把握し、業務におけるストレ

スの軽減や職場環境の改善につなげることを目的としている。 
なお、救急の設備として、学内 4 か所に AED（自動体外式除細動器）を設置している。 
環境対策として、省エネルギーに取り組み、クールビズ・ウォームビズを導入している。

空調稼動期間を原則、夏季 7～9 月、冬季 12～3 月に限定し、電力の消費を抑制している。 
有機系溶剤を扱う作業には、脱臭装置のある作業場を設けている。塗装作業（スプレー）

には専用ブースを設けている。特に有機系溶剤等の有害な成分は、無害な状態に処理する

装置を通して、環境保全に努めている。 
制作廃材等の廃棄物については、発泡スチロールやスタイロフォーム等の分別による廃

棄を徹底している。有機系溶剤のスプレー缶は、塗装場においてガス抜き処理を行い、液

体の廃棄物は吸収処理により廃棄している。 
各ラボラトリーにおいては、運用ルールを定めて、安全性の確保（危険の排除）、快適

な作業環境の維持、共同作業のマナー等に留意し管理している。ラボラトリーでの制作を

指導する職員は、特殊技能の有資格者を配置し、実習助手と協力して学生を安全に指導し

ている。併せて教員の技能・技術の更新・習熟を行っている。特殊機器の整備・メンテナ

ンスを行い、教育環境の維持・管理に努めている。平成 30（2018）年には、教育研究活

動における「安全の確保」「事故の防止」「快適な制作環境」を促進するために必要なルー

ルとして「施設設備の安全取扱マニュアル」を定めた。本学が講ずる安全ルールを遵守し、

事故を未然に防ぐとともに、安心して、施設設備を使用できるように努めている。 
なお、本学園は二つの法律事務所と法律顧問契約を締結し、学園が行う契約その他法律

相談、さらには法令・判例等の情報の提供等を受けている。（【資料 5-1-8】～【資料 5-1-30】） 
 
（3）5－1 の改善・向上方策（将来計画） 

経営の規律と誠実性の維持については、引き続き学校教育法、私立学校法、大学設置基

準、大学院設置基準、私立学校振興助成法、学校法人会計基準等の関係法令を遵守し、速

やかな対応を行うとともに、今後の改正についても的確に対応できるよう体制を整備して

いく。また、学園の使命・目的を実現するための継続的な努力を行っていく。 

教職員は、本学園が展開する CS 活動に対し認識・理解を深めるとともに、帰属意識の

向上を目指す。また、社会的機関として必要な組織倫理・規則を維持、人権及び安全に対

する配慮を怠ることのないよう法令等の改正に適宜対応するとともに、教職員への更なる

情報提供、啓発活動に取り組む。 
 危機管理については、近年の天災地変の発生、また、環境保全、人権、安全に配慮が求

められ、有事の際には迅速な対応ができるよう体制の検証を行う。常に危機意識を持ちな

がら危機管理マニュアルの点検等、実態に合った管理機能を確保する。 
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財務情報の公表については、私立学校法第 47 条第 2 項に準拠し情報公表を行っている

が、経営の透明性を確保する観点から、学校法人会計基準の仕組みに必ずしも精通してい

ないステークホルダーも理解できるよう今後も改善していく。学園広報誌「楽人」の事業

報告号については、分かりやすく見やすい視点から今後も掲載方法を工夫していく。 
 
5－2．理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2 の自己判定 

基準項目 5－2 を満たしている。 
 
（2）5－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

■意思決定の体制と整備 

本学園では、最高意思決定機関として「理事会」及びその諮問機関である「評議員会」

を設けており、「学校法人谷岡学園寄附行為」に基づく管理運営を行っている。各種の審議

事項は、必要に応じ「教授会」又は「大学院教授会」の議又は学長の裁定を経た後、「評議

員会」で審議・諮問され、最終的に「理事会」に上程される体制を取っている。 
「理事会」での審議・報告については、事務担当者からの説明後、担当理事・担当評議

員からも詳細な説明を求め、意見聴取することでさらに内容の理解を深めている。 
重要事案については、適宜、理事会メンバーから委員を選出し、委員会を設置している。

委員に理事を選出することで「理事会」、「評議員会」においてより適切な判断ができるよ

う対応を行っている。 
「理事会」、「評議員会」の構成員として、本学学長は、本学園の理事も務め、各設置校

の長及び事務局長が評議員に就任している。管理部門と教学部門が適切に意思疎通を図り、

共通認識のもと迅速な決定が行える体制にある。また、役員には、学外者で豊富な社会経

験を積んだ有識者が就任している。 
なお、理事の互選をもって理事長を選出するが、理事長は、必要に応じて専務理事、常

務理事及び事業理事を指名することができる。また、「学校法人谷岡学園寄附行為」第 8
条に「理事長の職務の代理又は代行」に係る条文を設け、専務理事、常務理事、予め「理

事会」において定めた順位の理事の順で、理事長職の代理、代行を行うこととし、万一の

際にも法人業務に支障を来たさぬよう万全を期している。（【資料 5-2-1】・【資料 5-2-2】） 
 

(ア)役員定数 

本学園の役員定数は、寄附行為により、理事 8 人以上 9 人以内、監事は 2 人以上 3 人以

内と規定され、その構成は図表 5-2-1 のとおりであり、寄附行為の規定に基づき適切に選

任されている。 
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図表 5-2-1 役員構成（令和 3（2021）年 5 月 1 日現在） 

役員の種類 選任条項  定 員 現 員 

理  事 

第 6 条第 1 項第 1 号（創立者縁故者） 1 人 1 人 
第 6 条第 1 項第 2 号（設置学校長） 2 人以上 3 人以内 2 人 
第 6 条第 1 項第 3 号（評議員） 4 人 4 人 
第 6 条第 1 項第 4 号（学識経験者） 2 人以内 2 人 

監  事 第 10 条第 1 項 2 人以上 3 人以内 2 人 
上記のとおり、選任条項ごとに見ても欠員はなく、適正な状態にあると言える。 
 

(イ)理事会開催状況 

本学園の「理事会」は、「学校法人谷岡学園寄附行為」第 15 条第 3 項において、「3 月及

び 5 月並びに必要がある場合に理事長が招集する。」としており、特に急を要する案件が

ない場合には、それに従い 3 月、5 月を含め、概ね 2 ヶ月に 1 回程度の割合で開催してい

る。 
なお、令和 2（2020）年度中に開催された「理事会」における役員の出欠状況は、図表

5-2-2 のとおりである。 
 

図表 5-2-2 理事会出欠状況 

開 催 日 理事出欠状況 監事出欠状況 
令和 2(2020)年 5 月 27 日 出席 9 人 欠席 0 人 出席 1 人 欠席 1 人 
令和 2(2020)年 6 月 19 日 出席 8 人 欠席 1 人（委任）1 人 出席 1 人 欠席 1 人 
令和 2(2020)年 8 月 6 日 出席 9 人 欠席 0 人 出席 2 人 欠席 0 人 
令和 2(2020)年 9 月 28 日 出席 9 人 欠席 0 人 出席 2 人 欠席 0 人 
令和 2(2020)年 12 月 24 日 出席 9 人 欠席 0 人 出席 2 人 欠席 0 人 
令和 3(2021)年 1 月 28 日 出席 9 人 欠席 0 人 出席 2 人 欠席 0 人 
令和 3(2021)年 3 月 26 日 出席 9 人 欠席 0 人 出席 2 人 欠席 0 人 
上記のとおり、「理事会」の理事の出席率は高く、監事も毎回出席し、学園の最高意思決

定機関として機能している。また、理事から予め欠席の意思表示のあった場合には、「学校

法人谷岡学園寄附行為」第 16 条第 3 項の定めに従い、本学園理事を代理とする委任状を

もって決議に加わることができるが、当該委任状の形式は、議案ごとにその概要を示し、

それぞれに賛否の意思表示が可能なものを使用している。 
 

（3）5－2 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も、学外者の役員から積極的に意見を聴取し、学園運営に活用するとともに、学園

全体にとって有益な意思決定が迅速に行えるように、管理部門と教学部門のコミュニケー

ションを重視した理事会運営を行う。 
 
5－3．管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3 の自己判定 

基準項目 5－3 を満たしている。 
 
（2）5－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

■意思決定の円滑化 

本学園においては、「理事会」と各設置校の教学組織との意思疎通を図ること及び各設置

校の校務運営に関する連絡調整を行うことを目的として、原則として年 2 回（7 月、12 月）

「設置学校長会」を開催している。 
同会は、理事長、学（校）長・園長、法人本部長を構成員とするほか、「理事長の指示に

より、必要に応じて他の者の出席を求める」との規定に基づき、オブザーバーとして理事、

評議員、監事、理事長補佐、法人本部次長、副学長、事務（局）長、法人本部・秘書室・

監査室・高校企画室各課室長が出席している。各設置校からの校務報告を聴取、意見交換

をするほか、校務等に関する協議を設置校相互に行っており、充分な意思疎通を図ってい

る。なお、本学園では、「評議員会」において役員に対して意見を述べ、またはその諮問に

答え又は役員から報告を徴するため、職制のうち特に学校管理の職に就く者を理事長から

「理事会」へ評議員候補者として推薦することとしており、現在幼稚園を含め全設置校の

長及び事務局長が評議員に就任している。これにより、管理組織と教学部門とが円滑な関

係を保ち、学園の経営方針を現場の活動に直結させる仕組みが構築されている。 

さらに、法人本部と各設置校事務（局）長との懇談会として、「学園設置校実務運営懇談

会」及び「金曜懇談会」を開催している。「学園設置校実務運営懇談会」は、理事長も含み、

主に設置大学における短期（中期）事業計画に関する情報交換等を年 2 回定期的に行って

いる。「金曜懇談会」は、理事長補佐、法人本部長、法人本部次長、法人本部・秘書室・監

査室・高校企画室各課室長、秘書室・法人本部各マネジャー及び法人本部参与と各設置大

学及び高等学校の事務（局）長で構成され、月次の事業活動報告や関連する課題を共有し、

課題解決に向けた意見交換を毎月行っている。 
また、中長期にわたる事案、緊急に解決を図る必要がある案件等に対応するため、これ

ら会議体とは別に委員会の設置やタイムリーに打合せの場を設け意見交換を行っている。

このように各設置校担当課室と法人本部は日頃から密に協議・打合せを行っており、管理

部門と各設置校における教学部門の連携強化も常に図っている。（【資料 5-3-1】～【資料

5-3-3】） 
 

■リーダーシップと運営 

理事長は、教職員から学生に至る本学全ての構成員に対し、本学園の「建学の理念」及

びそれを具現化する為の活動指針「建学の理念を支える四つの柱」を事毎に説き、その精

神は広く浸透しているところであり、本学の発展と社会への有能な人材輩出に寄与してい

る。 
さらに、「学校法人谷岡学園寄附行為」第 15 条第 3 項に基づき理事長が招集する理事会

においては、本学園の理事も務める本学学長及び評議員に就任している本学事務局長を含

む構成員と常に意思疎通を図り、理事長を中心に合意形成ができる仕組みとなっているこ

とから、本学園の運営方針に関し、理事長がリーダーシップを発揮する体制が整っている。 
また、学園ホームページの教職員向けページに「理事長への提案箱」を設け、学園の発

展のために、教育研究活動や様々な業務に関して、教職員が自らのアイディアや提案を、

直接理事長へ届けることができるボトムアップの仕組みが構築されている。（【資料5-3-4】） 
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■事務組織と執行体制 

本学園では、事務の組織及び分掌について「学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規

程」によって定めており、本学園が設置する学校の事務統括並びに調整を行う法人本部、

大学運営のための事務処理を行う大学事務局を置いている。 
学園においては秘書室、理事長直轄の組織として監査室、高校企画室を、法人本部に総

務課、人事課、財務課を、また大学においては、大学設置基準第 41 条に基づき、事務局

に 6 課室を設置し、それぞれの業務に必要な人員を配置している。（図表 5-3-1 参照）。（【資

料 5-3-5】） 
 
図表 5-3-1 学校法人谷岡学園機構図 令和 3（2021）年 5 月 1 日現在 
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5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

■ガバナンスの機能性 

「学校法人谷岡学園寄附行為」に基づき、本学園の意思決定機関である「理事会」とそ

の諮問機関である「評議員会」は適切に機能している。毎年度の予算計画及び事業計画は、

私立学校法第 42 条に基づき、「評議員会」で諮問され、「理事会」の決議を経て決定して

いる。決算及び事業実績は、私立学校法第 46 条に基づき、「理事会」の承認後、「評議員

会」に報告し、意見を求めている。 
令和 2（2020）年度中に開催された「評議員会」における評議員、監事の出欠状況は、

図表 5-3-2 のとおりである。 
 

図表 5-3-2 評議員会出欠状況 

開 催 日 評議員出欠状況 監事出欠状況 

令和 2(2020)年 6 月 19 日 出席 18 人 欠席 2 人（委任）2 人 出席 1人 欠席 1人 

令和 2(2020)年 8 月 6 日 出席 18 人 欠席 2 人（委任）2 人 出席 2人 欠席 0人 

令和 2(2020)年 12 月 24 日 出席 18 人 欠席 2 人 出席 2人 欠席 0人 

令和 3(2021)年 1 月 28 日 出席 19 人 欠席 1 人（委任）1 人 出席 2人 欠席 0人 

令和 3(2021)年 3 月 26 日 出席 18 人 欠席 2 人（委任）2 人 出席 2人 欠席 0人 

※令和 2(2020)年 12 月 24 日開催の評議員会は、審議・諮問案件がなかったため、委任事項はない。 

 

監事は、「学校法人谷岡学園寄附行為」第 10 条に基づき、「理事会」において選出した

候補者の中から、「評議員会」の同意を得て理事長が選任している。監事は、企業経営者や

税務に携わった十分な経験を有する者を選任している。 
監事は、監査法人及び監査室と連携を図りながら、本学園の業務、財産状況及び理事の

業務執行状況の監査を実施している。具体的には、業務及び理事の業務執行の監査を効果

的に行うため、「評議員会」、「理事会」及び「設置学校長会」等の本学園主催の会議へ出席

するとともに、令和 2（2020）年度は 12 月に理事長及び法人本部長への学校運営に関す

る懇談会形式のヒアリングを監査法人も同席のもとで実施した。監事は、本学園の主要会

議等への出席や内部監査への同席により、本学園の業務、財産状況及び理事の業務執行状

況を的確に把握したうえで、監査結果を「理事会」及び「評議員会」において報告してい

る。（【資料 5-3-6】・【資料 5-3-7】） 
 

■事務組織の管理と機能 

本学園では、全ての設置校において教育研究活動等の事業を着実に遂行するために事業

計画制度を設けている。事業計画制度については、設置校ごとに学校ビジョン（学校とし

てあるべき姿、ありたい姿）を盛り込んだ『中期計画』（原則 5 年に一度作成、5 カ年計画）

及び『事業計画書』（毎年度作成、単年度計画）を 10 月末に提出し、法人本部との協議の

後、「予算検討委員会」に諮られている。最終的には、3 月に「評議員会」の意見を聴き、

「理事会」の決議を経て、中期計画と次年度の事業計画及び予算を決定している。 
事業計画制度は、学園経営の財務運営及び財政基盤確立の重要な指標となり、また、職
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員人事制度の一つである目標管理制度とも密接に関連している。 
学園全体の事業計画を達成するために、各設置校各課室の目標・使命・役割に応じた目

標を定め、その目標が所属する構成員の目標にも反映されるかたちで実行されている。事

業計画が円滑かつ適正で効率的に遂行される仕組みである。（図表 5-3-3 参照）。 
「理事会」で承認された事業計画を各設置校が実施する際は、「学校法人谷岡学園事務決

裁規程」に基づき実行される。事業規模により理事長の事務決裁の権限の一部を法人本部

長、大学事務局長に委譲するなど適切な権限委譲を行い、事務処理の円滑化を図り業務遂

行における責任体制の確立を図っている。（【資料 5-3-8】～【資料 5-3-10】） 
平成 29（2017）年度には稟議書作成ガイドラインを改正し、学内ルールに則った適切

な事務手続きを推進するなど定期的に見直しを行っている。また Web 決裁システムを導入

し、インターネット環境で各キャンパスとネットワークを通じて処理ができる仕組みとな

っている。なお、Web 決裁システムについては、令和 2（2020）年 3 月に新たなシステム

を導入した。これまでのシステムと同様に定期的に見直し、必要に応じカスタマイズを行

っていく。 
 

図表 5-3-3 業務革新イメージフレームワーク 

 
 

（3）5－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学園では、「設置学校長会」、「学園設置校実務運営懇談会」、「金曜懇談会」等の様々な

機会を通して、日頃より管理部門と教学部門の緊密な連携を図っている。今後もより一層

の相互理解と連携強化が図れるようにこの取組みを推進し、リーダーシップとボトムアッ

プのバランスのとれた運営を持続する。 
事業計画制度において、安定的な学園運営が行えるよう、制度の検証を行う。特に予算
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計画と事業計画が乖離しないよう、設置校の収支バランスを見つつ、学園全体の将来構想

及び中期計画のビジョンをより明確にする。また事業計画の実施において、施設設備改修

工事については、ICT（情報通信技術）教育の活用など高等教育機関として求められてい

るものを優先的に実施し、かつ CS につながるよう優先順位をつけるとともに、専門家の

意見も聴き、時代に適した改修工事が実行できるよう改善する。 
 

5－4．財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4 の自己判定 

基準項目 5－4 を満たしている。 
 
（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

■計画に基づく財務運営 

学園全体の財務計画については、学園各設置校の中期計画並びに単年度事業・予算計画

に連動させ、「学校法人谷岡学園予算編成規程」に規定する「予算検討委員会」において検

討している。「予算検討委員会」では、将来的な財政基盤安定化に向けて、教育研究活動と

学生・生徒・園児支援を着実に実行するための財政基盤づくり、及び施設設備投資の財源

を確保することを重視し、中期的な収支予測や収支バランスを保つための具体的目標を定

め、収支規模に応じた予算編成方針案を策定している。その予算編成方針案は、理事長を

含む法人本部を中心に協議・検討したうえで決定し、各設置校へ示されている。 

本学園の予算編成方針のもと、中期及び単年度事業・予算計画を策定し、法人本部で集

約され、本学園の「評議員会」に諮問され、「理事会」の決議を経て決定される。事業・予

算計画に変更が生じた場合には、「学校法人谷岡学園寄附行為」に準じて、遅滞なく補正予

算を編成している。 

固定資産及び流動資産については、財務システムで管理し、適正に処理しており、資産

運用については、「学校法人谷岡学園資金運用規程」に基づき行っている。 

また、財務計画については、計画の進行状況・社会環境の変化等を鑑み、定期的に見直

しを図っている。（【資料 5-4-1】～【資料 5-4-4】） 
 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

■財務基盤と収支バランス 

財務基盤の確立や収支バランスにおいては、収支構造が安定していることが最も重要で

あり、本学においても中期計画・単年度事業計画・予算計画とともに収支見通しを検証し、

収支構造を改善する努力を行っている。 
本学において外部資金の導入として受託研究の受入れ及び科学研究費助成事業への積極

的な応募、また学内施設貸与の拡大に取り組んでいる。受託研究の受入れにおいては、令

和 2（2020）年度は新型コロナウイルスの影響により受託件数・受託金額ともに減少した

ものの、例年、年間 2,000 万円前後の収入を見込んでおり、さらに拡大させるため、成果

を広く公表する広報施策を検討中である。 
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科学研究費助成事業については、積極的な申請につながるよう教員対象の説明会を開催

し、採択に向けた意識付けを行っている。施設貸与については、貸与する施設や利用時間

に応じて料金を設定し、利用者のニーズにできるだけ細かく対応を図るとともに、「施設の

貸出に関する手引き」を公開し、分かりやすく周知を行うことによって、円滑な利用につ

なげるよう工夫している。 
令和 2（2020）年度の事業活動収支差額比率は、大学においては 9.8％となっており安

定的に推移している。また、学校法人全体では 3.3%となっている。人件費比率では、大学

においては 55.1%、学校法人全体では 55.6%となっている。収入面において、学生生徒等

納付金収入は安定した状況であり、教育研究環境の維持を図るために必要な財源確保の基

本的要件は備えている。教育研究経費は、学校法人全体で一定の比率を保っており、学生

支援体制を構築・推進するなど、教育活動を充実させるために増加傾向となっている。ま

た、各種引当金等についても適切に留保し、財政基盤は安定している。 
資産運用については、安全かつ効率的な運用により中長期的な財政基盤の強化と教育研

究の発展並びに学生支援の充実に資することを目的として行っている。 
競争的資金に係る間接経費については、「競争的資金の間接経費の使途にかかる基本方

針」を定め、学長の決定に基づき、研究環境向上のための施設・設備の整備や、研究の結

果生じた発明における知的財産権の確保（特許申請費用等）のために有効に活用している。

（【資料5-4-5】～【資料5-4-15】） 
 
図表5-4-1 受託研究の受入実績（過去4年間） 

年度 受託件数 受託金額 

平成29（2017）年度 36件 28,705,160円 

平成30（2018）年度 35件 20,825,698円 

令和元（2019）年度 25件 18,155,600円 

令和 2（2020）年度 17件 11,041,520円 

 

図表5-4-2 科研費による研究費獲得実績（過去3年間） ※（ ）は新規採択件数 
年度 交付課題数 直接経費 間接経費 合計 

平成30（2018）年度 13（2）件 21,900,000円 6,570,000円 28,470,000円 

令和元（2019）年度 15（9）件 34,700,000円 10,410,000円 45,110,000円 

令和 2（2020）年度 13（3）件 18,600,000円 5,580,000円 24,180,000円 

 

図表5-4-3 令和2（2020）年度 その他の外部資金獲得実績 
配分機関 配分対象事業 配分額 

鹿島建設株式会社 「鹿島基金特別講座トークセッション2020」の助成 500,000円 

 

（3）5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

今後さらに教育研究水準を維持・向上させていくために、中期計画、事業計画、財務計

画を継続的に検討・立案・見直し・評価する体制を強化する。 
財務状況を評価するうえで重要な指標である「基本金組入前当年度収支差額」の安定化・
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継続的な黒字化を確保するため、教育活動収支の適正化を重視していく。学生生徒等納付

金収入の安定が、収支バランスの確保につながることから、引き続き入学志願者の増加と

退学者の低減に向けた取り組みを行っていく。 
安定した入学者確保に努め、将来を見据えた中長期的視点に立ち、将来構想計画の状況

を見極めつつ、人件費比率の抑制、事業活動収支差額比率の向上を目指し、さらなる安定

した財政基盤の確立を図ることとしている。 
施設・設備については、中長期にわたり無駄が発生しないよう導入を行う。本学は、学

部・学科の特性上、授業や研究で使用する機器（コンピュータを含む）において、常に一

定性能以上のものを確保する必要があるが、教育に対する社会的ニーズの変化やソフトウ

ェア技術の進化など、機器の陳腐化を引き起こす要因が以前よりも多岐に渡り、かつその

サイクルが短くなってきている。現状では大学内での共有化推進により施設・設備関係支

出を低く抑えることができているが、今後は、導入した設備を所定期間使用した後に、引

き続き別の用途で有効活用することを前提とし、導入計画と再利用計画（用途・受入れ先）

を必ず併記して立案するなど、リスクの低減策も検討していく。 
 

5－5．会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5 の自己判定 

基準項目 5－5 を満たしている。 
 
（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

■会計処理 

本学園では、学校法人会計基準に基づき図表 5-5-1 のとおり各種規程を整備し、これら

の規程に則り適切に会計処理を行っている。 
 

図表 5-5-1 会計処理に関する規程 

学校法人谷岡学園事務決裁規程 
事務処理の円滑化及び決裁に関する責任の所在を明確にすることを

目的とする。 

学校法人谷岡学園経理規程 
経理に関する事項を正確かつ迅速に処理し、教育研究活動の維持発展

と経営の能率的運営に資することを目的とする。 

学校法人谷岡学園物品会計規程 
物品会計事務の公正、確実かつ能率的な運営を図るため、その事務に

関する根本基準を定めることを目的とする。 

学校法人谷岡学園予算編成規程 予算の編成及び手続きについて定める。 

学校法人谷岡学園予算執行規程 
予算の執行及び手続きに関する事項を、敏速かつ確実に処理し、本学

の財政の確立と教育研究その他諸活動のさらなる永続的な維持発展

に資することを目的とする。 

本学園では、所定の金額以上の予算執行は、稟議決裁を受けることとなっている。 
会計処理の実務は、事務作業の効率化及び適正な処理のため、全てシステム化されてお

り、各キャンパスとインターネット環境を通じて処理を行っている。 
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物品の購入や報酬の支払いの際は、本学各課室の担当者がシステム上からデータを入力

し、支払伝票を起票する。一定金額未満は課室長決裁、一定金額以上は課室長決裁後、大

学事務局長、法人本部財務課、法人本部長、理事長の決裁を経て、業者への支払い手続き

等を行っている。また、全ての支出について法人本部財務課が支払総括表を作成し、法人

本部長を経て、理事長に報告している。証憑書類等の保管については、一定金額以下は大

学で 2 年間分を保管し、最終的に法人本部財務課で保管している。 
以上のことから、予算管理と支払管理を一元化し、各課室において確実な予算管理が行

える体制を整えており、適正な会計処理に努めている。（【資料 5-5-1】～【資料 5-5-5】） 
 
5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

■会計監査 

本学園では、監事による財産状況の監査、監査法人による会計監査及び監査室が行う内

部監査による財務・会計監査を実施している。 
監事監査においては、「理事会」「評議員会」に監事が毎回出席し、財産状況の監査だけ

ではなく、理事会運営及び法人・大学の業務に関わる監査も行っている。また、監査法人

の期末監査及び監査報告時に意見聴取や質疑応答を行い、これらを踏まえ、毎会計年度、

監査報告書を作成し「理事会」、「評議員会」に報告している。 
監査法人監査は、会計年度を 4 月から翌年 3 月とし定期的に往査が実施され、必要に応

じて設置校の実地監査を行っている。また、毎年度 5 月に開催される「理事会」において

決算が承認された後、理事長、常務理事、理事、監事、法人本部長、法人本部管理職及び

監査室長の出席のもとで監査報告会を行っている。監査法人からの指導事項・改善事項に

関しては、法人本部主導で速やかに改善対応を行っている。 
監査室が行う内部監査については、毎年度複数の課室を抽出し、書類監査・実地監査を

行い、業務の適正化に務め、フォローアップまで対応することとし、令和 2（2020）年度

は図表 5-5-2 のとおりの対応を行った。 
また、監事・監査法人・監査室の三者が、効果的で効率的な監査実施を目的として定期

的に、情報提供、情報交換（監査計画・結果報告等）、意見交換を行う場として「三様監査

推進懇談会」を開催している。 
本学においては、教育研究費の運営、管理についての最高管理責任者は学長、統括管理

責任者は事務局長と定めている。公的教育研究費運営・管理委員会において選出された監

査人において、前年度に受給した競争的資金による研究課題の中から 10%以上に相当する

件数の課題を含めて監査対象を決定し、内部監査を実施している。令和 2（2020）年度に

ついては、委員会が策定した実施計画に基づき、競争的資金による研究課題 2 件を含めた

4 件の課題について、「書類監査」「物品の検収確認」「ヒアリング調査」等を行った。 
なお、監査結果及び改善事項は教授会にて周知・情報共有を行い、適正な処理を行うよ

う注意を促している。（【資料 5-5-6】～【資料 5-5-10】） 
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図表 5-5-2 令和 2（2020）年度 三様監査（監事、監査法人、監査室）実施状況 

令和 2 
(2020） 
年度 

監事監査 監査法人監査 
監査室内部監査 

臨時監査 定期監査 

1、2 人 2～4 人 フォローアップ 
監査 内部監査 公的研究費等に 

係る監査 
4 月  4 日（4/6.7.8.9）   

 
 
令和 2(2020)年度 
実施なし 
 
令和 3(2021)年度 
4 課室を予定 

 
5 月 1 日（5/27）    

6 月 2日（6/17.19） 8 日

（6/1.2.3.4.5.8.9.10）   
 

7 月    ヒアリング実施

（7/27） 
8 月 1 日（8/6）    
9 月 1 日（9/28） 3 日（9/2.3.7）   

10 月 1 日（10/14） 1 日（10/14） フォローアップ 
監査（1 室） 

 
11 月  1 日（11/26）  
12 月 1 日（12/24） 2 日（12/14.24）   

1 月 1 日（1/28） 3 日（1/25.26.27）   
2 月  3 日（2/9.22.25）   
3 月 1 日（3/26） 3 日（3/10.24.30）   

 

 

三様監査推進懇談会（監事 2 人、監査法人 4 人、監査室 2 人、法人本部 2 人） 
令和 2（2020）年度：1 回開催（10/14） 

 

（3）5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

監事、監査法人、監査室それぞれが、より効果的かつ効率的に監査を行えるように、「三

様監査推進懇談会」の内容や提供する情報を一層充実させる。また、文部科学省の定める

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の改正に基づき、内部監査

の強化（監査項目数の増加、専門的な知識を有する者の助言等）を実施し、実行性のある

モニタリングが組織的牽制機能となるよう体制整備を充実させる。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

「学校法人谷岡学園寄附行為」や「学則」、諸規程は、学校教育法、私立学校法、大学設

置基準等の関係法令に従って作成され、教職員はこれらの規程や法律を遵守している。教

職員の学園に対する認識理解と帰属意識の向上を目指すとともに、社会的機関として必要

な組織倫理・規律に関する事項（服務規律、個人情報保護、ハラスメント防止、人権問題

等）を規程化し、適切に運営している。 
組織の倫理・規律を確立する規程として、「学校法人谷岡学園神戸芸術工科大学就業規則」

において服務の基本原則を定め、教職員は就業規則に基づき業務を遂行するとともに、学

園全体の CS 理念及び行動指針に沿って、学園に関わる全てのステークホルダーが満足で

きるように取り組んでいる。 
経営の規律としての組織倫理、危機管理に関する規程は、適切に整備されており、認識

の共有化を促進すべく、学内ネットワークを通じて、諸規程等は容易に確認できる環境を

連携 
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整備している。また、経営目標を効果的に達成していくために、経営管理体制及びコンプ

ライアンス体制の確立と強化を目指して、合理性と合法性の観点から公正かつ独立した立

場で、経営諸活動の遂行状況を検証・評価する監査室を学園に設置している。 
また、二つの法律事務所と法律顧問契約を締結し、学園が行う契約、法律相談、さらに

は法令・判例等の情報の提供等を受けている。 
財務情報は、私立学校法第 47 条第 2 項に基づき、「資金収支計算書」、「事業活動収支計

算書」、「貸借対照表」の財務 3 表に加え、『財産目録及び事業報告書』、『監事の監査報告

書』を各設置校へ備え置き、ステークホルダーへの閲覧に供するとともに、学園ホームペ

ージ上でも公表している。また、学園広報誌『楽人』に財務 3 表を公表している。さらに、

学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づき、教育情報の 9 項目を大学ホームページ上で公

表し、法令を遵守している。 
管理運営体制としての「理事会」、「評議員会」の運営や役員、監事の選任については「学

校法人谷岡学園寄附行為」に基づき適切に運営されている。さらに、「理事会」と学園各設

置校の教学組織との意思疎通を図る「設置学校長会」、「学園設置校実務運営懇談会」、「金

曜懇談会」を開催するなど、管理部門と各設置校における教学部門は、有機的な連携強化

を図りながら運営されている。 
本学学長は本学園の理事も務め、本学事務局長は評議員に選任されている。従って管理

部門と大学における教学部門は常に適切な連携を図りながら運営されている。 
本学の事務組織及び業務分掌については、「学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規

程」に定め教員組織と密接に連携し、教育研究活動の質的向上に努めている。 
本学園は、建学の理念に基づく教育研究目的を達成するため、収支バランスを勘案し、

適切な会計処理のもと運営している。基本金組入前当年度収支差額はプラスであり、財務

の健全性に問題はない。 
以上のことから、基準 5「経営・管理と財務」の基準を満たしている。 
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基準 6．内部質保証 

6－1．内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1 の自己判定 

基準項目 6－1 を満たしている。 
 
（2）6－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

学則第 1 条の 2 において、『本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会

使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。』と定めて

いる。 
「神戸芸術工科大学大学評価実施基準」及び「神戸芸術工科大学大学評価委員会規程」

に基づき、大学評価委員会を組織し、点検・評価を実施している。大学評価委員会は、学

長が委嘱した専任教員、事務局長、教務課長、学生生活・国際交流課長、事業推進課長で

構成されており、自己点検・評価の作成方針を審議した上で、年度単位で実施している。

大学評価委員会の委員長は学長が委嘱した専任教員が就き、副委員長には事業推進課長が

就いている。 
「神戸芸術工科大学大学評価実施基準」において、自己点検・評価を実施する組織を定

め、内部質保証のための責任体制を明確にしている。 
自己点検・評価の結果は、特別企画室長（学長）に報告し、大学運営に活用することを

継続して行っている。学内組織の責任体制は、フロー図に示し、組織の整備状況を学内共

有している。（【資料 6-1-1】・【資料 6-1-2】） 
 
＜自己点検・評価の結果に関する学内フロー図＞ 

 
特別企画室にて 

大学運営に活用 
  

        各組織にて 
PDCA の実施 

自己点検･評価 
の結果 

 大学評価委員会 

審議 

 
運営協議会 
審議・報告 

 
教授会 
報告 

 
 

自己点検･評価 
の結果公開         

 

以上に加えて、教員個々の教授能力と教育組織としての機能の高度化に向け、学長のも

とに FD 推進組織を整備し、年次計画に基づき取組みを推進するよう努めている。 
令和 2（2020）年度には、建学の理念に基づく大学としての使命を果たすため、「神戸

芸術工科大学ガバナンス・コード（以下「ガバナンス・コード」という。）」を制定した。

ガバナンス・コードを適用することにより、強固な経営基盤作りに努めていくことにして

いる。加えて、三つの方針（ポリシー）の実質化と教育の質保証の取組みを推進するため、

教育・研究活動に係る PDCA を毎年度明示している。（【資料 6-1-3】） 
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（3）6－1 の改善・向上方策（将来計画） 

学内全体の内部質保証にかかる評価・改善の役割を担う特別企画室を設置し、特別企画

室が各組織単位で実施する点検・評価について内部質保証の観点から評価を行い、学内外

に公表することを目標とし、対応を図る。 

特別企画室においては、改善計画を事業計画に反映させるための、組織的かつ効果的な

運営を推進し、時代の変化に対応した大学づくりを進めていく。 

 

6－2．内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

（1）6－2 の自己判定 

基準項目 6－2 を満たしている。 
 
（2）6－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

自己点検・評価は、学校教育法施行細則第 166 条に則り、評価項目を設定している。具

体的には、芸術工学部各学科、大学院芸術工学研究科各専攻、各種委員会、事務局の統一

点検評価項目として、 
「1.前年度からの課題」 
「2.今年度の改善に向けた取り組みの実績及び結果について点検評価」 
「3.次年度への課題」 
としており、「計画・実践・評価・改善（PDCA）」のサイクルを継続的に実施している。 
会議での報告資料や各種規程等のエビデンスに基づく自己点検・評価を実施し、その結

果は、大学評価委員会の審議を経て、運営協議会、教授会及び理事長へ報告し、大学全体

で情報を共有している。 
毎年度行う自己点検・評価の結果は、学生・保護者をはじめとする一般向けに、情報図

書館において公開している。加えて、自己点検・評価の結果は、3 年ごとに「自己点検評

価書」にまとめ、大学ホームページへの掲載により公表することとしている。 

 平成 28（2016）年度大学機関別認証評価において日本高等教育評価機構より受けた「評

価報告書」の意見等に対しては、速やかに大学評価委員会において取り組み及び改善につ

いて検討を行い、学長及び理事長への報告により、その結果を共有している。（【資料 6-2-1】
～【資料 6-2-3】） 
 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

各種委員会等において報告されるデータやアンケート結果は、事務局において情報収集

管理、把握を行っている。各種アンケート結果（授業アンケート、学修行動調査、学修成

果に関する調査等）は、大学ホームページに掲載し、社会へ公表している。 
特別企画室は、本学の教育・研究・社会貢献・経営基盤に係る大学情報の調査及び分析

を行っているが、各種調査の経年比較や分析が十分とは言い難いため、今後具体的な目標

を立て、体制を整備していく。（【資料 6-2-4】～【資料 6-2-6】） 
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（3）6－2 の改善・向上方策（将来計画） 

これまでの課題を集約・整理し、大学運営の維持・継続に向けた実効性ある取り組みを

図る。必要な見直しは、学長のリーダーシップのもとで適正な時期と適切な対応を逸する

ことなく、実質的な取り組みを推進する。自己点検・評価の結果は、教職員全体の満足度

の向上に活用する。 
平成元年開学から構築してきた教育実践と学術活動の質の検証を行い、未来へ向けて持

続的に受験生や社会からの需要に応え、優れた人材育成と供給を継続する「芸術工学」の

教育と研究の質の向上をめざす。 
評価基準及びエビデンスに基づいた自己点検・評価を推進し、特別企画室と事務局各課

室が連携を図りながら IR 活動を定着させることで、質の高い自己点検評価活動を展開し

ていく。 
 

6－3．内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

（1）6－3 の自己判定 

基準項目 6－3 を満たしている。 
 

（2）6－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

本学では、学部及び大学院研究科として三つのポリシーを策定したうえで、各学科、各

専攻においても三つのポリシーを設けている。 
また、大学の使命・目的を達成するため、本学園の「事業計画制度」に基づき、学校ビ

ジョン（学校としてあるべき姿、ありたい姿）を盛り込んだ中期計画及び単年度の事業計

画書（基本領域・経営領域・教育領域・研究領域・運営領域・周辺領域）を策定している。

事業計画書は、三つのポリシーとの整合性を図り、毎年度行っている自己点検・評価の結

果を踏まえ、学長・副学長及び事務局長が協議のうえ策定している。 
単年度の事業計画書については、当該年度の 10 月末日までに上期（4 月～9 月）の進捗

状況を、次年度の 4 月末日までに実施結果を報告している。また、教育研究活動の状況は、

運営協議会、教授会等で随時報告され、必要な検討及び対策を適宜行っている。 
本学の事業計画書及び事業報告書は、学長の裁定を経て理事会に上申され、評議員会で

の意見聴取の後、理事会で承認され、適切に公表されている。（【資料 6-3-1】・【資料 6-3-2】） 
 

（3）6－3 の改善・向上方策（将来計画） 

少子高齢化やグローバル化が進む中、社会人、留学生、学生の多様化が進んでいる。今

後の大学業界を取り巻く環境が厳しくなることが予想されるが、教員と職員の協働体制を

より一層強化し、大学全体の適切な管理運営を図り、内部質保証の確立に努めていく。 
具体的には、三つのポリシーとの整合性を持たせた事業計画を策定し、教育研究活動を

実施していく。また、自己点検・評価の結果を踏まえ教育研究活動を検証し、次年度の事
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業計画に反映する PDCA サイクルの機能促進を図る。 
 

［基準 6 の自己評価］ 

内部質保証のための中心的組織として、学則第 1 条の 2 に基づき「大学評価委員会」を

設置している。大学評価委員会は、自己点検・評価を定期的に実施することにより、本学

における諸活動の状況を明らかにし、組織の活性化を促すとともに、改善方策の立案に役

立て、教育研究活動等の水準の向上を図ることを目的としている。 
内部質保証のための自己点検・評価活動として、本学が定めた評価項目に沿って点検評

価を行い、高等教育研究機関の責務として毎年度、自主的に実施している。 
自己点検・評価については、教育研究及び管理運営等に関する「1.前年度からの課題」

「2.今年度の改善に向けた取り組みの実績及び結果について点検評価」「3.次年度への課

題」について点検を行い、大学評価委員会のもとで本学に設置する各種委員会と連携を図

り、各年度において自己点検・評価報告書として取りまとめている。自己点検・評価報告

書は情報図書館に配架するとともに大学ホームページに掲載し、公表している。 
大学の使命・目的を達成するため、本学園の「事業計画制度」に基づき、学校ビジョン

（学校としてあるべき姿、ありたい姿）を盛り込んだ中期計画及び単年度の事業計画書を

策定している。事業計画書は、三つのポリシーとの整合性を図り、毎年度行っている自己

点検・評価の結果を踏まえ、学長・副学長及び事務局長が協議のうえ策定している。教育

研究活動の状況については、教授会、運営協議会等で随時報告され、必要な検討及び対策

を適宜行っている。 
以上のことから、基準 6「内部質保証」の基準を満たしている。 
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Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．社会連携・貢献活動 
A－1．社会との連携強化 
A-1-①産官学連携による社会活動と研究の有効性 

A-1-②産官学連携による社会活動と教育の有効性 

A-1-③芸術工学研究機構の活動（研究所課題・科研等競争的資金研究・受託研究・共同研 

究） 

（1）A－1 の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 
 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-①産官学連携による社会活動と研究の有効性 

現代社会における、今日のアート・デザインの役割は、毎日の生活の領域から社会全体

に関係する生産活動や事象にまで広がり、またビジネス、サービス、モノづくりをはじめ、

地域コミュニティでの活動からデジタルな情報ネットワーク、さらには文化の創造のあり

方に至るまで役割が広がっている。人とモノ、人と環境の関係を分析しながら、調和した

豊かな生活と環境を企画・設計することは、本学の専門領域の特徴である。 
本学は神戸の地に深く根ざした大学として自治体や企業、教育諸機関等と連携し、時代

や社会の要請に効率よく反応し、より良い未来社会をつくる役割を担い、地域社会ととも

に人材の養成・地域産業の活性化等の専門課題から社会課題の発見と解決に至る様々な活

動を行っている。 
主な実績として、神戸市から創造都市（デザイン都市）の実現、三木市から地場産業の

活性化、芦屋市からまちづくり・コミュニティ形成などの地域振興、兵庫県商工会連合会

から地域中小企業の発展・地域経済の活性化、公益財団法人こうべ市民福祉振興協会から

地域の福祉向上の取り組みへの協力、公益財団法人神戸市公園緑化協会から、公園および

地域の活性化を図るためのデザインおよびアートの視点での協力等、自治体や各団体から

の要望を受け、「連携・協力に関する協定」の締結や事業連携によりプロジェクトを展開し

ている。（【資料 A-1-1】～【資料 A-1-7】） 
 

図表 A-1-1 自治体や各団体との連携協力に関する協定実績（就職に特化した協定を除く） 

神戸市 「デザイン都市神戸」の推進のための連携協力に関する協定 

三木市 包括的な連携協力に関する協定 

坂出市 坂出市のまちづくりの推進にかかる連携協力に関する協定 

芦屋市 包括的連携に関する協定 

兵庫県商工会連合会 地域中小企業の発展と地域経済活性化に関する事業連携に関する

協定 
公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 市民福祉の向上に向けた連携協力に関する協定 

公益財団法人神戸市公園緑化協会 公園および地域の活性化に取り組むための連携に関する基本協定 
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本学は、企業や自治体等からの受託研究や共同研究にも積極的に取り組んでいる。毎年

多くの企業から、アート・デザインの力による課題の解決を中心とした数多くの相談を受

けている。これらの中には、デザインの制作に関する依頼などの単発的な相談に加えて、

継続的な取り組みを行うことによって、事業の安定的な運営や、発展的な展開につながっ

ている事例が増えている。令和元（2019）年度時点で実施中の受託研究・共同研究のうち、

過去 3 年間以上継続の案件は 13 件に上り、年間受託件数の半数近くを占めるに至った。

そのうち5年以上にわたって継続している案件は5件であった。5年間以上の継続案件は、

西脇商工会議所の「播州織ファッション特区事業」、神戸市総合児童センターの「子どもた

ちのアートおよびデザイン学習活動に関する研究」、本州四国連絡高速道路株式会社の「本

州四国連絡高速道路の活性化・利用促進」、大和船舶土地株式会社の「エリアのリノベーシ

ョンに関する企画とデザイン」、丹波篠山市商工会の「篠山建築学校」であった（以上、研

究題目は令和元（2019）年度のものを表記）。依頼者と協力し、継続して取り組むことに

より、知的財産やノウハウといった学術的研究成果を効果的に蓄積することが可能となり、

当初の課題解決をみた後、より高いレベルの目標を設定し、その解決に向けた研究へと発

展している。ただし、令和 2（2020）年度は新型コロナウイルスの影響により継続が中断

した案件が多く、3 年間以上継続しているものは 5 件（うち、5 年間以上の継続案件は 3
件）となり、受託総数も 17 件まで減少した。 

なお、本学に寄せられる相談には、ワークショップの実施を伴う課題があり、これに参

加する地域及び近隣住民との触れ合いを通して、信頼関係の構築につながっているケース

もある。継続的な取り組みは、課題の解決や研究成果の蓄積、事業の発展など、依頼者と

本学の双方だけのメリットに留まらず、こうした地域住民とのつながり、さらには社会へ

の還元といったより広い視野において意義があり、今後さらにニーズが増加するものと考

えている。 
本学は、引き続き企業や自治体、あるいは地域が直面している課題に対し、アート・デ

ザインの力を活用して解決に向けた支援を行うとともに、その活動を通して地域に根ざし

た大学、そして地域社会に必要とされる大学として、自らの研究能力の向上を図るととも

に、知的・人的・物的資産を駆使し、今後も社会貢献に努めていく。（【資料 A-1-8】） 
 

図表 A-1-2 令和 2（2020）年度受託研究一覧 
委託者 研究題目 

神戸市総合児童センター 子どもたちのアートおよびデザイン学習活動に関する研究 
西脇商工会議所 播州織ファッション特区事業 
一級建築士事務所 大西麻貴＋百田

有希 / o+h インキュベ－ション施設における環境デザイン手法の実践と検証 

一級建築士事務所 大西麻貴＋百田

有希 / o+h 熊本地震震災ミュージアムにおける環境デザイン手法の実践と検証 

大和船舶土地株式会社 エリアのリノベーションに関する企画とデザイン 
NPO 法人リアン 就労継続支援 A 型事業所への「モノづくり」支援 
株式会社ホロニック ホテルセトレ神戸・舞子 朝食プロダクト 
朝来市 生野鉱山の総合的な学術研究 
一般社団法人リバブルシティイニシ

アティブ 東遊園地の「すわりかた」をデザインする 
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南京町商店街振興組合 南京町ランターンフェア・春節祭におけるワークショップの企画と運

営 
芦屋市 ラッピング列車「SDGs トレイン 2020」掲載ポスター制作 
株式会社 OM こうべ ショッピングセンター 仮囲いボードのデザイン制作 
神戸・三宮センター街 1 丁目商店街

振興組合 三宮センター街の空間活性化と整備 

本州四国連絡高速道路株式会社 神戸・明石・淡路での good viewspot マップ作成 

神戸市公園緑化協会あいな里山公園 あいな里山公園および地域の活性化のためのデザインカリキュラム

に関する研究 
神戸市都市局 西神中央 文化・芸術ホール等整備事業工事仮囲いデザイン制作 
株式会社伊藤園 紅茶のギフト商品のデザイン 

 

A-1-②産官学連携による社会活動と教育の有効性 

本学への受託研究等の産学官連携事業は、地域社会からの多くの要望に応えて社会貢献

活動を担う一方で、委託された活動に学生の参加を促し、「総合プロジェクト」科目とし

て単位認定している例がある。学生が社会活動を通して実践を学ぶ機会を提供し、そこで

様々な価値観を持つ人々と接し、時には利害が相反する関係者との調整を行うなど、課題

の解決に向けた取り組みを経験することによって社会で通用する人材育成を視野に入れ

ている。これは建学の理念である「世に役立つ人物の養成」の具現策の一つであり、同時

に、学校教育法第 83 条 2「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成

果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」にも適合する活

動である。学生個人が様々な課題を自らの問題として捉え、自らが試行錯誤しながら取り

組み、持続可能な社会づくりの担い手となるよう、一人ひとりを育成する教育につながっ

ている。 
こうした地域社会に必要とされる大学の実現に向けた様々な取り組みに対し、常に誠実

かつ地道に実践してきた活動の蓄積は、大学の教育面における力量を高めることにつなが

っている。 
 

A-1-③芸術工学研究機構の活動（研究所課題・科研等競争的資金研究・受託研究・共同研 

究） 
本学は、「クムルス（世界最大の芸術デザイン大学の連合組織）」やユネスコのクリエイ

ティブシティーネットワークに参画し、世界の大学や教育研究機関の新しい動きや時代の

要請を鋭敏に読み、新しい「芸術工学」の課題の発見や表現技術の開発をめざしている。 
附置研究所については、平成 11（1999）年「芸術工学研究所」、平成 22（2010）年「ア

ジアンデザイン研究所」、平成 25（2013）年「インタラクションデザイン教育研究所」を

設置し、研究活動を展開してきた。平成 28（2016）年に、さらなる研究活動の活性化と

芸術工学の発展を期して、研究所を集約し、かつ、学内の全ての研究活動を統括する「芸

術工学研究機構」（以下「研究機構」という。）を創設した。同時に「アジアンデザイン研

究所」「インタラクションデザイン研究所」「環境・ランドスケープデザイン研究所」「高

齢医療福祉デザイン研究所」「アミューズメントメディア研究所」の五つの研究所を設置

した。各研究所は時代が求めるニーズに対し、適切な研究課題を設定し、その解決に向け

様々な専門性を持つ研究員を配し、迅速かつ柔軟に対応することを目指している。そのた
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め、各研究所は恒常的なものではなく、その設置及び改組について、柔軟に対応するもの

としている。平成 29（2017）年から平成 30（2018）年までは、「アジアンデザイン研究

所」「社会課題デザイン研究所」「芸術工学教育研究所」の三つの研究所体制とした。（【資

料 A-1-9】） 
 
（1）研究所の研究活動について 

平成 31（2019）年 4 月より、「アジアンデザイン研究所」「間（あわい）のデザイン研

究所」の二つの研究所を設置している。 
「アジアンデザイン研究所」においては、アジア諸国の国際的な協力・連携による研究

プロジェクト、国際シンポジウム、国際デザイン展などへの取り組みを通じて、次世代の

未来を築くアジアにおけるデザインの方法論を創出し、その可能性を見出すことを目標と

している。 

一方、「アジアの暮らし-かたちとデザイン-」という本学独自の視点から調査研究を推

進し、アジア文化が抱き込む豊かな造形、住まいと生活空間の価値や意味を再認識し、現

代のデザインに生かすとともにアジアにおける大学の重要な役割を担うこととしている。

本学開学 30 周年に合わせ令和元（2019）年 10 月には、これまでの研究活動を回顧する

展覧会「百花繚乱」を開催した。（【資料 A-1-10】） 

「間（あわい）のデザイン研究所」では、あの世とこの世との「間（あわい）」を現出

させる舞台形式を編み出した能のように、イメージとリアリティの「間」を生きる現在の

人間の様々な対立・分裂を超越したビジョンを創出する新しいデザインの研究を推進して

いる。 
各研究所は、特定の課題を設定し、学際的、総合的な研究調査、国内外の研究機関との

学術交流、「クムルス」への継続的な参加支援を行い、成果の取りまとめと情報図書館へ

の蓄積、発信のため、研究発表、展覧会、講演会、シンポジウムの開催等を積極的に行っ

ている。ただし、令和 2（2020）年度は新型コロナウイルス対策として、学内予算を優先

的に学生支援に充当する必要があったことと、同時に研究活動そのものについても、学外

での研究調査活動の自粛や展覧会等開催の中止または延期などの大きな制約が発生した

ことから、研究費の多くを一旦凍結することした。その結果、「アジアンデザイン研究所」

の研究課題については 1 年間、「間（あわい）のデザイン研究所」については半年間、研

究開始を遅らせることとなった。 
 
（2）研究助成制度について 

本制度は従来、学内において、3 学科以上の教員が横断的に共同で行う研究課題の申請

について選考を行い、所定の学内予算にて助成を行う制度として研究機構創設以前より運

用を重ねてきたものである。令和元（2019）年度の助成（平成 30（2018）年度申請）よ

り、対象とする研究組織の編成条件並びに選考方法について、以下のとおり見直しを行っ

た。 
まず、研究組織編成の条件について、従来の「3 学科以上の教員で編成」を「3 専門分

野以上の教員で編成」に変更した。研究課題の設定並びにその取り組みにおいては、教員

が所属する学科の数ではなく、各教員が持つ専門性（専門分野）がより重要であるとの判
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断による。 
また、選考において研究実績が少ない教員が不利にならないよう、「挑戦的研究」の選

考区分を設定した。当該区分にて申請された研究課題については、審査の際にそれが適切

と認められた場合には、一般の選考区分の応募課題と別に選考を行うものである。また、

申請区分に「創作活動」を追加し、作品制作を研究活動の中心とする教員も応募しやすい

制度とした。 
本学内にこうした研究助成制度を設け、教員の専門分野やキャリアを問わず幅広く研究

活動の機会を提供し、多くの教員がこの制度を通して経験を積み重ねることは研究能力向

上や研究実績としてのキャリアの蓄積はもちろん研究組織内において与えられた役割を

確実に遂行する責任、また、これを誠実に行う経験を重ねることであり、これは研究者と

しての倫理観を養うことにつながる機会でもある。また、これらの経験を通して、後述す

る競争的資金を自ら獲得し、実際に遂行していくノウハウを身に付け、その成果を広く社

会に還元することのできる人材を育成することを目標としている。 
なお、本助成制度による研究課題は単年度計画としているが、令和 2（2020）年度助成

の研究課題のうち新型コロナウイルスの影響により研究遂行に困難が生じた課題につい

て研究計画変更申請に基づく審査を行い、十分な研究成果が見込まれると判断したものに

ついては、図表 A-1-3 のとおり研究期間の延長を認めることとした。（【資料 A-1-11】～【資

料 A-1-15】） 
 

図表 A-1-3 研究助成制度の採択課題（令和 2（2020）年度の助成分） 
研究種目 

（申請区分） 研究代表者 研究課題 交付額 

共同研究 

（独創的・先駆的研究） 
中安 翌 三次元デジタイズ技術を利用した教育研究環境の

整備に関する研究 3,932,000 円 

共同研究 

（他大学等研究者と

の共同研究） 

金箱 淳一 ヒューマノイドロボットを用いたロボットコンテ

ンツデザイン教育に関する研究 3,560,000 円 

共同研究 

（創作活動） 
藤山 哲朗 アート＆デザインによる地域貢献「坂出アートプロ

ジェクト 2020-2021」の企画・実施 1,481,000 円 

共同研究 

（他大学等研究者と

の共同研究） 

田頭 章徳 ミラノサローネ出展プロジェクトを通した教育プ

ログラム開発 1,200,000 円 

 ※共同研究助成の選考区分「挑戦的研究」での応募はなし 
※出版助成の申請なし 

 

（3）科学研究費助成事業等の競争的資金獲得について 
本学では科学研究費助成事業（科研費）を中心とした競争的資金の獲得に積極的に取り

組んでいる。 
 

図表 A-1-4 科研費等新規採択状況（過去 3 年間） 

研究種目 研究代表者 研究課題 期間全体の交付額 
直接／間接経費 

基盤研究（B） 吉良 森子 観光化が進む世界遺産の歴史的都心における住

環境の変化と課題の考察 
11,600,000 円 
3,480,000 円 
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基盤研究（B） 黄 國賓 国際連携調査による日本とアジアの「頭上祭礼

装置・かぶりもの」の実態把握と比較 
9,700,000 円 
2,910,000 円 

基盤研究（B） 長野 真紀 マレー半島における海上華人集落の形成過程と

居住文化の変容・継承に関する研究 
6,700,000 円 
2,010,000 円 

基盤研究（C） 佐野 浩三 近現代の沖縄における社会課題に起因する「バ

ナキュラーデザイン」の発祥経緯と可能性 
3,400,000 円 
1,020,000 円 

基盤研究（C） 吉田 尚美 地場産業を活かした交通事故軽減のための再帰

性反射素材の開発と普及に関する研究 
3,400,000 円 
1,020,000 円 

基盤研究（C） 相澤 孝司 LED 転換期における屋外照明の照度・色温度・

輝度・演色性と空間イメージの比較研究 
3,300,000 円 

990,000 円 

基盤研究（C） 笹﨑 綾野 衣服デザインに視点をおいた円背高齢女性の体

型特性把握および衣服製作の実践評価 
3,300,000 円 

990,000 円 

基盤研究（C） 戸矢崎 満雄 与島五島における伝統文化の持続的継承と発展

に関する基盤研究 
3,300,000 円 

990,000 円 

基盤研究（C） 古賀 俊策 活動筋の酸素不足発生の仕組み 3,200,000 円 
960,000 円 

基盤研究（C） 小浦 久子 ローカルの変化と都市のかたちの再編との相互

性にもとづく計画論 
3,100,000 円 

930,000 円 

基盤研究（C） ばんば まさえ 日本の木綿文化－染織技法の発展と継承－ 2,700,000 円 
810,000 円 

基盤研究（C） 安森 弘昌 木材内部の染色に関する「吸引染色法」の確立 2,500,000 円 
750,000 円 

若手研究（B） 奥島 大 活動筋における脱酸素化応答曲線の特性は酸素

供給不足を反映するのか？ 
3,100,000 円 

930,000 円 
国際交流事業 
外国人特別研究員 古賀 俊策 微小循環レベルの酸素需給の不均一性が運動時

の酸素摂取動態に及ぼす影響 
840,000 円 

0 円 
 

本学は、科研費制度の目的である『あらゆる学術研究（研究者の自由な発想に基づく研

究）を格段に発展させること』に基づき、教員個々の自発的な取り組みをサポートしてい

る。毎年、学内向けに科研費申請に関する応募説明会を開催している。参加は任意である

が、初めて応募を検討する教員だけでなく、これまでに科研費の研究実績がある教員にと

っても意義のある説明会となるようプログラム内容及び進め方について工夫を重ねてい

る。実際の応募手続（研究計画調書の提出）においては、申請者から大学に研究計画調書

が提出され次第、科研費事務担当者がその内容の確認を行う。調書の形式面におけるチェ

ック、事務的記載項目の確認は当然のことながら、研究内容そのものに関することについ

ても可能な限り踏み込んだ確認を行い、記述内容や構成について専門家だけではない視点

からも客観的に意見を返すこととしている。（【資料 A-1-16】・【資料 A-1-17】） 
他の機関の研究課題の分担者となることについて制限を設けず、研究者が自らのエフォ

ート管理に基づいて判断することとし、研究代表者・分担者分を合わせ、後日、科研費事

務担当者から一括して応募状況を報告することとしている。本学教員が研究代表者となる

課題の新規獲得件数は、年度平均で 4・5 件となっている。取り組んでいる研究課題数は、

代表課題及び分担課題を合わせて各年度 16～21 件で推移しており、専任教員のうち概ね

15～20%の者が研究代表者または他機関の分担者として科研費研究に携わっている。 
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図表 A-1-5 科研費等実施状況（過去 3 年間） 

年度 
本学研究者が代表者

である課題件数 
他機関研究者が代表者で、本学

教員が分担している課題件数 
計 

平成 30（2018）年度 13 3 16 

令和元（2019）年度 15 6 21 

令和 2（2020）年度 13 6 19 

※実課題数を計上（同一課題に複数の分担者がいる場合は 1 でカウント）し、また、 
繰越等による期間延長分は除外（当初予定の研究期間を基準に計上）している。 

 

芸術工学研究機構の当初の創設目的である「芸術工学の研究活動の活性化と、社会との

連携を担い、本学の使命目的に照らし、諸科学にまたがる芸術工学の基礎的技能から高度

な専門的領域の研究活動と、産官学及び国内外の関連活動との双方向の協調関係を育みな

がら、研究成果を還元することによって未来に貢献する」目的を長期的に継続していくた

め、常に研究機構活動の見直し改善に取り組んでいる。 
先述のとおり、平成 30（2018）年度に、学内における研究活動活性化策の一つとして、

研究助成制度の改善を図った。併せて、社会の動向を見据えながら研究所再編の検討を進

め、平成 31（2019）年 4 月より現在の二つの研究所体制に移行している。こうした学内

における研究活動の活性化を図ることにより、多くの教員が積極的に取り組むことができ

る環境を整え、実際に経験を重ねることは受託研究を初めとした企業や自治体、あるいは

地域等、外部との協働による課題解決型の事業への取り組みにおいて、有効に働くと考え

ている。 
学内研究助成の発展課題として科学研究費の申請を行い、獲得につながることを推進し

ている。以上のように研究活動への積極的な取り組みを行う素地づくりを行い、制度の改

善及び充実について、今後も継続して努力していく方針である。 
 

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

研究機構の創設目的である「受託事業の受入れに関する業務窓口としての積極的な受入

れ」、「学内研究組織の一体化による助成金や学外共同研究等の外部資金の導入の促進」、「各

種補助金及び科学研究費等の獲得」といった、業務分担としての体制を構築している。今

後はこれらを恒常的に円滑に行うための体制づくりを行っていく。現状の課題としては、

芸術工学研究機構の運営について審議を行う「芸術工学研究機構運営委員会」及び担当事

務部署双方のメンバーが入れ替わることにともない、ルーティンとしての業務遂行体制の

確立に至っていないことであり、今後、安定的な運営体制を構築する必要がある。 

創設当初からの目標の一つであった「学外共同研究や受託研究における知的財産等の権

利に関する契約」については、それぞれの場合における帰属ルールについて、契約書のひ

ながたを完成し、運用するに至っている。今後は学内における機関（大学）と研究代表者

または研究分担者及び協力者（学生等）との間における帰属ルールと、それに基づく合意

手順の確立を行うことを検討する。積極的な外部資金（受託研究・共同研究等）の受入れ

や、社会連携活動を行っていくうえで不可欠なルールの確立をめざしている。 
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［基準 A の自己評価］ 

本学への受託研究や共同研究は増加しており、これによって、より高いレベルでの課題

解決に取り組むとともに、企業・地域住民との交流を通して信頼関係を構築し、地域社会

に根ざした大学として、知的・人的・物的資産を提供するなど、社会への貢献継続を図っ

ている。 
実際の受託研究の活動に学生を参画させ、社会活動を通して実践を学ぶ機会を学生に提

供するため、これを正規のカリキュラム科目として授業を展開している。 
さらに、学外との実践的な共同研究や科学研究費等の基礎的な研究に対して教員の積極

的な参加を促し、特に大学教員としての年数が浅い教員でも自ら経験と実績を蓄積し、競

争的資金の獲得につなげるための方策や、受託研究他の社会連携事業への取り組みのノウ

ハウを身に付け、研究の成果を常に社会に還元できるような環境を確立するよう努めてい

る。 
以上のことから、基準 A「社会連携・貢献活動」の基準を満たしている。 
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Ⅴ．特記事項 

 

1．各学科による個別企画展 

 本学では、D 棟（講堂・ギャラリー）地下 1 階ギャラリーセレンディップにおいて、各

学科持ち回りで展示会・イベントを開催し、本学の特色・取組みを地域社会に発信して知

名度と認知度の向上を図っている。 
 「産学連携プロジェクト」や「地域連携プロジェクト」をテーマとした作品が展示され、

学内関係者、関係企業や地域住民合わせて 100 人を超える来場があり、地域交流の活性化

につながっている。 
個別企画展の展示風景は下図参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29（2017）年度 ビジュアルデザイン学科：TZTOM TODA－Editorial Design－ 

 

 

令和元（2019）年度 ファッションデザイン学科：「発想のカタチ」拡がる－ファッションの領域に向けて－ 

 

 

平成 28（2016）年度 大学院：神戸芸術工科大学 大学院展 
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Ⅵ．法令等の遵守状況一覧 

 

学校教育法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 83 条 ○ 学則第 1 条に使命・目的を明記している。 1-1 

第 85 条 ○ 
学則第 2 条、第 2 条の 2 に学部組織を定め、芸術工学部及び芸術

工学教育センターを設置している。 
1-2 

第 87 条 ○ 学則第 10 条に修業年限を定め、4 年としている。 3-1 

第 88 条 ○ 
学則第 17 条、第 17 条の 2 に編入学、転入学を定めている。なお、

編転入の入学年次は、2 年次もしくは 3 年次編入としている。 
3-1 

第 89 条 ― 該当なし 3-1 

第 90 条 ○ 
学則第 13 条に入学することのできる者を定め、募集要項の入試区

分ごとに出願資格として明記している。 
2-1 

第 92 条 ○ 

学則第 4 条に職員組織を定め、学長、副学長、学部長、教授、准

教授、助教、実習助手、事務職員を置いている。 

「教員選考規程」「教員選考規程運営細則」に基づき、採用及び昇

任の資格審査を行っている。 

3-2 

4-1 

4-2 

第 93 条 ○ 
学則第 5 条に教授会を定め、教授会を設置している。 

学則第 6 条に教授会の審議事項について定め、審議を行っている。 
4-1 

第 104 条 ○ 

学則第39条及び第40条に卒業及び学士の学位授与について定め、

学位の授与を行っている。 

大学院学則第 37 条、第 38 条及び「神戸芸術工科大学大学院学位

規程」に課程の修了及び学位について定め、学位の授与を行って

いる。 

3-1 

第 105 条 ○ 
学則第 55 条及び履修証明プログラム規程に基づき、「キャリア・

アッププログラム」を開講している。 
3-1 

第 108 条 ― 該当なし 2-1 

第 109 条 ○ 
学則第 1 条の 2 に自己点検及び評価について明記しており、平成

28 年度自己点検評価書を大学ホームページで公表している。 
6-2 

第 113 条 ○ 
本学ホームページにて教育情報を公開している。 

研究成果については、「学術リポジトリ」にて公開している。 
3-2 

第 114 条 ○ 学則第 4 条に事務職員を置くことを明記し、運用している。 
4-1 

4-3 

第 122 条 ○ 
学則第 17 条及び募集要項に編・転入学試験の出願資格として明記

している。 
2-1 

第 132 条 ○ 
学則第 17 条及び募集要項に編・転入学試験の出願資格として明記

している。 
2-1 
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学校教育法施行規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 4 条 ○ 全ての事項を学則に明記している。 
3-1 

3-2 

第 24 条 ○ 学生カード、学事システムにて適切に管理している。 3-2 

第 26 条 

第 5 項 
○ 学則第 42 条に明記している。 4-1 

第 28 条 ○ 
「学校法人谷岡学園文書取扱規程」「学校法人谷岡学園文書保存規

程」等を定め、各担当課において備えている。 
3-2 

第 143 条 ― 該当なし 4-1 

第 146 条 ○ 
学則第 17 条、第 17 条の 2 に編入学、転入学を定めている。なお、

編転入の入学年次は、2 年次もしくは 3 年次編入としている。 
3-1 

第 147 条 ― 該当なし 3-1 

第 148 条 ― 該当なし 3-1 

第 149 条 ― 該当なし 3-1 

第 150 条 ○ 
学則第 13 条及び募集要項の入試区分ごとに出願資格として明記

している。 
2-1 

第 151 条 ○ 
「神戸芸術工科大学入学者選抜規程」に指定校推薦を定め実施し

ている。 
2-1 

第 152 条 ○ 入試に関する自己点検評価・報告を実施している。 2-1 

第 153 条 ○ 学則第 17 条に明記している。 2-1 

第 154 条 ○ 学則第 17 条に明記している。 2-1 

第 161 条 ○ 
学則第 17 条、第 17 条の 2 に編入学、転入学を定めている。なお、

編転入の入学年次は、2 年次もしくは 3 年次編入としている。 
2-1 

第 162 条 ○ 学則第 17 条及び募集要項に明記している。 2-1 

第 163 条 ○ 学則第 7 条に学年、学則第 8 条に学期を定めている。 3-2 

第 163 条の 2 ○ 
「神戸芸術工科大学科目等履修生規程」第 11 条に証明書の発行を

定めている。 
3-1 

第 164 条 ○ 
学則第 55 条及び「神戸芸術工科大学履修証明プログラム規程」に

基づき、「キャリア・アッププログラム」を開講している。 
3-1 

第 165 条の 2 ○ 
ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポ

リシーを各学科、研究科において定めている。 

1-2 

2-1 

3-1 

3-2 

6-3 

第 166 条 ○ 学則第 1 条の 2 に自己点検及び評価について明記している。 6-2 

第 172 条の 2 ○ 
教育研究活動等の情報については、大学ホームページで公表して

いる。 

1-2 

2-1 
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3-1 

3-2 

5-1 

第 173 条 ○ 学則第 40 条に学位授与を定めている。 3-1 

第 178 条 ○ 
学則第 17 条、第 17 条の 2 に編入学、転入学を定めている。なお、

編転入の入学年次は、2 年次もしくは 3 年次編入としている。 
2-1 

第 186 条 ○ 
学則第 17 条、第 17 条の 2 に編入学、転入学を定めている。なお、

編転入の入学年次は、2 年次もしくは 3 年次編入としている。 
2-1 

 

大学設置基準  

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条 ○ 大学設置基準を最低基準とし、水準の向上に努めている。 
6-2 

6-3 

第 2 条 ○ 学則第 2 条の 3 に学部・学科の教育研究上の目的を定めている。 
1-1 

1-2 

第 2 条の 2 ○ 「神戸芸術工科大学入学者選抜規程」に定めている。 2-1 

第 2 条の 3 ○ 
各委員会の構成員においても、教員と職員が定められている等、

教員と事務職員が連携・協働し、教育研究活動を運営している 
2-2 

第 3 条 ○ 
学則第 2 条に組織を定め、教員組織、教員数等適切に配置してい

る。 
1-2 

第 4 条 ○ 学則第 2 条に学科を定め、７学科を設けている。 1-2 

第 5 条 ― 該当なし 1-2 

第 6 条 ○ 
学則第 2 条の 2 に芸術工学教育センターを定め、設けている。 

なお、専任教員数、施設等基準の要件を満たし備えている。 

1-2 

3-2 

4-2 

第 7 条 ○ 各学科に必要な教員を配置し、教員組織を編制している。 
3-2 

4-2 

第 10 条 ○ 主要科目（必修科目）は、ほぼ専任教員が担当している。 
3-2 

4-2 

第 10 条の 2 ○ 「神戸芸術工科大学教務委員会規程」第 4 条 2 項に定めている。 3-2 

第 11 条 ― 該当なし 
3-2 

4-2 

第 12 条 ○ 専任教員を配置している。 
3-2 

4-2 

第 13 条 ○ 必要専任教員数以上の専任教員を配置している。 
3-2 

4-2 

第 13 条の 2 ○ 
「学校法人谷岡学園寄附行為」第 51 条に、学長の任免について定

め、理事会において選任している。 
4-1 
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第 14 条 ○ 
「神戸芸術工科大学教員選考規程」第 3 条に教授の選考基準を定

めている。 

3-2 

4-2 

第 15 条 ○ 
「神戸芸術工科大学教員選考規程」第 4 条に准教授の選考基準を

定めている。 

3-2 

4-2 

第 16 条 ― 該当なし 
3-2 

4-2 

第 16 条の 2 ○ 
「神戸芸術工科大学教員選考規程」第 5 条に助教の選考基準を定

めている。 

3-2 

4-2 

第 17 条 ○ 
「神戸芸術工科大学教員選考規程」第 6 条に実習助手の選考基準

を定めている。 

3-2 

4-2 

第 18 条 ○ 学則第 2 条に収容定員を定め、適正に管理している。 2-1 

第 19 条 ○ 学則第 29 条に授業科目を定め、別表に明記している。 3-2 

第 19 条の 2 ○ 学則第 29 条に授業科目を定め、別表に明記している。 3-2 

第 20 条 ○ 学則第 29 条に授業科目を定め、別表に明記している。 3-2 

第 21 条 ○ 学則第 30 条に単位計算方法を定めている。 3-1 

第 22 条 ○ 十五週・補講・定期試験で学年暦を設定している。 3-2 

第 23 条 ○ 学年暦にて、十五週の授業期間を設定している。 3-2 

第 24 条 ○ 

「神戸芸術工科大学履修に関する規程」第 5 条に受講制限につい

て定め、語学授業については、1 クラスの学生数の上限を設定して

いる。また、履修希望学生が多数の場合は、抽選を行う、クラス

数を増やし対応するなど適正な学生数としている。 

2-5 

第 25 条 ○ 授業は、講義、演習、実習及び実技のいずれかにより行っている。 
2-2 

3-2 

第 25 条の 2 ○ 

授業の方法及び内容並びに一年間の授業計画は、シラバスにて学

生に明示している。 

成績評価については、学則第 34 条、「履修に関する規程」第 16

条に定め、「CAMPUS GUIDE」に明記するとともに各授業の評価

方法については、当該シラバスに明記している。 

3-1 

第 25 条の 3 ○ 
「神戸芸術工科大学 FD・SD 委員会規程」を定め、FD・SD 研究

会を実施している。 

3-2 

3-3 

4-2 

第 26 条 ― 該当なし 3-2 

第 27 条 ○ 学則第 32 条、第 33 条、第 34 条に定めている。 3-1 

第 27 条の 2 ○ 

「神戸芸術工科大学履修に関する規程」第 4 条第 8 項に、各学期

25 単位を上限に定め、「神戸芸術工科大学履修に関する規程」第 4

条第 9 項に成績優秀者において、前項に定める上限を超えて履修

科目の登録を認めることを定めている。 

3-2 

第 27 条の 3 ○ 学則第 36 条に 60 単位を限度として認めることを定めている。 3-1 

第 28 条 ○ 学則第 36 条に 60 単位を限度として認めることを定めている。 3-1 
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第 29 条 ○ 学則第 36 条に 60 単位を限度として認めることを定めている。 3-1 

第 30 条 ○ 
学則第 37 条に 30 単位を限度として認めることを定めており、学

則第 35 条、第 36 条により修得したものとみなす単位数と合わせ

て 60 単位を限度して認めることを定めている。 

3-1 

第 30 条の 2 ― 該当なし 3-2 

第 31 条 ○ 
学則第 48 条及び「神戸芸術工科大学科目等履修生規程」に科目等

履修生について定めている。 

3-1 

3-2 

第 32 条 ○ 
学則第 39 条に卒業要件は、４年以上在学し、124 単位以上取得す

ることと定めている。 

3-1 

第 33 条 ― 該当なし 3-1 
第 34 条 ○ 教育にふさわしい環境をもった校地を有している。 2-5 
第 35 条 ○ 校舎と同一の敷地内にグラウンド及び体育館を備えている。 2-5 
第 36 条 ○ 組織及び規模に応じた校舎等施設を有している。 2-5 
第 37 条 ○ 校地の面積は基準を満たしている。 2-5 
第 37 条の 2 ○ 校舎の面積は基準を満たしている。 2-5 
第 38 条 ○ 図書等の資料及び図書館について適正に整備されている。 2-5 
第 39 条 ○ 必要な実験・実習施設を備えている。 2-5 
第 39 条の 2 － 該当なし。薬学に関する学部又は学科を設置していない。 2-5 
第 40 条 ○ 学科に応じて必要な種類及び数の機械、器具等を備えている。 2-5 

第 40 条の 2 － 該当なし。二つ以上の校地を有していない。 2-5 

第 40 条の 3 ○ 教育研究環境の整備に努めている。 
2-5 

4-4 

第 40 条の 4 ○ 
大学、学部及び学科の名称は、教育研究上の目的にふさわしいも

のである。 
1-1 

第 41 条 ○ 
「学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規程」第 7 章に神戸芸

術工科大学の事務の組織及び分掌について定めている。 

4-1 

4-3 

第 42 条 ○ 
「学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規程」第 36 条に厚生補

導は学生生活・国際交流課がつかさどると定めている。 

2-4 

4-1 

第 42 条の 2 ○ 

キャリアセンター室とキャリアサポート委員会が連携を図り、社

会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制を

整備している。 

2-3 

第 42 条の 3 ○ 毎年、外部機関主催の SD 研修に参加している。 4-3 

第 42 条の 3 の

2 
― 該当なし 3-2 

第 43 条 ― 該当なし 3-2 

第 44 条 ― 該当なし 3-1 

第 45 条 ― 該当なし 3-1 

第 46 条 ― 該当なし 
3-2 

4-2 
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第 47 条 ― 該当なし 2-5 

第 48 条 ― 該当なし 2-5 

第 49 条 ― 該当なし 2-5 

第 49 条の 2 ― 該当なし 3-2 

第 49 条の 3 ― 該当なし 4-2 

第 49 条の 4 ― 該当なし 4-2 

第 57 条 ― 該当なし。外国に組織を設けていない。 1-2 

第 58 条 ― 該当なし。学校教育法第 103 条には該当しない。 2-5 

第 60 条 ― 該当なし。段階的整備（新たな大学等を設置等）には該当しない。 

2-5 

3-2 

4-2 

 

学位規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 2 条 ○ 学則第 39 条、第 40 条に定めている 3-1 

第 10 条 ○ 学則第 40 条に「学士（芸術工学）」と定めている。 3-1 

第 10 条の 2 ― 該当なし 3-1 

第 13 条 ○ 学則に定めており、学則は改正時に文部科学大臣に報告している。 3-1 

 

私立学校法  

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 24 条 ○ 
学校法人の責務については、「神戸芸術工科大学ガバナンス・コー

ド」を定め、遵守している。 
5-1 

第 26 条の 2 ○ 
事業を行うに当たっては、私立学校法が定めるところにより、理事、

監事、評議員、職員等に対して特別の利益を供与していない。 
5-1 

第 33 条の 2 ○ 
寄附行為の備え置き及び閲覧については、学校法人谷岡学園寄附行

為第 38 条第 2 項に明記し、遵守している。 
5-1 

第 35 条 ○ 
役員について、学校法人谷岡学園寄附行為第 5 条及び第 7 条に明

記し、配置している。 

5-2 

5-3 

第 35 条の 2 ○ 
学校法人と役員の関係については、私立学校法が定めるところによ

り、委任に関する規定に従っている。 

5-2 

5-3 

第 36 条 ○ 
理事をもって組織する理事会について、学校法人谷岡学園寄附行為

第 15 条及び第 16 条に明記し、遵守している。 
5-2 

第 37 条 ○ 
理事長、理事及び監事の職務について、学校法人谷岡学園寄附行為

第 7 条、第 8 条及び第 11 条に明記し、遵守している。 

5-2 

5-3 

第 38 条 ○ 
理事及び監事の選任について、学校法人谷岡学園寄附行為第 6 条

及び第 10 条に明記し、遵守している。なお、これら役員の選任に
5-2 
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は、学外者を加えるよう留意している。また役員中には理事長の子

以外に、配偶者または三親等以内の親族はいない。さらに、学校教

育法第 9 条に抵触する役員はいない。 

第 39 条 ○ 
監事の選任について、学校法人谷岡学園寄附行為第 10 条第 2 項に

明記し、遵守している。 
5-2 

第 40 条 ○ 
理事及び監事の補充について、学校法人谷岡学園寄附行為第 13 条

に明記し、遵守している。 
5-2 

第 41 条 ○ 

評議員会について、学校法人谷岡学園寄附行為第 20 条及び第 21

条に明記し、遵守している。なお、理事定数の 2 倍を超える評議

員をもって組織している。また、議長は開会前に定足数確認を行っ

ている。さらに、議決は、学校法人谷岡学園寄附行為第 24 条に明

記し、遵守している。 

5-3 

第 42 条 ○ 
評議員会に意見を聴かねばならない事項について、学校法人谷岡学

園寄附行為第 26 条に明記し、遵守している。 
5-3 

第 43 条 ○ 

本学園の業務、財産の状況、役員の業務執行の状況について、評議

員会は役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役

員から報告を徴することができるよう、全設置学校長及び事務局長

が評議員に就任している。 

5-3 

第 44 条 ○ 
評議員について、学校法人谷岡学園寄附行為第 20 条及び第 21 条

に明記し、選任している。 
5-3 

第 44 条の 2 ○ 
役員の学校法人に対する損害賠償責任については、学校法人谷岡学

園寄附行為第 18 条に明記し、遵守している。 

5-2 

5-3 

第 44 条の 3 ○ 
役員は、私立学校法が定めるところにより、第三者に対して、損害

賠償責任があることを理解し、適正に対処している。 

5-2 

5-3 

第 44 条の 4 ○ 
役員は、私立学校法が定めるところにより、連帯責務者となる場合

があることを理解し、適正に対処している。 

5-2 

5-3 

第 44 条の 5 ○ 

一般社団・財団法人法第 112 条から第 116 条の規定は、学校法人

谷岡学園寄附行為第 18 条及び第 19 条に明記するとともに、同寄

附行為に定めのない事項については、私立学校法の定めるところに

よるものとして対処している。また、一般社団・財団法人法第 2

章第 3 節第 9 款の規定は、理事会決議により適正に対処している。 

5-2 

5-3 

第 45 条 ○ 
寄附行為の変更について、学校法人谷岡学園寄附行為第 48 条に明

記し、所轄庁に届け出ている。 
5-1 

第 45 条の 2 ○ 
毎会計年度、予算及び事業計画を作成し、事業に関する中期的な計

画は、原則 5 年に一度作成している。 

1-2 

5-4 

6-3 

第 46 条 ○ 
決算及び事業の実績について、学校法人谷岡学園寄附行為第 37 条

に明記し、評議員会に報告のうえ、意見を求めている。 
5-3 

第 47 条 ○ 財産目録等について、学校法人谷岡学園寄附行為第 38 条に明記し、 5-1 
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作成及び閲覧に供している。 

第 48 条 ○ 
役員に対する報酬については、学校法人谷岡学園寄附行為第 26 条

及び第 40 条に明記し、遵守している。 

5-2 

5-3 

第 49 条 ○ 
会計年度について、学校法人谷岡学園寄附行為第 42 条に明記し、

遵守している。 
5-1 

第 63 条の 2 ○ 
情報の公表については、学校法人谷岡学園寄附行為第 39 条に明記

し、遵守している。 
5-1 

 

学校教育法（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 99 条 ○ 大学院学則第 1 条に目的を明記している。 1-1 

第 100 条 ○ 
大学院学則第 2 条に大学院組織を定め、芸術工学研究科を設置し

ている。 
1-2 

第 102 条 ○ 大学院学則第 11 条に入学資格を定め、明記している。 2-1 

 

学校教育法施行規則（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 155 条 ○ 大学院学則第 11 条に入学資格を定め、明記している。 2-1 

第 156 条 ○ 大学院学則第 11 条に入学資格を定め、明記している。 2-1 
第 157 条 ― 該当なし 2-1 
第 158 条 ― 該当なし 2-1 
第 159 条 ― 該当なし 2-1 
第 160 条 ― 該当なし 2-1 
 

大学院設置基準 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条 ○ 大学設置基準を最低基準とし、水準の向上に努めている。 
6-2 

6-3 

第 1 条の 2 ○ 
大学院学則第 2 条の 2 に研究科・専攻の教育研究上の目的を定め

ている。 

1-1 

1-2 

第 1 条の 3 ○ 
入試問題作成委員、各審査委員は学長が委嘱し適切な体制で行っ

ている。 
2-1 

第 1 条の 4 ○ 教員と事務職員が連携・協働し、教育研究活動を運営している。 2-2 

第 2 条 ○ 
大学院学則第 2 条に課程を定め、修士課程及び博士後期課程を設

置している。 
1-2 

第 2 条の 2 ― 該当なし 1-2 
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第 3 条 ○ 
大学院学則第 2 条の 2 に教育研究上の目的を定めている。 

大学院学則第 9 条に修業年限及び在学年限を定めている。 

1-2 

第 4 条 ○ 
大学院学則第 2 条の 2 に教育研究上の目的を定めている。 

大学院学則第 9 条に修業年限及び在学年限を定めている。 

1-2 

第 5 条 ○ 
大学院学則第 2 条に組織を定め、教員組織、教員数等適切に配置

している。 

1-2 

第 6 条 ○ 
大学院学則第 2 条に大学院組織を定め、芸術工学専攻、総合アー

ト&デザイン専攻を設置している。 

1-2 

第 7 条 ○ 
「芸術工学」を基盤にして芸術工学部、芸術工学研究科を設置し、

目的にふさわしいものである。 

1-2 

第 7 条の 2 ― 該当なし 

1-2 

3-2 

4-2 

第 7 条の 3 ― 該当なし 

1-2 

3-2 

4-2 

第 8 条 ○ 必要な教員を配置している。 
3-2 

4-2 

第 9 条 ○ 
「大学院研究指導教員に係る資格審査運営細則」を定め、適切な

人数を設置している。 

3-2 

4-2 

第 10 条 ○ 大学院学則第 2 条に収容定員を定め、適正に管理している。 2-1 

第 11 条 ○ 
大学院学則第 26 条に研究指導、第 28 条に授業科目を定め、授業

科目については別表に明記している。 

3-2 

第 12 条 ○ 
大学院学則第 26 条に研究指導、第 28 条に授業科目を定め、授業

科目については別表に明記している。 

2-2 

3-2 

第 13 条 ○ 
「大学院研究指導教員に係る資格審査運営細則」を定め、「大学院

担当資格審査委員会」で認められた教員が、教育指導を行ってい

る。 

2-2 

3-2 

第 14 条 ― 該当なし 3-2 

第 14 条の 2 ○ 

授業の方法及び内容並びに一年間の授業計画は、シラバスにて学

生に明示している。 

成績評価については、大学院学則第 33 条に定め、「シラバス 2021」

に明記するとともに各授業の評価方法については、当該シラバス

に明記している。 

3-1 

第 14 条の 3 ○ 

各授業科目の単位については大学院学則第 28 条に定めている。 

授業日数、授業期間については学年暦にて設定している。 

授業を行う学生数については、クラス数を増やし対応するなど適

正な学生数としている。 

授業の方法については大学院学則第 27 条に定めている。 

3-3 

4-2 
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単位の授与については大学院学則第 32 条に定めている。 

他の大学院における授業科目の履修等については大学院学則第 35

条に定めている。 

入学前の既修得単位等の認定については大学院学則第 34 条に定

めている。 

長期にわたる教育課程の履修については大学院学則第 9 条に定め

ている。 

科目等履修生等については大学院学則第 45 条に定めている。 

第 15 条 ○ 大学院学則第 37 条に修士課程の修了要件を定めている。 

2-2 

2-5 

3-1 

3-2 

第 16 条 ○ 大学院学則第 37 条に修士課程の修了要件を定めている。 3-1 

第 17 条 ○ 大学院学則第 37 条に博士後期課程の修了要件を定めている。 3-1 

第 19 条 ○ 教育研究に必要な専用の講義室、共同研究室を備えている。 2-5 

第 20 条 ○ 必要な種類及び数の機械、器具等を備え、学部と共用している。 2-5 

第 21 条 ○ 図書館の資料について適正に備えられている。 2-5 

第 22 条 ○ 施設及び設備は、適正に学部と共用している。 2-5 

第 22 条の 2 － 該当なし。二つ以上の校地を有していない。 2-5 

第 22 条の 3 ○ 
毎年度、教育研究費を学部、研究科及び研究施設に配分し、環境

整備に努めている。 

2-5 

4-4 

第 22 条の 4 ○ 
研究科及び専攻の名称は、教育研究上の目的にふさわしいもので

ある。 
1-1 

第 23 条 ― 該当なし 
1-1 

1-2 

第 24 条 ― 該当なし 2-5 

第 25 条 ― 該当なし 3-2 

第 26 条 ― 該当なし 3-2 

第 27 条 ― 該当なし 
3-2 

4-2 

第 28 条 ― 該当なし 

2-2 

3-1 

3-2 

第 29 条 ― 該当なし 2-5 

第 30 条 ― 該当なし 
2-2 

3-2 

第 30 条の 2 ― 該当なし 3-2 

第 31 条 ― 該当なし 3-2 

第 32 条 ― 該当なし 3-1 
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第 33 条 ― 該当なし 3-1 

第 34 条 ― 該当なし 2-5 

第 34 条の 2 ― 該当なし 3-2 

第 34 条の 3 ― 該当なし 4-2 

第 42 条 ○ 大学院事務は教務課にて行っている。 
4-1 

4-3 

第 42 条の 2 ○ 情報提供を行っている。 2-3 

第 42 条の 3 ○ 「大学院学生募集要項」に情報を整理し、公開している。 2-4 

第 43 条 ○ 
「神戸芸術工科大学 FD・SD 委員会規程」を定め、FD・SD 研究

会を実施している。 
4-3 

第 45 条 ― 該当なし 1-2 

第 46 条 ― 該当なし 
2-5 

4-2 

 

専門職大学院設置基準 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条   
6-2 

6-3 

第 2 条   1-2 

第 3 条   3-1 

第 4 条   
3-2 

4-2 

第 5 条   
3-2 

4-2 
第 6 条   3-2 
第 6 条の 2   3-2 

第 7 条   2-5 

第 8 条   
2-2 

3-2 

第 9 条   
2-2 

3-2 

第 10 条   3-1 

第 11 条   

3-2 

3-3 

4-2 

第 12 条   3-2 

第 13 条   3-1 

第 14 条   3-1 
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第 15 条   3-1 

第 16 条   3-1 

第 17 条   

1-2 

2-2 

2-5 

3-2 

4-2 

4-3 

第 18 条   

1-2 

3-1 

3-2 

第 19 条   2-1 

第 20 条   2-1 

第 21 条   3-1 

第 22 条   3-1 

第 23 条   3-1 

第 24 条   3-1 

第 25 条   3-1 

第 26 条   

1-2 

3-1 

3-2 

第 27 条   3-1 

第 28 条   3-1 

第 29 条   3-1 

第 30 条   3-1 

第 31 条   3-2 

第 32 条   3-2 

第 33 条   3-1 

第 34 条   3-1 

第 42 条   
6-2 

6-3 

 

学位規則（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 3 条 ○ 大学院学則第 37 条、第 38 条に定めている。 3-1 

第 4 条 ○ 大学院学則第 37 条、第 38 条に定めている。 3-1 

第 5 条 ○ 
「神戸芸術工科大学大学院学位規程」第 10 条に外部副査について

定めている。 
3-1 
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第 12 条 ○ 
博士の学位を授与したときは、学位（博士）授与報告書を文部科学

大臣に提出している。 
3-1 

 

大学通信教育設置基準 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条   
6-2 

6-3 

第 2 条   3-2 

第 3 条   
2-2 

3-2 

第 4 条   3-2 

第 5 条   3-1 

第 6 条   3-1 

第 7 条   3-1 

第 9 条   
3-2 

4-2 

第 10 条   2-5 

第 11 条   2-5 

第 12 条   
2-2 

3-2 

第 13 条   
6-2 

6-3 

※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない場合は「―」で記載するこ

と。 

※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。 

※大学院等を設置していないなど、組織自体がない場合は、法令名の横に「該当なし」と記載すること。 

 

※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない場合は「―」で記載するこ

と。 

※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。 

※大学院等を設置していないなど、組織自体がない場合は、法令名の横に「該当なし」と記載すること。 
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Ⅶ．エビデンス集一覧 

エビデンス集（データ編）一覧 

コード タイトル 備考 

【共通基礎】 認証評価共通基礎データ  
【表 F－1】 理事長名、学長名等  
【表 F－2】 附属校及び併設校、附属機関の概要  
【表 F－3】 外部評価の実施概要  
【表 2－1】 学部、学科別在籍者数（過去 5 年間）  
【表 2－2】 研究科、専攻別在籍者数（過去 3 年間）  
【表 2－3】 学部、学科別退学者数及び留年者数の推移（過去 3 年間）  
【表 2－4】 就職相談室等の状況  
【表 2－5】 就職の状況（過去 3 年間）  
【表 2－6】 卒業後の進路先の状況（前年度実績）  
【表 2－7】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績）  
【表 2－8】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）  
【表 2－9】 学生相談室、保健室等の状況  
【表 2－10】 附属施設の概要（図書館除く）  
【表 2－11】 図書館の開館状況  
【表 2－12】 情報センター等の状況  
【表 3－1】 授業科目の概要  
【表 3－2】 成績評価基準  
【表 3－3】 修得単位状況（前年度実績）  
【表 3－4】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数）  
【表 4－1】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率  
【表 4－2】 職員数と職員構成（正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）  
【表 5－1】 財務情報の公表（前年度実績）  
【表 5－2】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの）  
【表 5－3】 事業活動収支計算書関係比率（大学単独）  
【表 5－4】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  
【表 5－5】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5 年間）  

※該当しない項目がある場合は、備考欄に「該当なし」と記載。 
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エビデンス集（資料編）一覧 

基礎資料 

コード 
タイトル  

該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 F-1】 
寄附行為（紙媒体） 

学校法人谷岡学園寄附行為  

【資料 F-2】 
大学案内 

神戸芸術工科大学大学案内 2022  

【資料 F-3】 

大学学則、大学院学則（紙媒体） 

神戸芸術工科大学学則 

神戸芸術工科大学大学院学則 
 

【資料 F-4】 

学生募集要項、入学者選抜要綱 

神戸芸術工科大学入試ガイド 2022 
2022 年度芸術工学研究科大学院学生募集要項  

【資料 F-5】 

学生便覧 

KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 

 

【資料 F-6】 
事業計画書 

2021 年度（令和 3 年度）事業計画書  

【資料 F-7】 
事業報告書 

2020 年度（令和 2 年度）事業報告書  

【資料 F-8】 
アクセスマップ、キャンパスマップなど 

アクセスマップ、キャンパスマップ  

【資料 F-9】 
法人及び大学の規定一覧及び規定集（電子データ） 

学校法人谷岡学園規程一覧及び規程集  

【資料 F-10】 

理事、監事、評議員などの名簿（外部役員・内部役員）及び理事会、評議員会の前年度開

催状況（開催日、開催回数、出席状況など）がわかる資料 

学校法人谷岡学園役員・評議員名簿、理事会及び評議員会の開

催状況一覧表（令和 2(2020)年度）  

【資料 F-11】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）及び監事監査報告書（過去 5 年間） 

事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表、基本金明細表、 
貸借対照表、固定資産明細表、監査報告書  

【資料 F-12】 

履修要項、シラバス（電子データ） 

2021 年度 講義概要（シラバス）（電子データ） 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021  

【資料 F-13】 

三つのポリシー一覧（策定単位ごと） 

アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマ

ポリシー（大学ホームページ）  

【資料 F-14】 
設置計画履行状況等調査結果への対応状況（直近のもの） 

 該当なし 

【資料 F-15】 
認証評価で指摘された事項への対応状況（直近のもの） 

 該当なし 

 

基準 1．使命・目的等 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

1-1．使命・目的及び教育目的の設定 

【資料 1-1-1】 神戸芸術工科大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-1-2】 神戸芸術工科大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 
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【資料 1-1-3】 基本理念、使命（大学ホームページ）  

【資料 1-1-4】 神戸芸術工科大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-1-5】 神戸芸術工科大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-1-6】 教育目的（大学ホームページ）  

【資料 1-1-7】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
5 ページ（建学の理念・大学の基本理念、使命・目的） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-8】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
65 ページ（神戸芸術工科大学大学院学則） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-9】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
5 ページ（建学の理念・大学の基本理念、使命・目的） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-10】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
1 ページ（大学院の概要） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-11】 神戸芸術工科大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-1-12】 神戸芸術工科大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-1-13】 神戸デザインへ 2021-2022（教育組織図）  
1-2．使命・目的及び教育目的の反映 

【資料 1-2-1】 神戸芸術工科大学学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-2-2】 神戸芸術工科大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-2-3】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
5 ページ（建学の理念・大学の基本理念、使命・目的） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-2-4】 事務の手引き（専任教員用 2 ページ、非常勤講師用 1 ページ）  

【資料 1-2-5】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
208 ページ（神戸芸術工科大学学則） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-2-6】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
65 ページ（神戸芸術工科大学大学院学則） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-2-7】 神戸デザインへ 2021-2022 【資料 1-1-13】と同じ 
【資料 1-2-8】 基本理念、使命（大学ホームページ） 【資料 1-1-3】と同じ 
【資料 1-2-9】 2021 年度（令和 3 年度）事業計画書 【資料 F-6】と同じ 

【資料 1-2-10】 
アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマ

ポリシー（大学ホームページ） 【資料 F-13】と同じ 

【資料 1-2-11】 神戸芸術工科大学が目指すもの（芸術工学ダイアグラム）  
【資料 1-2-12】 2021 年度 各種委員会等委員一覧  
【資料 1-2-13】 神戸芸術工科大学運営協議会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 1-2-14】 神戸芸術工科大学大学院運営委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 1-2-15】 神戸芸術工科大学教授会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 1-2-16】 神戸芸術工科大学大学院教授会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 1-2-17】 学校法人谷岡学園 機構図  

基準 2．学生 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 神戸芸術工科大学入試ガイド 2022 【資料 F-4】と同じ 
【資料 2-1-2】 アドミッションポリシー（大学ホームページ） 【資料 F-13】と同じ 
【資料 2-1-3】 2022 年度芸術工学研究科大学院学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 
【資料 2-1-4】 神戸芸術工科大学広報・入試運営委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-1-5】 神戸芸術工科大学入学者選抜規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-1-6】 神戸芸術工科大学特待生規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-1-7】 神戸芸術工科大学スカラシップ試験奨学金規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-1-8】 2022 年度芸術工学研究科大学院学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 
【資料 2-1-9】 神戸芸術工科大学大学院特待生規程 【資料 F-9】と同じ 

2-2．学修支援 

【資料 2-2-1】 神戸芸術工科大学障がい学生支援委員会規程 【資料 F-9】と同じ 
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【資料 2-2-2】 神戸芸術工科大学障がい学生支援に関するガイドライン  

【資料 2-2-3】 2021 年度前期オフィスアワー日程について  

【資料 2-2-4】 神戸芸術工科大学ティーチング・アシスタント取扱要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-2-5】 神戸芸術工科大学スチューデント・アシスタント取扱要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-2-6】 令和 3（2021）年度 TA・SA 配置科目一覧  
【資料 2-2-7】 SA 学生名簿、月間シフト  

【資料 2-2-8】 
神戸芸術工科大学高等教育修学支援制度における授業料等減

免に関する取扱基準  

【資料 2-2-9】 神戸芸術工科大学学生委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-2-10】 神戸芸術工科大学学生規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-2-11】 「学籍異動」希望者の対応について  
【資料 2-2-12】 神戸芸術工科大学学生の懲戒手続きに関する内規  
【資料 2-2-13】 成績不振者への対応について（教務委員会資料）  
【資料 2-2-14】 成績発表に関する学生対応について（学生対応マニュアル）  
【資料 2-2-15】 KDUi（保護者向け情報誌）  
【資料 2-2-16】 教育懇談会開催案内  

2-3．キャリア支援 

【資料 2-3-1】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
76 ページ（キャリアデザイン A、B、C、インターンシップ A/B） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-3-2】 キャリアハンドブック 2021  

【資料 2-3-3】 キャリアセンターガイド 2021  

【資料 2-3-4】 神戸芸術工科大学キャリアサポート委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-3-5】 2021 年度 資格取得対策・スキルアップ講座案内  

2-4．学生サービス 

【資料 2-4-1】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
18 ページ（学生教育研究災害傷害保険） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-4-2】 神戸芸術工科大学学生委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-4-3】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
19～21 ページ（奨学金情報） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-4-4】 神戸芸術工科大学給付奨学金規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-4-5】 神戸芸術工科大学私費外国人留学生奨学金規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-4-6】 神戸芸術工科大学教育後援会奨学金規程  

【資料 2-4-7】 神戸芸術工科大学教育後援会私費外国人留学生奨学金規程  

【資料 2-4-8】 谷岡奨学金規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-4-9】 開催案内（リーダーズキャンプ）（学生委員会資料）  

【資料 2-4-10】 開催案内（クリーンキャンペーン、芸愛祭）（学生委員会資料）  

【資料 2-4-11】 教育後援会 2021 年度事業計画案（総会資料）  

【資料 2-4-12】 一人暮らしオリエンテーション開催案内  

【資料 2-4-13】 フレンドシップアワー開催案内  

【資料 2-4-14】 KDUi（保護者向け情報誌） 【資料 2-2-15】と同じ 

【資料 2-4-15】 神戸芸術工科大学チューター制度実施要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-4-16】 
チューター＋留学生交流会・防災研修会開催案内 
（学生委員会資料）  

【資料 2-4-17】 
ウェルカミングプログラム ランチパーティ開催案内 
（学生委員会資料）  

2-5．学修環境の整備 

【資料 2-5-1】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
229 ページ（キャンパスマップ） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-5-2】 
谷岡学園梅田サテライトオフィス CURIO-CITY（キュリオ‐

シティ）（谷岡学園ホームページ）  
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【資料 2-5-3】 株式会社神戸デザインクリエイティブホームページ  

【資料 2-5-4】 神戸芸術工科大学施設管理規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-5-5】 神戸芸術工科大学施設管理運営に関する取扱要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-5-6】 神戸芸術工科大学施設設備使用に関する取扱要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-5-7】 神戸芸術工科大学消防計画 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-5-8】 情報図書館利用案内  

【資料 2-5-9】 神戸芸術工科大学情報図書館に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-5-10】 神戸芸術工科大学情報図書館に関する規程運営細則 【資料 F-9】と同じ 

【資料 2-5-11】 バリアフリーマップ  

【資料 2-5-12】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
59 ページ（受講制限・予備登録について） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-5-13】 2021 年度 講義概要（シラバス） 【資料 F-12】と同じ 
2-6．学生の意見・要望への対応 

【資料 2-6-1】 2019 年度学生満足度調査（報告）（大学ホームページ）  

【資料 2-6-2】 学生団体と学長との懇談会について（報告）（学生委員会資料）  

【資料 2-6-3】 2019 年度大学院学生生活調査  

基準 3．教育課程 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

【資料 3-1-1】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
5 ページ（ディプロマポリシー） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-2】 ディプロマポリシー（大学ホームページ） 【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-1-3】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
4 ページ（ディプロマポリシー） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-4】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
52、62、63 ページ（卒業、卒業要件について） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-5】 神戸芸術工科大学学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-6】 神戸芸術工科大学履修に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 3-1-7】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
5 ページ（履修登録・授業および成績評価） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-8】 神戸芸術工科大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-9】 神戸芸術工科大学大学院学位規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 3-1-10】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科における学位論文に

係る評価基準及び審査体制  

【資料 3-1-11】 2021 年度シラバス作成の手引き  
【資料 3-1-12】 神戸芸術工科大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-13】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
21、22 ページ（授業科目表） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-14】 神戸芸術工科大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 

KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
5、73、85、93、105、115、125、143、157、171 ページ 
（カリキュラムポリシー） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-2-2】 カリキュラムポリシー（大学ホームページ） 【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-2-3】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
3 ページ（カリキュラムポリシー） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-2-4】 

KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
74、86、94、95、106、107、116、117、128～133、146、147、
160、161、172、173 ページ（カリキュラムフロー図） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-2-5】 神戸芸術工科大学履修に関する規程 【資料 F-9】と同じ 
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【資料 3-2-6】 2021 年度履修モデル  

【資料 3-2-7】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
3、4 ページ（カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-2-8】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
64 ページ（基礎教育科目カリキュラム表） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-2-9】 
神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究科シラバス 2021 
21、22 ページ（授業科目表） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-2—10】 2021 年度シラバス作成の手引き 【資料 3-1-11】と同じ 
【資料 3-2—11】 授業アンケート報告書（2020 年度実施）  

【資料 3-2—12】 学修行動調査（2020 年度実施）  

【資料 3-2—13】 学修成果に関する調査（令和 2（2020）年度実施）  

【資料 3-2—14】 大学院指導教員一覧（2021 年度）  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 自己点検・評価（2017～2019 年度評価）  

【資料 3-3-2】 2021 年度シラバス作成の手引き 【資料 3-1-11】と同じ 
【資料 3-3-3】 第 3 者チェック依頼文書（教務委員会資料）  

【資料 3-3-4】 GPA 分布表  

【資料 3-3-5】 授業アンケート報告書（2020 年度実施） 【資料 3-2-11】と同じ 
【資料 3-3-6】 学修行動調査（2020 年度実施） 【資料 3-2-12】と同じ 
【資料 3-3-7】 学修成果に関する調査（令和 2（2020）年度実施） 【資料 3-2-13】と同じ 
【資料 3-3-8】 2019 年度大学院学生生活調査 【資料 2-6-3】と同じ 
【資料 3-3-9】 2020 年度卒展アンケート結果  

【資料 3-3-10】 授業実施報告書（後期）（令和 2（2020）年度実施）  

【資料 3-3-11】 卒業生アンケート（令和 2（2020）年度実施）  

【資料 3-3-12】 卒業生就職先アンケート（令和 2（2020）年度実施）  

基準 4．教員・職員 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 

【資料 4-1-1】 神戸芸術工科大学が目指すもの 【資料 1-2-11】と同じ 

【資料 4-1-2】 神戸芸術工科大学特別企画室に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-1-3】 学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-1-4】 学校法人谷岡学園事務決裁規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-1-5】 神戸芸術工科大学運営協議会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-1-6】 神戸芸術工科大学教授会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-1-7】 神戸芸術工科大学大学院教授会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-1-8】 神戸芸術工科大学教務委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 神戸芸術工科大学教員選考規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-2-2】 神戸芸術工科大学教員選考規程運営細則 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-2-3】 神戸芸術工科大学 FD・SD 委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

4-3．職員の研修 

【資料 4-3-1】 能力開発の考え方  

【資料 4-3-2】 令和 2 年度階層別研修案内  

【資料 4-3-3】 事務職員の神戸芸術工科大学講義聴講研修取扱い規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-3-4】 2020 年度職員通信教育講座案内  

4-4．研究支援 

【資料 4-4-1】 神戸芸術工科大学教員個人研究費規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-2】 神戸芸術工科大学芸術工学研究機構規程 【資料 F-9】と同じ 
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【資料 4-4-3】 神戸芸術工科大学研究所研究計画書（様式）  

【資料 4-4-4】 研究助成制度の変更（教授会資料）  

【資料 4-4-5】 神戸芸術工科大学研究助成規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-6】 2020 年度研究助成の募集について（教授会資料）  

【資料 4-4-7】 神戸芸術工科大学共同研究助成申請書（様式）  

【資料 4-4-8】 
2021 年度芸術工学研究機構研究計画および予算案について 
（芸術工学研究機構運営委員会資料）  

【資料 4-4-9】 神戸芸術工科大学受託研究取扱規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-10】 神戸芸術工科大学学外共同研究取扱規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-11】 
神戸芸術工科大学教育研究活動における不正使用及び不正行

為防止に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-12】 神戸芸術工科大学公的研究費不正防止計画  

【資料 4-4-13】 神戸芸術工科大学利益相反ポリシー  

【資料 4-4-14】 研究活動の不正防止にかかる基本方針（不正防止ポリシー）  

【資料 4-4-15】 研究活動の不正にかかる相談及び通報窓口  

【資料 4-4-16】 
神戸芸術工科大学における教育研究費の使用に関する執行基

準  

【資料 4-4-17】 誓約書（様式）  

【資料 4-4-18】 
2020 年度コンプライアンス教育および研究倫理教育実施につ

いて（公的教育研究費運営・管理委員会資料）  

【資料 4-4-19】 神戸芸術工科大学研究倫理指針  

【資料 4-4-20】 神戸芸術工科大学研究倫理審査に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-21】 研究倫理審査申請要領  

【資料 4-4-22】 研究倫理審査申請書（様式）  

【資料 4-4-23】 研究倫理審査結果通知書（様式）  

【資料 4-4-24】 調査・研究完了報告書（様式）  

【資料 4-4-25】 神戸芸術工科大学キャンパス環境整備運営委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-26】 神戸芸術工科大学施設管理規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-27】 神戸芸術工科大学施設管理運営に関する取扱要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-28】 神戸芸術工科大学施設設備使用に関する取扱要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-29】 神戸芸術工科大学リサーチ・アシスタント取扱要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 4-4-30】 研究補助者の雇用について（アルバイト雇用届）  

基準 5．経営・管理と財務 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性 

【資料 5-1-1】 学校法人谷岡学園神戸芸術工科大学就業規則 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-2】 CS 理念・方針（谷岡学園ホームページ）  

【資料 5-1-3】 学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-4】 情報公開：決算について（谷岡学園ホームページ）  

【資料 5-1-5】 谷岡学園広報誌『楽人』67 号（事業報告号）  

【資料 5-1-6】 情報公開（大学ホームページ）  

【資料 5-1-7】 情報公開：事業報告・財務状況（谷岡学園ホームページ）  

【資料 5-1-8】 公益通報・相談窓口（谷岡学園ホームページ）  

【資料 5-1-9】 学校法人谷岡学園公益通報に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-10】 プライバシーポリシー（大学ホームページ）  

【資料 5-1-11】 学校法人谷岡学園個人情報取扱規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-12】 神戸芸術工科大学個人情報保護委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-13】 神戸芸術工科大学個人情報保護に関するガイドライン  



神戸芸術工科大学 

119 

【資料 5-1-14】 神戸芸術工科大学個人情報保護規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-15】 神戸芸術工科大学個人情報適正管理規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-16】 危機管理マニュアル（神戸芸術工科大学用）  

【資料 5-1-17】 神戸芸術工科大学消防計画 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-18】 神戸芸術工科大学情報システム運用基本規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-19】 
神戸芸術工科大学情報システム運用及び管理に関する取扱基

準 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-20】 神戸芸術工科大学情報システム利用に関する取扱基準 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-21】 
神戸芸術工科大学情報システム非常時行動計画に関する取扱

基準 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-22】 
学校法人谷岡学園セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ 
ハラスメント防止に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-23】 神戸芸術工科大学利益相反ポリシー 【資料 4-4-13】と同じ 

【資料 5-1-24】 神戸芸術工科大学ハラスメント防止委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-25】 神戸芸術工科大学ハラスメント調査委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-26】 リーフレット「NO！HARASSMENT 2021」  
【資料 5-1-27】 神戸芸術工科大学施設設備の安全取扱マニュアル  
【資料 5-1-28】 学生生活ガイダンス（1 年生）安全対策 2021  
【資料 5-1-29】 大学入門セミナー依頼状  

【資料 5-1-30】 
KOBE DESIGN UNIVERSITY CAMPUS GUIDE 2021 
12、13、19、29～31 ページ 【資料 F-5】と同じ 

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 学校法人谷岡学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-2-2】 学校法人谷岡学園役員・評議員名簿 【資料 F-10】と同じ 

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 学校法人谷岡学園設置学校長会要領 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-2】 学校法人谷岡学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-3-3】 学校法人谷岡学園役員・評議員名簿 【資料 F-10】と同じ 

【資料 5-3-4】 
理事長への提案箱について（谷岡学園ホームページ〈教職員ペ

ージ〉）  

【資料 5-3-5】 学校法人谷岡学園及び設置学校事務組織規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-6】 学校法人谷岡学園監事監査規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-7】 令和 2 年度学校法人谷岡学園監事活動記録  

【資料 5-3-8】 中期計画（2021～2025 年度）  

【資料 5-3-9】 2021 年度（令和 3 年度）事業計画書 【資料 F-6】と同じ 

【資料 5-3-10】 学校法人谷岡学園事務決裁規程 【資料 F-9】と同じ 

5-4．財務基盤と収支 

【資料 5-4-1】 中期計画（2021～2025 年度） 【資料 5-3-8】と同じ 

【資料 5-4-2】 2021 年度（令和 3 年度）事業計画書 【資料 F-6】と同じ 

【資料 5-4-3】 学校法人谷岡学園予算編成規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-4-4】 学校法人谷岡学園資金運用規程  

【資料 5-4-5】 
事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表、基本金明細表、 
貸借対照表、固定資産明細表、監査報告書 【資料 F-11】と同じ 

【資料 5-4-6】 資金収支予算書（一次補正）、事業活動収支予算書（一次補正）  

【資料 5-4-7】 計算書類・独立監査人の監査報告書・財産目録（過去5年間）  

【資料 5-4-8】 2020年度受託研究等一覧（教授会資料）  

【資料 5-4-9】 施設の貸出に関する手引き  

【資料 5-4-10】 科学研究費助成事業申請スケジュール（教授会資料）  

【資料 5-4-11】 令和3（2021）年度科研費応募説明会次第  
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【資料 5-4-12】 令和2（2020）年度科学研究費助成事業交付内定通知  

【資料 5-4-13】 
2019年度競争的資金にかかる間接経費の使用実績について 
（教授会資料）  

【資料 5-4-14】 
2020年度競争的資金にかかる間接経費の使用実績について 
（教授会資料）  

【資料 5-4-15】 
寄附金申込書（「鹿島基金特別講座トークセッション2020」の

助成）  

5-5．会計 

【資料 5-5-1】 学校法人谷岡学園事務決裁規程 【資料 F-9】と同じ 
【資料 5-5-2】 学校法人谷岡学園経理規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-5-3】 学校法人谷岡学園物品会計規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-5-4】 学校法人谷岡学園予算編成規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-5-5】 学校法人谷岡学園予算執行規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-5-6】 学校法人谷岡学園監事監査規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-5-7】 学校法人谷岡学園内部監査規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-5-8】 令和 2 年度学校法人谷岡学園監事活動記録 【資料 5-3-7】と同じ 

【資料 5-5-9】 令和 2（2020）年度内部監査実施報告書（教授会資料）  
【資料 5-5-10】 神戸芸術工科大学公的教育研究費運営・管理委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

基準 6．内部質保証 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

6-1．内部質保証の組織体制 

【資料 6-1-1】 神戸芸術工科大学大学評価実施基準 【資料 F-9】と同じ 

【資料 6-1-2】 神戸芸術工科大学大学評価委員会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 6-1-3】 神戸芸術工科大学ガバナンス・コード  

6-2．内部質保証のための自己点検・評価 

【資料 6-2-1】 自己点検・評価（2017～2019 年度評価） 【資料 3-3-1】と同じ 
【資料 6-2-2】 自己点検・評価基準チェックリスト（2017～2019 年度評価）  
【資料 6-2-3】 大学ホームページ（大学評価に関する情報公開）  
【資料 6-2-4】 授業アンケート報告書（2020 年度実施） 【資料 3-2-11】と同じ 
【資料 6-2-5】 学修行動調査（2020 年度実施） 【資料 3-2-12】と同じ 
【資料 6-2-6】 学修成果に関する調査（令和 2（2020）年度実施） 【資料 3-2-13】と同じ 
6-3．内部質保証の機能性 

【資料 6-3-1】 2021 年度（令和 3 年度）事業計画書 【資料 F-6】と同じ 
【資料 6-3-2】 令和 2 年度事業報告書 【資料 F-7】と同じ 

基準 A．社会連携・貢献活動 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．社会との連携強化 

【資料 A-1-1】 神戸市との協定書  

【資料 A-1-2】 三木市との協定書  

【資料 A-1-3】 坂出市との協定書  

【資料 A-1-4】 芦屋市との協定書  

【資料 A-1-5】 兵庫県商工会連合会との協定書  

【資料 A-1-6】 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会との協定書  

【資料 A-1-7】 公益財団法人神戸市公園緑化協会との協定書  

【資料 A-1-8】 2020年度受託研究等一覧（教授会資料） 【資料 5-4-8】と同じ 
【資料 A-1-9】 2019 年度芸術工学研究機構の概要（教授会資料）  
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【資料 A-1-10】 アジアンデザイン研究所研究活動回顧展「百花繚乱」チラシ  

【資料 A-1-11】 研究助成制度の変更（教授会資料） 【資料 4-4-4】と同じ 

【資料 A-1-12】 神戸芸術工科大学研究助成規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 A-1-13】 2020 年度研究助成の募集について（教授会資料） 【資料 4-4-6】と同じ 

【資料 A-1-14】 神戸芸術工科大学共同研究助成申請書（様式） 【資料 4-4-7】と同じ 

【資料 A-1-15】 科学研究費助成事業申請スケジュール（教授会資料） 【資料 5-4-10】と同じ 

【資料 A-1-16】 令和3（2021）年度科研費応募説明会次第 【資料 5-4-11】と同じ 

【資料 A-1-17】 令和 3 年度日本学術振興会助成事業応募状況一覧（報告資料）  

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 


